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決算審査特別委員会会議録 

 

平成２８年１０月６日 木曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ５時２３分閉議（実時間３６４分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１１１号・平成２７年度八代市一般

会計歳入歳出決算ほか１０件 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  松 永 純 一 君 

副委員長  庄 野 末 藏 君 

委  員  島 田 一 已 君 

委  員  友 枝 和 明 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  矢 本 善 彦 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       江 﨑 眞 通 君 

 会計管理者      中 村 伸 也 君 

 教育部長       釜   道 治 君 

  教育部次長     桑 田 謙 治 君 
  
  博物館未来の森 
            福 原   透 君 
  ミュージアム副館長 
 

  理事兼教育政策課長 宮 田   径 君 

  学校教育課長    渡 邉 裕 一 君 

  学校教育課課長補佐 田 河 正 人 君 

  理事兼教育施設課長 有 馬 健 一 君 

  生涯学習課長    澤 田 宗 順 君 
 
  教育サポートセンター 
            髙 嶋 宏 幸 君 
  所長 
 

 経済文化交流部長   宮 村 明 彦 君 

  経済文化交流部次長 桑 原 真 澄 君 

  文化振興課長    吉 永   明 君 
 
  文化振興課 
            林 田 安 夫 君 
  厚生会館館長 
 

  スポーツ振興課長  下 村 孝 志 君 

 健康福祉部長     山 田   忍 君 
 
  理事兼国保ねんきん 
            佐 藤 圭 太 君 
  課長 
 

  健康推進課長    豊 田 幸 子 君 
 
  国民ねんきん課副主 
            秋 永 誠 一 君 
  幹兼医療給付係長 
 
 
  国民ねんきん課副主 
            園 部 慎 治 君 
  幹兼保険税係長 
 

  理事兼長寿支援課長 秋 田 壮 男 君 
 
  長寿支援課副主幹兼 
            久 保 祝 子 君 
  介護給付係長 
 
 
  長寿支援課副主幹 
            吉 田   浩 君 
  兼地域支援係長 
 

  健康福祉政策課長  西 田 修 一 君 

 財務部 

  納税課長      機   智三郎 君 

 建設部 
 
  建設部総括審議員兼 
            湯 野   孝 君 
  次長 
 

  下水道総務課長   古 田 洋 二 君 

 部局外 

  水道局長      宮 本 誠 司 君 

                              

○記録担当書記     土 田 英 雄 君 

            鶴 田 直 美 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（松永純一君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 定刻となり、定足数に達しておりますので、



 

－2－

ただいまから決算審査特別委員会を開会いたし

ます。 

 先日の委員会にて資料請求しておりました資

料をお手元に配付いたしておりますので、後ほ

ど御一読いただきたいと思います。 

                              

◎議案第１１１号・平成２７年度八代市一般会

計歳入歳出決算ほか１０件 

○委員長（松永純一君） それでは、これより

議案第１１１号から同第１２１号まで、すなわ

ち平成２７年度八代市一般会計歳入歳出決算及

び同各特別会計歳入歳出決算の１１件を議題と

いたします。 

 本日は、議案第１１１号・平成２７年度八代

市一般会計歳入歳出決算のうち、歳出の第９款

・教育費中、教育部関係分と経済文化交流部関

係分及び第１０款・災害復旧費中、教育部関係

分並びに経済文化交流部関係分、議案第１１２

号から同第１１９号まで、すなわち平成２７年

度八代市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、

平成２７年度八代市後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算、平成２７年度八代市介護保険特別

会計歳入歳出決算、平成２７年度八代市診療所

特別会計歳入歳出決算、平成２７年度八代市簡

易水道事業特別会計歳入歳出決算、平成２７年

度八代市農業集落排水処理施設事業特別会計歳

入歳出決算、平成２７年度八代市浄化槽市町村

整備推進事業特別会計歳入歳出決算、平成２７

年度ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算

について審査を予定しておりますので、御協力

よろしくお願いいたします。 

 それでは、第９款・教育費及び第１０款・災

害復旧費について説明をお願いしますが、教育

費は第７項・社会教育費の第３目・文化施設費

及び第６目・文化財保護費並びに第８項・社会

教育費が経済文化交流部関係、それ以外の費目

が教育部関係となっております。そこでまず、

教育部関係分を一くくりとして説明を受けた

後、質疑を行いたいと思います。 

 まずは、第９款・教育費及び第１０款・災害

復旧費中、教育部関係分について、一括して説

明を求めます。 

○教育部長（釜 道治君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

本日はどうぞよろしくお願いいたします。座っ

て説明させていただきます。 

 平成２７年度教育部所管事業の決算審査に当

たり、まず、総括をさせていただきます。 

 教育部では、国、県の関係法令、関係施策と

の整合性を図りながら、地域の実情を組み込ん

だ八代市教育振興基本計画などの諸計画を基盤

に据え、教育行政に取り組んでおります。 

 主な事業について申し上げたいと思います。 

 まず、平成２７年度から教育行政の基本的な

あり方について大幅な改正が行われ、従前に増

して、長と教育委員会の密接な連携が要請され

ました。これを受け、本市においても総合教育

会議を設置し、市と教育委員会連携のもと、八

代市教育大綱を策定いたしました。 

 次に、学校教育関係について申し上げます。 

 新規事業である児童生徒のスポーツ環境整備

事業では、小学校部活動の社会体育移行を協議

する検討委員会を設置し、市としての基本方針

の理念を決定いたしました。 

 小中一貫・連携教育推進事業では、平成２３

年に推進計画を策定し、順次、導入を進めてま

いりました。２７年４月には、市内全中学校区

で完全導入することができました。 

 学校支援職員配置事業では、学校、園のニー

ズに応じて、図書館支援員、特別支援教育支援

員、生徒指導支援員、保育支援員、看護師を配

置することができました。子供たちの生きる力

を身につけるための一助として予算を有効に活

用しております。 

 教育研究に関する事業では、泉小・中学校で

は僻地教育の充実について、坂本中学校では防
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災教育について、それぞれ研究指定の委嘱を受

け、その研究成果を全国または県内の学校関係

者に広く発表することができました。 

 教育サポート事業では、子供たちの学力向上

に向け、教職員に対して学級経営や授業改善の

ための継続した支援を行っております。２７年

度の教育相談件数は２６年度に比べ大きく増加

し、利用者からも高い評価を得ております。 

 一方、１つの事案が長時間を要する場合もあ

り、サポート時間全体が不足するという課題も

有しております。また、２７年度は、関連し

て、特別な支援を要する児童生徒に対する専門

的、実践的指導助言を行う特別支援教育相談事

業の新設についても準備を進めました。 

 学校施設耐震化事業では、２３年度策定の耐

震化計画をもとに、２７年度事業完了を目標に

事業推進を図ってまいりました。２７年度をも

って耐震化工事を終え、２８年４月時点で耐震

化率１００％を達成いたしました。議員各位に

も予算の集中配分に御理解をいただき、感謝を

申し上げます。 

 次に、社会教育関係の主な事業について申し

上げます。 

 新規事業として、県の補助を活用し、基礎学

力の定着等を目的に、地理的な要因や学校にお

ける学習支援の現状を考慮し、二見中学校、坂

本中学校の２校を対象に地域未来塾を開始しま

した。２８年度も両校でモデル的に実施してお

り、今後の施策に反映してまいります。 

 また、市立図書館におきましては、２７年度

から指定管理者制度による運営をスタートさせ

ました。開館時間の延長、開館日の増加、電子

図書の導入など、図書館サービスのノウハウを

有する企業体ならではのサービス向上が図られ

ました。指定管理初年度ではありますが、貸出

利用者数、貸出冊数も増加しており、図書館利

用者の増加につながっています。 

 博物館特別展覧会事業では、春の展覧会にお

いて、我が国を代表する祭礼の一つである長崎

くんちを彩るけんらん豪華な長崎刺しゅうの世

界を県内で初めて紹介するなど、年間を通して

所蔵者各位の格別の御協力により、貴重かつ魅

力あふれる展示作品を集めることができまし

た。特別展覧会の入館者総数は目標に届かなか

ったものの、啓発的な内容に富み、来館者から

高い評価をいただくことができました。 

 ほかにも多くの事業を２７年度実施いたしま

したが、全体として、おおむね順調に進捗でき

たものと考えております。 

 今後は、市全体として、熊本地震への対応が

緊急不可欠な位置づけとなってまいります。そ

のような中、教育部として復旧・復興の視点も

含め、いかにして関係予算を確保、拡充してい

くかが大きな課題となるものと考えます。教育

部一丸となり、創意工夫し、取り組みを進めて

まいりますので、今後ともよろしくお願いをい

たします。 

 以上、私からの総括とさせていただきます。 

 引き続き、桑田教育部次長から決算資料の説

明をさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○教育部次長（桑田謙治君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）次長の桑田でございます。座って説明させ

ていただきます。 

 それではまず、歳出決算の状況について御説

明いたします。主要な施策の成果に関する調書

の１２ページをお開きください。 

 （イ）目的別の項目９・教育費でございま

す。 

 現年度６１億１２４５万７０００円に、平成

２６年度からの繰越額５億５１万１０００円、

これは小学校及び中学校の校舎、体育館などの

耐震化事業に伴う経費の繰り越しが主なもので

す。これを加えた額６６億１２９６万８０００

円が予算現額Ａとなります。 
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 続きまして、支出済額（Ｂ）は５８億５４２

３万５０００円、隣の欄、翌年度へ繰越額Ｃは

５億８１８万１０００円で、これは小学校体育

館の非構造部材耐震化事業の繰り越し１億６９

０３万７０００円、中学校体育館及び武道場の

非構造部材耐震化事業の繰り越し２億７０４３

万４０００円が主なものとなっております。 

 次に、執行率が９５.９％、歳出総額に占め

る教育費の構成比は９.７％、前年度と比較し

まして、額としては５１５９万５０００円の

増、率としまして０.９％の伸びとなっており

ます。 

 それでは、款９・教育費の中から、教育部所

管の主な事業について御説明いたします。調書

の１５９ページをお開きください。 

 まず、小中一貫・連携教育推進事業です。 

 義務教育９年間を通して、系統的、組織的な

学習指導や生徒指導を行うことにより、確かな

学力、豊かな心、健やかな体などの生きる力の

育成を図るための推進体制を整備するもので

す。 

 決算額は２８４万４０００円です。県の小中

一貫教育推進事業委託金１０６万９０００円を

活用いたしております。 

 平成２３年度の段階的取り組みから５年目を

迎えました２７年度は、全ての中学校区で小中

一貫・連携教育を導入できました。教職員の交

流が活発になり相互理解が進んだ、児童生徒の

異学年交流により人間関係づくりが深まった、

保護者、地域の小中一貫・連携に対する関心が

高まったなど、成果もあらわれています。 

 今後もこれまでの成果と課題を検証するとと

もに、実践校を委嘱し、小中一貫・連携教育推

進の核となる学校を育成し、子どもたちの育ち

と学びの連続性を高めるため、より実態に即し

た八代型小中一貫・連携教育の推進に取り組ん

でまいります。 

 次に、下段の奨学資金貸付事業でございま

す。 

 経済的理由により就学が困難である者に対し

て奨学金を貸与し、教育を受ける機会を確保す

るものです。高校、高専、専門学校、短大、大

学に就学する者に対して奨学資金を貸与してい

ます。 

 決算額は９２５万３０００円で、新規分６人

と継続分２０人に対する貸付分でございます。

主に奨学資金貸付金元利収入を特定財源として

おります。 

 今後の方向性として、貸し付けについては現

行どおりでございますが、課題として、貸付金

の滞納が生じておりますので、貸付金回収につ

いて、引き続き電話による納付督促、納付相談

を実施し、さらなる収納率向上に向けて、２８

年度からコンビニでの償還が可能とするととも

に、口座引き落としの実施に向けて準備を行っ

ております。 

 なお、不用額２０２万２０００円は、新規貸

し付け１２人、継続貸し付け２１人を見込んで

おりましたが、実際は新規で６人、継続では１

人の辞退があり２０人となり、貸付件数の減に

よるものでございます。 

 次は、１６０ページ上段のいじめ対策等推進

事業でございます。 

 この事業は、いじめ防止対策推進法に基づき

設置された八代市いじめ問題対策連絡協議会及

び学校支援委員会の活動に関するもので、いじ

め問題の予防、解決及び啓発を主な目的として

おります。 

 このうち学校支援委員会は、いじめ問題を初

めとする生徒指導上の諸問題において、学校だ

けでは解決が困難となった場合に、弁護士、医

師、臨床心理士、精神保健福祉士からなる専門

委員会を設置し、学校、児童生徒及び保護者に

対し、専門的な立場からの指導・支援を通じて

問題の解決を図り、子供たちの学びと育ちを保

障するものです。２７年度は１０回開催してお
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ります。 

 決算額は８１万９０００円、その主なものは

委員の報酬、報償費です。国の教育支援体制整

備事業費補助金２３万７０００円を活用してお

ります。 

 いじめ問題等は、子供たちの学びと育ちに大

きくかかわる重要な問題であることから、引き

続き学校からの学校支援委員会活用の要請に迅

速に対応するとともに、学校と学校支援委員会

が連携し、かかわりを持つことにより、いじめ

問題等に的確に対応できるように、今後の方向

性では規模拡充も必要と考えています。 

 次は、下段の学校施設整備基金事業でござい

ます。 

 この事業は、国の公立学校施設整備補助金の

交付を受けて整備し、処分制限期間６０年を経

過しない旧宮地東小学校の建物を民間事業者へ

有償貸与するために、文部科学省の財産処分手

続に基づき、学校施設の整備に要する経費に充

てるための基金を設置し、国庫納付金相当額を

八代市学校施設整備基金に積み立てるものでご

ざいます。 

 決算額の１４８万４０００円は、全額基金へ

の積立金です。 

 今後も、民間事業者等への有償貸与による廃

校施設の有効活用を図り、基金積み立てを増や

すことにより学校の施設整備の充実に努めてま

いります。 

 次に、１６１ページ下段の教育サポート事業

です。 

 経験豊かで実践的指導力にたけた退職教員２

人を教育サポートセンター内に配置し、学校、

幼稚園の要請に基づき、教育現場におけるさま

ざまな支援を行っています。 

 決算額は２２６万８０００円、その主なもの

は、教育サポーター２人に要する報償費です。 

 ２７年度の教育相談件数は、学校経営、学級

経営、学習指導及び校内研修等に関する相談等

の４５５件で、昨年度の２６５件より大幅に増

加しており、教職員の資質向上や実践的指導力

の向上に役立っております。 

 課題として、学校、園により利用に偏りがあ

ることから、学校等との連携を強化し、多くの

学校等で教育サポーター活用につなげるととも

に、支援充実のため、今後の方向性は規模拡充

といたしております。 

 次は、１６２ページ下段の学校支援職員配置

事業について説明いたします。 

 学校、園の実態やニーズに応じて児童生徒ご

とにきめ細かな教育を推進するために、学校図

書館支援員、特別支援教育支援員、生徒指導支

援員などの学校支援職員を配置しております。

２７年度は９５人を配置し、学校教育活動の支

援を充実することができました。また、２７年

度は学校支援職員の任用形態を見直し、非常勤

の一般職とすることにより、年次有給休暇の付

与や通勤手当の支給等労働条件の改善を行いま

した。 

 今後は、学校からの特別支援教育支援員や学

校図書館支援員の増員要望に対して可能な限り

対応していくことが求められています。 

 次に、１６４ページ下段のパソコン教育推進

事業でございます。 

 ＩＣＴ、情報通信技術機器を使った児童生徒

の情報活用能力の育成と、教職員にパソコンを

提供し、より分かりやすい授業展開を図るた

め、学校へパソコン、電子黒板等の機器の計画

的な配備を行っております。平成２７年度末の

学校に配備したリースパソコンは、児童生徒

用、教職員用及び校務用で合計２３７３台とな

っています。 

 決算額１億５３４３万５０００円、これはパ

ソコン及び周辺機器等のリース料でございま

す。 

 今後の方向性は、さらなる活用拡充に向け

て、タブレット型パソコンの導入など機器の内
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容や活用方法等を見直し、有効的かつ効率的に

配備を行うために、規模拡充といたしておりま

す。 

 次に、１６５ページ上段の児童生徒のスポー

ツ環境整備事業です。 

 平成２７年３月に県教育委員会が策定しまし

た児童生徒のための運動部活動及びスポーツ活

動の基本方針に基づき、本市の実態を踏まえ

て、平成３０年度末までに小学校の運動部活動

を社会体育に移行するために、２７年１０月か

ら検討を開始いたしております。社会体育への

円滑な移行に向けて、有識者や関係団体等で構

成する八代市立小学校運動部活動の社会体育移

行に関する検討委員会及びワーキング部会を設

置するとともに、小学校や関係機関を訪問し、

調整を行うコーディネーター１人を配置して、

必要な検討や協議を行いました。 

 決算額３４万５０００円は、検討委員会、ワ

ーキング部会、コーディネーターへの報償費及

び旅費が主なもので、県の児童生徒のスポーツ

環境整備事業費補助金７万１０００円を活用し

ております。 

 ２７年度の活動状況は、検討委員会３回、ワ

ーキング部会１回、担当者研修会１回を実施し

ました。 

 今後は、平成３０年度末の移行に向けて、市

教育委員会が策定しました社会体育移行に関す

る基本方針に基づき、検討委員会、小学校及び

市教育委員会が連携し、調整を図ってまいりま

す。 

 次は、１６５ページと１６９ページの小学校

耐震関係事業及び中学校耐震関係事業、あわせ

て説明いたします。 

 昭和５６年以前に建築された学校施設で、耐

震診断の結果、耐震性が低いと診断されたもの

について、災害時における児童生徒の安全安心

を確保するとともに、避難所の安全性を確保す

るために、八代市立学校施設耐震化計画に基づ

き、平成２３年度から耐震化を行ってきまし

た。２７年度は計画最終年度であり、耐震化率

１００％を実現できました。 

 小学校耐震関係事業の決算額９億７０３万６

０００円、これは校舎、体育館及び給食調理場

等９校の耐震工事に要したものです。特定財源

として国庫補助金２億７９８万９０００円と全

国防災事業債、緊急防災減災債及び合併特例債

の市債６億８７１０万円を充てております。不

用額４６５０万９０００円は、入札残及び設計

の見直しによるものです。 

 また、中学校耐震関係事業の決算額８億６９

７７万８０００円、これは校舎、体育館及び技

術科室６校の耐震工事に要したものです。特定

財源として国庫補助金１億８９９５万円と小学

校と同様の市債６億４１００万円を充てており

ます。不用額３１３６万４０００円は、入札残

及び設計の見直しによるものです。 

 今後は、体育館や武道場等のつり天井、照明

器具などの非構造部材の耐震改修を行い、さら

なる地震時の安全確保を図ってまいります。 

 次に、ページが戻りますが、１６６ページ上

段の松高小学校校舎増築事業でございます。 

 松高小学校においては、従来から教室数に余

裕がない中、２７年度は特別支援学級の増加に

より教室数が不足することから、教室不足を解

消するために、鉄骨づくり２階建て、延べ床面

積６１１平方メートルの校舎を増築したもので

す。 

 決算額１億６３９４万３０００円で、特定財

源として合併特例債１億５２６０万円を活用し

ております。 

 教室の内容は、図工室１室、理科室２室、少

人数教室１室及び便所、渡り廊下となっており

ます。 

 次に、１６７ページ下段の不登校児童生徒の

適応指導事業でございます。 

 くま川教室を設置して、心理的または情緒的
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な原因により不登校状態にある児童生徒に対

し、個別や集団での活動を通して指導員による

適応指導を行い、学校復帰を支援し、社会的な

自立を目指しているものです。２７年度の在籍

数は１４人でございました。 

 決算額は７７８万３０００円、その主なもの

は、指導員８人分の報償費６７３万４０００円

でございます。 

 今後の方向性は、現行どおりとしております

が、不登校児童生徒数は増加傾向にあり、不登

校の要因、背景が多様であるため、一人一人の

課題に応じたきめ細かな対応が必要であること

から、教室の開放時間を延長したり、来室しや

すい環境づくりに取り組んでまいります。課題

としましては、建物が老朽化し、スペースも狭

くなってきていることが心配されます。 

 次は、１６９ページ上段の豊かな心を育むた

めの講演会事業でございます。 

 学校の実態や課題に応じて、児童生徒の豊か

な心を育むために講演会等を実施するもので

す。毎年度、小学校及び中学校で交互に開催し

ており、２７年度は中学校で開催しました。８

つの中学校で芸術鑑賞、教育プロレス、キャリ

ア教育講演会などが行われました。 

 決算額７６万２０００円は、講師謝礼、費用

弁償が主なもので、特定財源として、ふるさと

八代元気づくり応援基金繰入金５９万９０００

円を活用しました。 

 今後もふるさと八代元気づくり応援基金を有

効に活用して、学校教育の充実のため教育効果

の高い講演会等を実施し、豊かな心の育成につ

なげてまいります。 

 次は、１７０ページの下段、準要保護就学援

助事業です。 

 本事業は、経済的理由によって就学困難と認

められる児童生徒の保護者に対し、予算の範囲

内で学校給食費の援助を行い、保護者の経済的

負担を軽減するものです。 

 決算額は７２４０万３０００円で、対象者は

小学校１０２６人、中学校５７６人で、今年度

は準要保護世帯の給食費全額を援助することが

できました。 

 今後の方向性については、児童生徒の就学及

び健康増進を支援するために、引き続き準要保

護世帯の給食費全額を援助することとしており

ます。 

 次は、次ページ上段の学校給食施設管理運営

事業です。 

 安全で安心な学校給食の提供を行うため、学

校給食の運営及び実施に必要な施設設備の維持

管理及び整備、学校給食従事者の労務管理及び

研修を実施いたしております。 

 平成２７年５月１日におきまして、学校給食

センター６カ所で９００６食、単独調理場９カ

所で２０５８食、合計１万１０６４食を提供し

ております。 

 決算額は１億８２４７万５０００円です。 

 今後は、施設及び設備が老朽化しており、計

画的に改修及び修繕等を行うとともに、中長期

的な視点ではありますが、施設整備の検討を行

う必要があると考えています。 

 不用額１９７２万９０００円は、食器、厨房

備品購入に係る入札残、警備委託など委託料の

入札残によるものです。 

 次に、１７２ページ上段の学校・家庭・地域

の連携協力推進事業でございます。 

 未来を担う子供たちを健やかに育むために

は、学校、家庭及び地域住民等がそれぞれの役

割と責任を自覚しつつ、地域全体で教育に取り

組む体制づくりが必要です。このため、地域の

実情に応じ、自主的に行う学校、家庭、地域の

連携協力のためのさまざまな取り組みを支援す

るものでございます。 

 放課後子ども教室では、放課後の余裕教室を

活用し、地域の方々の参画を得てさまざまな体

験活動、学習活動、交流活動が４つの小学校で
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実施されました。 

 学校支援地域本部事業では、第四中学校校区

において、地域住民の参画による地域の実情に

応じた取り組みとして、学校において学習補助

や教育環境整備などの学校支援が行われまし

た。 

 新規事業となります地域未来塾は、経済的、

地理的理由等で家庭での学習が困難、学習習慣

が十分に身についていない、あるいは近くに学

習塾がなく塾に通えない生徒への学習支援を行

うために実施するもので、２７年度はモデル的

に、地理的理由から学習支援を受けにくい生徒

の支援を目的に、二見中学校、坂本中学校で実

施いたしました。 

 決算額は２８４万３０００円で、特定財源と

して県の学校・家庭・地域の連携協力推進事業

補助金１５０万８０００円を活用しておりま

す。 

 次は、次ページ上段の青少年体験活動事業で

す。 

 小学生を対象に各種の生活体験や自然体験等

の体験プログラムを用意し、家庭や学校で体験

できない活動や他校の児童や異学年との交流を

通じて子供たちの自主性や協調性を養成し、健

全育成を図るものです。２７年度はキッズチャ

レンジ！２０１５と銘打ってアウトドアスクー

ル、陶芸教室、天体観測、お菓子づくりなどを

実施し、１５９人の参加がありました。 

 決算額５２万８０００円は、講師謝礼、材料

費及び燃料費などの需用費が主なものとなって

います。参加者負担金２６万３０００円が特定

財源となっております。 

 今後の方向性では、安全性の確保、交流機会

の拡大及び事務の効率化のために、利用する施

設の職員や高校生・大学生ボランティアの活用

を図る必要があることから、市民等との協働と

いたしております。 

 次に、１７４ページ下段の生涯学習講座関連

事業でございます。 

 社会教育法の規定に基づき、市民の学習に対

する多様なニーズに適切に対応するために、必

要な学習の機会の提供及びその奨励を行うとと

もに、学習を通じて市民の社会参加を促進する

ために、地域公民館講座、市民教育講座などの

各種講座の開催、家庭教育学級の開催、まなび

フェスタを開催しました。 

 決算額２５０万５０００円は、講師、出演者

謝礼及びまなびフェスタの講演会に係る委託料

が主なものとなっています。特定財源２７万５

０００円は講座受講料でございます。 

 今後の方向性としては、地域のニーズや特徴

を生かした公民館講座の展開や、幅広い世代が

参加しやすい市民教育講座のメニューの開発が

必要と考えています。また、家庭教育学級につ

いては、未開設の学校、園に対して学級開設を

促してまいります。 

 １７７ページをお願いいたします。上段の小

中学生読書運動事業を説明いたします。 

 推薦図書を学年ごとに設定し、各学年の目標

読書冊数を読破していく取り組み、ハッピーブ

ック運動を通して、本市の小・中学生の活発な

読書活動の推進を図るものです。読書活動の推

進により、小・中学生の学力の向上や豊かな心

の育成につながることを期待しています。 

 学年ごとの年間目標読書冊数を達成した児童

生徒に対しては年度末に表彰し、意欲を高めて

おります。目標冊数は小学校低学年で１００

冊、中学年で８０冊、高学年で６０冊とし、中

学生は３０冊としております。目標達成率は小

学生６１％、中学生２３％となっております。 

 決算額は４７万７０００円で、目標達成者に

贈与する記念缶バッジ作製に要する消耗品費が

主なものとなっております。 

 今後の方向性は、現行どおりで、学校図書支

援員の研修等の充実や学校でのハッピーブック

運動を推進し、読書好きな児童生徒をふやして
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まいります。 

 次に、下段の麦島勝撮影写真デジタルアーカ

イブ事業です。 

 平成２６年度に本市在住の麦島勝氏から寄贈

を受けた写真約４０００点を教育やまちづくり

等に恒久的に保存活用するために、２７年度か

ら写真情報を調査、整理し、３年計画でデータ

ベース化するものです。２７年度は写真４００

０点をデジタル画像化するためにスキャニング

を委託するとともに、約１８００点の写真につ

いて情報整理を行いました。 

 決算額１６４万４０００円、データ入力臨時

職員の賃金、社会保険、スキャニング委託料が

主なものです。全額、ふるさと八代元気づくり

応援基金繰入金を活用しております。 

 ２７年度に整理ができた写真については、現

在、博物館のホームページで閲覧することがで

きます。また、１０月２１日から始まります平

成２８年度秋季特別展覧会においては、写真家

麦島勝の世界を開催することといたしておりま

す。 

 今後の方向性は、現行どおりとし、この貴重

な写真の価値を引き出すために、データベース

化を進めて、本事業を市内外に広報してまいり

ます。 

 次に、１７８ページからの博物館特別展覧会

事業でございます。 

 特別展覧会は、市民がすぐれた芸術作品や貴

重な歴史資料に親しむことにより、八代の文化

創造に対する意欲を高揚させるとともに、郷土

愛を醸成する機会を提供するため、年４回開催

しております。 

 決算内容につきましてはそれぞれ記載のとお

りですので、主要なものの概要を中心に説明さ

せていただきます。 

 まず、春の特別展覧会では、豪華絢爛長崎刺

繍、くんちに息づく風流の心を開催し、我が国

を代表する祭礼である長崎くんちを彩るかさぼ

こや船頭衣装を飾る長崎刺しゅうの作品を県内

で初めて一堂に紹介しました。市民に八代妙見

祭と関わりの深い長崎くんちの歴史、美術を身

近に鑑賞していただきました。 

 次ページの秋の特別展覧会では、日本列島が

統一権力の誕生に向けて激動した弥生時代の八

代がどのような歴史を歩んだのか、考古資料に

より解き明かす、交流する弥生人、邪馬台国の

時代のやつしろを開催しました。教科書にも登

場する神戸市出土、桜ケ丘４号銅たくなど国宝

３点のほか、西日本各地から出土しました遺物

を多数公開しました。迫力ある実物の数々を紹

介することで弥生時代の息吹を体感していただ

けたと思います。また、期間中に、弥生人の宝

物、小銅鐸をつくろうと題し、子供向け実技講

座を開催しました。 

 なお、夏には国指定重要無形民俗文化財、八

代妙見祭の神幸行事のユネスコ無形文化遺産へ

の登録に向けた機運の盛り上げを図った、なる

ほど妙見さん、これでキミも妙見博士を、冬に

は観光の目玉として本市が毎年開催している城

下町やつしろのお雛祭りとタイアップした、八

代焼――高田焼の茶道具と花入を開催し、市民

のみなさまにお楽しみいただきました。 

 平成２７年度の特別展覧会事業については、

入館者総数の目標１万２０００人に対し１万５

６３人で、達成率８８％と目標に及びませんで

したが、国宝の展示があり、初公開資料も少な

くなく、来館者には好評でございました。 

 次に、款１０の災害復旧費に移ります。１９

０ページ下段をお願いします。 

 公立学校施設災害復旧事業ですね。 

 平成２７年８月の台風１５号、平成２８年１

月の大雪及び低温により被害が生じた小学校、

中学校、特別支援学校、幼稚園のガラス、雨ど

い及び凍結した配水管、屋外水栓などの修繕等

の６０７０万８０００円です。特定財源とし

て、国の公立学校災害復旧費負担金３３６万５
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０００円と災害復旧事業債１７０万円を充てて

おります。 

 台風１５号では小学校２３校、中学校１３

校、特別支援学校、幼稚園６園及びくま川教室

を修繕いたしております。１月の大雪等では小

学校２１校、中学校１４校、特別支援学校及び

幼稚園４園を修繕いたしております。 

 次ページ上段の学校給食施設災害復旧事業で

ございます。 

 台風１５号に伴う５つの学校給食センターと

２つの学校給食調理場におけるボイラー煙突、

屋根、軒、外壁などの修繕等の４２９万４００

０円でございます。特定財源として災害復旧事

業債２０万円を充てております。 

 次は、下段の社会教育施設災害復旧事業でご

ざいます。 

 これも台風１５号に伴う公民館、図書館、博

物館等における外壁、フェンス、雨漏り、風倒

木伐採などの修繕等の６４７万２０００円でご

ざいます。特定財源として災害復旧事業債１７

０万円を充てております。 

 続きまして、別冊の歳入歳出決算書によりま

して主な流用について御説明をいたします。１

８３ページをごらんいただきたいと思います。 

 １８３ページの小学校費・教育振興費の備考

欄、１１節より１８節へ流用の６３１万５００

０円でございます。これは、学校教材充実事業

のデジタル教科書購入費を当初予算で消耗品費

に計上しておりましたものを、備品購入費での

購入に変更しための流用でございます。 

 次に、１９１ページの学校給食費の備考欄、

１５節より２０節への流用９０万３０００円で

ございます。これは、準要保護世帯に対する学

校給食費の援助に関して、対象者の増加及び全

額を助成するために、工事請負費から扶助費へ

流用したものでございます。 

 以上、教育部が所管します決算についての説

明とさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○委員長（松永純一君） ただいま説明のあり

ました第９款・教育費及び第１０款・災害復旧

費中、教育部関係分について質疑を行います。

質疑はありませんか。 

○委員（島田一已君） １７８ページ、１７９

ページの博物館特別展覧会ですけども、昨年よ

りも少し入館が減ったということでございます

けれども、非常にこの事業、私、いい事業だな

というふうに思ってます。先祖の方たちとか、

いろんな方たちの名品とか、そういうのを見ら

れるので、非常に私、楽しみにしております。 

 年々ですね、財政といいますか、予算が減っ

ているように感じておりますけれども、そこが

ですね、私、非常に心配で、将来のですね、八

代市の未来の子供たちの部分ですね、いろんな

こういう、生でいいのを見せてあげたいなとい

うふうに思っております。 

 そこでですけども、小・中・高校生あたりに

ですね、連絡とか、何か、そういうのは出して

ございますでしょうか。 

○博物館未来の森ミュージアム副館長（福原 

透君） お答えいたします。 

 博物館では年４回、展覧会を開催いたします

が、特に夏の展覧会というのは子供たちの夏休

みの期間にも当たるということで、児童生徒向

けの企画、そして、できれば保護者の皆様と御

一緒に来ていただいて郷土の歴史とか文化、そ

ういうものについて語り合う場になってほしい

ということで開催しておることもございまし

て、小・中学生の皆さん、１人に１枚ずつチラ

シが渡るような、そういうような広報もさせて

いただいておりますし、それから、教育委員会

の校長・園長会議というのもございますので、

その折には必ず広報するようなことにいたして

おります。 

 それから、先生方には国語部会とか社会科部

会とかいうような、そういう研究会もございま
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すので、まず先生方にも来ていただいて、子供

に行くように勧めていただくというような、そ

ういう活動もいたしております。 

 以上でございます。 

○委員（島田一已君） ありがとうございま

す。一生懸命頑張っておることがよくわかりま

した。 

 本年度はですね、ちょうど円山応挙ですか

ね、非常に私、行きたいなと思っておりました

けども、ちょっと熊本地震のあれで何か、ちょ

っと中止といいますかですね、非常に御苦労さ

れたと思いますけれども、今後の円山応挙とい

う、ここは２７年度の決算ですけども、そうい

う予定があるのかなというところをちょっとお

聞きしたいんですけども。 

○博物館未来の森ミュージアム副館長（福原 

透君） すばらしいところをお聞きいただきま

して、誠にお礼を申し上げたいぐらいのことで

ございます。 

 皆様御存じのように、４月１４日の日、前震

がございまして、実はその晩、展覧会の展示を

全て終わりまして、御所蔵者の相国寺の承天閣

美術館の館長さん方においでいただきまして、

市長、教育委員長も参加していただきまして懇

親会をしまして、大いに盛り上がりまして、次

は何をしようという話まで出ているような状況

で、私、来賓の方々をホテルに送りました後で

あの地震に遭遇いたしました。 

 それで、職員一致しましてまず現状どうかと

いうことを確認いたしましたところ、異常はご

ざいませんでしたが、余震が続きますもんです

から、これは危ないものはまず片づけなければ

いけないということで、例えば、びょうぶ等は

床に寝かせるなどして、余震による被災を防ぐ

ように努めました。 

 そして、さらに所蔵者あるいは文化庁、県の

文化課あたりと協議をいたしまして、当面です

ね、臨時休館で様子を見ながら、落ちついてき

たら再開をしようというふうに図っておりまし

たところで１６日の本震ということで、もう全

て作品は箱にこん包いたしまして収蔵庫のほう

に運び、展示場のほうはもう片づけると、その

過程の中で教育部、それから市長のほうまで協

議をいたしまして、もうこれから先どうなるか

わからないと。ちょうどあのときには日奈久断

層の南西方面がこれから活性化してくるだろう

というような論調がマスコミ等でも紹介されて

おりまして、非常に心配いたしましたところ

で、もう泣く泣く展覧会のほうは中止というこ

とに決定をいたしております。 

 ですから、１５日から開催予定でしたので、

展示は１００％できておりましたけれども、１

日もあけられないという、これはもう痛恨の事

態でございました。しかしながら、動きが早か

ったと申しますか、１点も被災することはござ

いませんでした。これは、せっかくお金かけて

ここまで準備したから何とかならんかというこ

とでぐずぐずとしておりましたら、恐らく八

代、一番揺れがひどかった１９日の震度５強の

ときに展示物が落下して被災しておっただろう

と。これは後になってしみじみ安堵の胸をなで

おろしたところでございました。 

 そして、作品のほうは、熊本県内に置いてお

くともうどうなるかわからない、収蔵庫は非常

に安全なんではございますけど、何が起こるか

わからない、それから、あの円山応挙コレクシ

ョンというのは、これは日本の宝だ、これを八

代で被災させてはいけないということで、やは

り文化庁、御所蔵者と協議を進めながら、まず

は県外に出そうということで、日ごろおつき合

いのあります福岡のですね、北九州市立歴史博

物館のほうにお願いしました。まず余震の少な

い福岡のほうにですね、避難をさせていただき

ました。 

 これについては、北九州市長のほうからです

ね、被災地の皆さん、博物館の皆さんには最大
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限の協力をするようにということが館長のほう

に指示があってたそうなんです。それであちら

のほうに逃し、その後ですね、トラック便等の

手配をしまして、５月１日の日に全て承天閣美

術館のほうに無傷のままお返しすることができ

ました。 

 これに対して文化庁からも高い評価をいただ

きましたし、所蔵者のほうから八代の博物館は

信用するに足るということで非常に評価をいた

だきまして、いろいろな御配慮をいただきまし

て、来年の予算のことになりますのでこれ、余

り言うていいのかどうか、というのがございま

すけれども、私どもの希望と、それから承天閣

さんの希望としては、受け入れ環境さえ整うな

らば、来年あたり、復興１周年でやりませんか

と、そういうようなお話をいただいておりま

す。 

 ですから、そんなことをここで言うのも何で

すけれども、２９年度の予算でお認めいただく

ことがこれから先できますならば、皆様の目に

幻となっておりました応挙コレクションをお見

せすることができるのではないかなと、そのよ

うに思います。 

 以上でございます。 

○委員（島田一已君） ありがとうございま

す。本当、無傷で御安心なされたちゅうことで

ですね、本市の信用がまた上がったなと思いま

す。 

 本当、私ですね、時間があるたびに博物館に

お邪魔しますけど、本当、いろんなことがあり

まして、本当、私もですね、小さいころからこ

ういうものに親しんでといいますか、行ってい

たらよかったかなというふうに思います。ぜひ

ともですね、今後とも頑張っていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） 学校給食についてお尋

ねします。 

○委員長（松永純一君） 何ページかな。何ペ

ージですか。 

○委員（矢本善彦君） １６１ページですか

ね。百六十……、学校給食は……。 

○委員長（松永純一君） １７１だろ。 

○委員（矢本善彦君） １７１。あ、１７１ペ

ージです。済いません。 

 以前ですね、学校給食の米食のことについて

尋ねたことがあるんですけども、合併する前だ

ったんですけども、県の学校給食で、私はてっ

きり地元米を食べてるものと思って質問したと

ころ、菊池の森のくまさんを学校給食で炊いて

おりましたのでそこで質問したんですけども、

今、学校給食の地元米の活用をどのくらいされ

ているのか。それと、アレルギー対策ですね、

子供たちの。それをどのように対策されてるの

か。それと、学校給食の未納対策。その３点を

お願いします。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 議員さ

んお尋ねの、まず、米の地元産の使用の状況と

いうことですけども、市内の小・中学校で年間

約１１０トンの米を使っておりますけども、現

在はですね、週に約３回程度が米飯給食になっ

ておりまして、これは県の給食会のほうを通じ

て米は仕入れているわけですけども、給食会の

ほうに手配をいたしまして、ＪＡを通してです

ね、八代産の米を手配していただくようになっ

ているところでございます。 

 それと、２点目のアレルギーに関してですけ

ども、アレルギーにつきましては、現在、市内

でですね、大体対象者が、１２２人の生徒さん

が対象になっております。２０年度が８０人ぐ

らいだったもんですから、若干増加傾向にある

んですけども、それにつきましても、年に数回

のアレルギー審査会を開催いたしまして、それ

に対応するような給食をですね、給食関係者一
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丸となって対応しているところでございます。 

 それと、最後に、給食費の未納ということで

すけども、（聴取不能）ということですけど

も、これにつきましては、現在の給食費の収納

率が２７年度の実績で９９.８８％ということ

で、事業のほうの補助も充実して１００％にな

ってるもんですから、その関係もありましてか

なり未納は減ってきているところでございま

す。日ごろ、学校のほうよりですね、保護者の

方に対しまして、子供の成長を支える給食の重

要性、そういったところを十分説明しながらで

すね、給食費をお支払いいただけるように催

促、説明を行っているところでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（矢本善彦君） それから、聞き忘れて

おりました。地産地消の中で、地元野菜の活用

は何％ぐらいですかね。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 野菜類

につきましては、年間で市内全体で２１０トン

ほどの野菜を使っておりますけども、学校給食

でですね、その中で市内産は４２トンほど、率

にして２０％程度の市内産の野菜を使っており

ます。 

 学校給食というのは食数が多くて、いろんな

野菜を使うもんですから、なかなか全てを市内

産で賄うことはできませんけども、県内産まで

広げますと６０％ぐらいが県内産の野菜を使用

できているというところでございます。 

 以上です。 

○委員（矢本善彦君） ありがとうございまし

た。学校給食についてはですね、今の子供たち

がなかなか、顎の発達が低下しているというこ

とをよく聞くんですけども、やはりかむ力をで

すね、養っていただいて、推進していただきた

いと思います。 

 また、地産地消って何年か前は言いよったけ

ど、このごろちょっと地産地消が薄れているみ

たいな感じでですね、やっぱり地元の野菜、地

元の米を使ってですね、農家のやはり支援にな

りますから、よろしくお願いしたい。 

 以上でございます。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（増田一喜君） 二、三聞きたいんで

す。 

 １つは、今、学校給食のことで、準要保護の

子供たちは今、全額たしか市から学校に直接支

払いみたいになってんじゃないの。昔は親御さ

んに、保護者に支払って、保護者が学校に納め

るという形で、結局、生活費に使われて、なか

なか給食費が学校に納まらないちゅうことで、

何年だったかな、もう市のほうから学校に直接

支払うような方法をとられた――、今の答えで

９９.８８％と言えば、え、１００％じゃない

のかなとちょっと不思議に思ったもんだから。

そのあたりの差というのは何ですか。その９

９.８８％になるって、１００％じゃなくっ

て。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 給食費

につきましては、準要保護の補助につきまし

て、今、議員さんがおっしゃられましたよう

に、保護者にお渡しするのが基本でございます

けども、学校のほうにですね、保護者の方から

支払いを委託するという形もとっておりまし

て、そういう形もとれるようになっておりま

す。 

 ９９.８８％、やはり、０.１２ですかね、％

は払わない方がいらっしゃるということ、これ

は、例えば、収入はあられるんですけども、義

務教育は国、県、市、そういった公的なところ

が出すべきだという、そういった意見をお持ち

の方もいらっしゃるもんですから、あるいはも

う準要保護には当たらないような、境界線のと

ころでの生活をされていて、給食費については

もうちょっと払うまでに至っていないような方

もいらっしゃるもんですから、どうしてもわず
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かながら、やっぱり１００％にはならないとい

う、そういう実態でございます。 

○委員（増田一喜君） もう一つが、１５９の

奨学資金の貸付事業ですけれども、たしか高校

になれば授業料はもう公立も私立も何か無料に

なったように記憶しとるんですけれども、ここ

で言われた奨学資金の方、高校、高専あたりま

で何か今、支給されてるようで、そこらあたり

のところは何か検討されてるんでしょうか。無

料になったような。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 高校の

授業料の助成につきましては、民主党政権時代

には助成があったと思いますけれども、たしか

今はなくなってるかと思います。はい。 

○委員（増田一喜君） ということは、まだ徴

収しよるちゅうことですね。多分、奨学資金が

ですね、受けやすいような状況をつくっていか

ないと、優秀な子供たちも育たないような気が

してね。ただ普通に貸し付けるような形じゃな

くって、やっぱり返しやすいとか、あるいはも

う返さなくていいような、何かそこらあたり、

検討していただければ非常に勉学に意欲のある

子供たちは助かるんじゃないかなという気はい

たすんですけれども、そこらあたりは検討され

るんですか。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 奨学金

につきましては、育英会とかですね、いろんな

種類がありまして、八代市のほうの奨学金につ

きましてはかなり敷居が低いといいますかです

ね、借りやすいような条件になっているところ

でございます。 

 また、返済に当たりましては、資料のほうに

も書いておりますが、コンビニ収納であります

とか、口座振替あたりの導入も検討といいます

か、導入をしておりまして、なるだけ利用しや

すいような形をとっております。 

 それと、一応、貸与あたりを考えたらどうか

ということを言われましたけども、一応、返還

金でですね、この事業がまた次の新たな貸し付

けにつながっているもんですから、現在、八代

市のほうではいわゆる無償貸与、いわゆる無

償、返済不要ということには考えておりませ

ん。国のほうがいろんな審査要件等を検討した

上でですね、もう返さなくていいような奨学金

の検討を始められたということは聞いておりま

すけども、現在のところ、市のほうではそこま

での導入には至っておりません。 

 以上です。 

○委員（増田一喜君） なかなか財政的に難し

いというのはわかりますけど、できればいい方

向に、機会があれば検討していただければと思

います。 

○教育部次長（桑田謙治君） 委員長、１つい

いですか。 

 先ほど、高校の授業料の件ですが、以前は不

徴収という形で、特に公立高校の場合は授業料

は全額免除でございましたが、２６年度から制

度が変わりまして、今度は高等学校就学支援と

いう形で、ここは所得制限が設けられたという

ことで、ある程度所得のある方については免除

にならないという、ちょっと制度が変更になっ

ております。その前は全て授業料については免

除という形の制度でございました。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 先ほど、奨学金のこと

ですが、滞納がふえつつあるとございました

が、幾らぐらいが、何人ほど。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 滞納額

が平成２７年度で２１９３万あります。これは

２３年度あたりは２４００万ぐらいあったんで

すけども、収納の努力によりまして若干ずつ減

ってはきている状況ではございます。ただ、ど

うしても過年度分がですね、なかなか取れない

部分もございまして、現年度分については先ほ

ど収納率は９８％だったですかね、そういった

お話もしましたけども、結果的に年間２０００
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万ぐらいの滞納額が残っているという状況でご

ざいます。 

○委員（橋本幸一君） 原因としてはある程度

つかんでおられますか。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 原因と

いたしましては、学校を卒業いたしましてもで

すね、なかなか正職の職業につけないという経

済的な理由が一番でございます。で、つかれた

としましても退職されたり、早期に離職された

りという方が多くて、そういった方が途中で返

済不能になるというようなケースが多いようで

ございます。 

 ただ、過年度分の償還人数といたしまして、

７１人がですね、過年度分の対象になっている

んですけども、その中で定期的に納付されてい

る方が４２人、それと、収入があったときに不

定期に納付される方が２１人と、７１人中の６

３人は何らかの返済の意思を示しておられるよ

うな状況でございます。全く納付のない方も８

人程度いらっしゃるということで、その辺がち

ょっと課題にはなるのかなということで捉えて

おります。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） やっぱり今の時代は本

当に職がないということで、どこの奨学金の制

度を見てもやっぱりそういう状況にあるという

のはお聞きしています。ただ、やっぱり本人が

ですね、少しでも払う意思があるということ、

そこがやっぱり重要な点と思いますので、その

辺については十分配慮されてですね、今後のや

っぱり徴収に当たっていただきたいと思いま

す。 

 それと、もう一つ、済いません。いじめ対策

推進事業ということで、１６０ページですが、

これは今、結局、事例として何件ぐらい取り扱

っておられますか、平成２７年度で。 

○学校教育課長（渡邉裕一君） 失礼いたしま

す。 

 学校支援委員会で取り上げております事案が

１件ございます。 

○委員（橋本幸一君） この事業は平成２７年

度から開始ということですね。結果として、こ

の１件の案件というのはスムーズな解決の方向

で、この制度によってですね、できているの

か、その辺について。 

○学校教育課長（渡邉裕一君） 失礼いたしま

す。 

 昨年度から今年度にかけまして、まだ継続し

て支援をしております。学校支援委員会の中

で、どのような対応をしていったらよいのか、

学校、そして保護者とも話をしておりますが、

完全な解決には至っておりません。 

○委員（橋本幸一君） 弁護士とか、医師と

か、精神保健福祉、メンバーとして私、非常に

いいメンバーを選びながら当たっておられるな

と思っております。ぜひいじめがですね、この

制度によって少しでも早急に解決できますよう

にお願いします。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（友枝和明君） １６７ページの不登校

児童生徒の適応指導事業でございますが、先ほ

どくま川教室の生徒は１４名、２７年度、増加

傾向にあるということでございますが、前年度

は何名。 

○学校教育課長（渡邉裕一君） まず、全市で

の不登校の状況でございますが、昨年度は１２

３名でございました。これは年々、微増という

形になっております。今年度は若干少ないペー

スで今のところ来ております。よい傾向かと思

っております。 

 くま川教室在籍でございますが、２４年度が

１７人、２５年度が１２名、２６年度と２７年

度が１４名、現在、２８年度が１１名というこ

とで、今後また入級希望の子供がふえる可能性
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がございます。 

 以上です。 

○委員（友枝和明君） それと、非常に、私も

年に一、二回ちょっと様子を見に行くときもご

ざいましたが、だけど老朽化が本当、進んでお

りますし、他の市内の小・中学校、新築をした

新しい学校等々ございますし、今後、やっぱり

環境はこういう子供たちは特に影響すると思い

ますので、改築の考えとか、お答えできれば、

範囲内でよろしくお願いします。 

○学校教育課長（渡邉裕一君） 現在、旧うし

お保育園跡を使っておりますけども、非常に、

台風等の被害もありまして、老朽化が厳しいと

ころがありますので、昨年度から新しい施設、

どこか代替地がないか、検討に入っておりま

す。今後も既存の施設の中で移転先を考えてい

きたいと検討しているところでございます。 

○委員（友枝和明君） 遠慮なく要望していた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○委員（古嶋津義君） １６０ページ、学校施

設整備基金事業であります。旧宮地東小学校、

この利用件数といいますか、利用状況等につい

てお尋ねをします。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 旧宮地

東小学校の利用状況ですけども、現在、民間事

業者によりまして団体専用の宿泊施設として運

営をされてます。ことしの８月１日から営業を

開始しておりまして、家族連れのキャンプだと

か、企業とか各種団体の研修等に活用されてお

ります。おおむね土曜、日曜ですね、あたりを

中心に利用されてるようでございます。 

 以上です。 

○委員（古嶋津義君） 地理的な、冬はちょっ

と寒いところになりますので、そういうことも

あろうかと思いますが、企業の方が努力をされ

ているだろうというふうに認識をしておりま

す。 

 続いてですが、１６５ページのですね、児童

生徒のスポーツ環境整備事業についてお尋ねを

します。 

 先ほどお話がありましたように、小学校の部

活が平成３０年に社会体育に移行するというこ

とになっておりますが、このことについて、少

し動きが鈍いように感じております。特にそれ

ぞれの校区にあります体育協会の地域総合型ス

ポーツクラブの設立について、今、太田郷を含

め、日奈久、どこか、坂本もか、高田がつくり

――、４つか５つしかないように感じておりま

す。そのような中、平成３０年度までに、ちょ

っと心配をしておりますが、その辺のところを

お話をいただければと思います。 

○学校教育課長（渡邉裕一君） お答えいたし

ます。児童生徒のスポーツ環境整備事業という

ことで、検討委員会を立ち上げて、昨年度３

回、ワーキング部会も含めて活動しておりま

す。今年度も１回の検討委員会とワーキング部

会もしております。各学校では校内委員会、校

区委員会を立ち上げまして、各学校区で今、検

討委員会、あるいは準備段階に入っているとこ

ろでございます。 

 各校区の事情によりまして、動きがスムーズ

にいっているところとおくれぎみのところある

ように思っておりますけども、具体的に、細か

い動きについて課長補佐、担当者のほうから説

明をさせます。 

○学校教育課課長補佐（田河正人君） 失礼い

たします。 

 今、渡邉課長が申し上げましたように、昨年

度からこの事業のほうは取り組ませていただい

ております。今年度、平成２８年度から本格的

に各小学校の校区委員会のほうがスタートしつ

つあるところでございます。 

 ６月時点での調査におきまして各小学校内で

準備委員会を立ち上げているところが１５校、

校区にまで広げてその話題を共有している校区
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委員会を立ち上げているところが４校区ござい

ます。若干少しスピードはですね、速いとは言

えませんけれども、平成３０年度末までの完全

移行を目指して進めているところでございま

す。 

 中でも、こちらが把握している状況を少しお

話し申し上げますと、東陽校区におきましては

かなり話が進んでいるというふうにお聞きして

おります。また、泉小・中学校におきまして

は、スクールバスの関係上、社会体育に移行し

た場合、時間的な問題がバスの利用状況等に考

えられますので、これまで同様の活動を学校が

中心となってやるという以外にはもう方法がと

れないんじゃないかなということでお聞きして

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（古嶋津義君） 小学校の部活動につい

ては、先生方が忙しいからということで、そう

いうのも根本的にあるんだろうと思います。校

長先生が部活動の顧問といいますか、指導の先

生はお願いをするわけでありますが、その中で

拒否もしていいわけでありますけれども、なか

なか断りができにくい状況ということで引き受

けてらっしゃるのだろうと思います。そういう

のを解消するために社会体育に移行するという

ことでありますものの、今もスクールバスのお

話が出ましたように、社会人が働きながら指導

するということになりますれば、どうしても時

間的なもの、制約が出てくるものだろうという

ふうに思います。 

 また、このスポーツの部活動については、基

本的にそれぞれ専門的な知識が要るものだろう

というふうに思いますので、なかなか動きが鈍

いなというのを感じているところでございます

が、引き続き、子供たちがですね、スポーツに

親しむ機会がなくならないように配慮をしなが

ら、ぜひスピード感を持って進めていただきた

いと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（村川清則君） １６７ページと１７０

ページになっていますかね。非構造部材の耐震

改修事業について、進捗率というか、進捗状況

をちょっと、わかったら教えてください。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 平成２

７年１２月に予算のほうを確保いたしまして、

小学校４校ですね、それと中学校が９校、それ

と幼稚園を２園ということで、２７年度中にで

すね、工事の契約をいたしまして、武道場のほ

うを春休みですね、３月、４月ぐらいに工事を

いたしまして、あとの体育館と、一部、三中と

鏡中の武道場については今年度の夏休みを中心

に工事を行ったところです。１０月末をもちま

して全ての工事を竣工する予定としておりま

す。 

 以上です。 

○委員（村川清則君） あと、残っている学校

とかはもうなかった、１００％ですか。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 今回、

工事を取り組んでいるところにつきましては、

主に体育館、武道場のつり天井を有する施設を

メーンに工事のほうを行っております。 

 あと、２カ年にわたって、２９年と３０年度

にわたって計画をしておりますけども、２９年

度に取り組む内容としましては、この非構造部

材といいますのは、つり天井、その他照明器

具、バスケットゴールですね、等が大きい地震

により落下するのをですね、防止するために耐

震化工事をするものでございまして、２９年度

に予定しておりますものは、照明器具等のです

ね、老朽化もあわせて落下防止対策をするとい

うところで今のところ考えております。３０年

度につきましては、その他落下防止対策、照明

ですね、等を行うという予定にしております。 

 以上です。 
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○委員（村川清則君） ありがとうございまし

た。校舎のほうもまだでしょうけれども、この

地震で特に早目に校舎あたりは耐震工事を進め

といてよかったなと本当に心底思いました。こ

れからもまだどういうことがあるかわかりませ

んので、ぜひ計画的に進めていってほしいと思

います。 

 あと一つ、ちょっと教えてください。１６３

ページに学校教材充実事業とあって、小学校と

あります。特に理科不要薬品の廃棄処理委託で

１５万１０００円上がっておってですが、こ

れ、中学校とかはなかっですかね。 

○学校教育課長（渡邉裕一君） 本事業につき

ましては、中学校もございます。理科不要薬品

については、小学校のみでやっているところで

ございます。 

○委員（村川清則君） はい、わかりました。

ありがとうございました。 

○学校教育課長（渡邉裕一君） 訂正いたしま

す。 

 理科不要薬品については、小学校と中学校で

やっております。 

○委員（増田一喜君） １７７ページの小・中

学生の読書運動事業ですが、ここね、これ、文

言のちょっと説明なんですが、ハッピーブック

運動ちゅうのは、これ、どういうふうなやつで

すか。何か昔、子供さんが生まれたら、絵本と

か何か、童話じゃないけど、何かそういう１冊

プレゼントするちゅうようなやり方もあると聞

いたんですけど、八代独自のこのハッピーブッ

ク運動ちゅうのはどんな内容のものなんでしょ

うか。 

○学校教育課長（渡邉裕一君） 失礼いたしま

す。 

 ハッピーブック運動の目的と名称でございま

すけども、とにかく子供たちの活発な読書活動

の推進を図るということで、平成２６年度にハ

ッピーブックというような名前をつけまして、

親しみやすい名称で市民、子供たちに周知をし

たところでございます。 

○委員（増田一喜君） 単なる言葉で、要する

に、読書をどんどんしてくださいという啓発運

動のことをハッピーブック運動というふうに名

称をつけられるちゅうことですか。何か別に本

を、しばらくこれを貸しますよとかいうんじゃ

なくって、その啓発運動自体の名称を言われる

んですか。 

○学校教育課長（渡邉裕一君） 説明が不足し

ておりました。推薦図書を各学年ごとに定めま

して、その推薦図書の読破に向けてですね、ハ

ッピーブック運動という名のもとに頑張りまし

ょうという事業でございます。それに目標の読

書冊数を学年ごとに設定して、その冊数を達成

したら缶バッジを、賞状を差し上げて褒めたた

えて、また次の年も頑張りましょうというよう

な運動でございます。 

○委員（増田一喜君） はい、わかりました。 

○委員（友枝和明君） １６３ページ。先ほど

村川議員からもお尋ねのありました学校教材費

の中学校の件でございますが、今、市内中学校

に吹奏楽部がございます。その楽器の足らない

部分といいますか、なかなか高価なもので、学

校の先生方も予算要求をしがたいということも

お聞きしておりますし、その中で、ある学校は

物品販売で楽器を買っているということをお聞

きをいたしました。それと、ある学校は、足ら

ないから広域消防の吹奏楽部の、行って、楽器

を借りに来ているということも聞きました。そ

ういうこと、現状がございますが、この件につ

きまして、ちょっと御意見を聞きたいと思いま

す。 

○学校教育課長（渡邉裕一君） この事業で楽

器を買っているということはございません。各

学校、本当に高価なものですから苦労されてい

ると思いますけども、音楽の備品費等で買って

いる事例もあるかと思いますが、全体は把握し
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ておりません。 

○委員（友枝和明君） そういうやっぱり教材

でありますし、保護者に負担をかけるわけには

いけないと私は思いますし、今後、学校のです

ね、古い楽器、３年前、私は、私も千丁中学校

のＯＢでもございますし、楽器をそのときにち

ょっと見に行ったところ、ガムテープでです

ね、クラリネットをちょっとあれしてから、

二、三本、でしたことがございました。先生方

も新任でいらしてなかなか、言いづらいといい

ますか、しにくいということも聞きましたの

で、そういうところの、学校の現在の楽器の状

況をちょっと、ちょっといいますか、お調べし

ていただいて、今後検討していただきたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） １７２ページの学校・

家庭・地域の連携協力推進事業のことで、この

地域未来塾というのが先ほど説明がございまし

たが、この辺のもうちょっと具体的な説明と、

そして、今後これをどう波及させていかれるの

かというか、その辺も含めて説明願いたいと思

います。 

○生涯学習課長（澤田宗順君） 地域未来塾に

つきましては、２７年度は二見中学校、それか

ら坂本中学校で実施しております。 

 二見中学校では、２７年度は土曜日の午前中

に二見公民館を使いまして英語の授業を毎週や

っております。回数としては２３回実施してお

ります。それから、坂本中学校につきまして

は、毎週火曜と水曜の放課後の大体１時間から

１時間半程度ということになりますが、学校を

使いまして、数学の教科を行っているという状

況です。 

 ちなみに、今年度につきましては、今年度も

ですね、この二見中学校と坂本中学校で実施し

ておりまして、教科についても同様です。た

だ、二見中学校につきましては、２８年度は学

校の余裕のある教室で実施をしているというと

ころです。 

 今後につきましては、この事業が続きました

ら、現在、地理的な環境の中で今回、２校区で

実施しておりますので、地理的な部分であった

り、場合によっては学習習慣をつけるための、

学力向上というような観点で、ほかの学校区で

も実施していければというふうに考えておりま

す。 

○委員（橋本幸一君） 私、どこかちょっと場

所は忘れたんですが、子供の学力向上と、そし

て、やっぱり家庭学習の習慣づけということ

で、やっぱりこういうような、放課後等を利用

して学校対応されるということで、教育委員会

が主体だったかな、たしか、やっぱり確かに上

がっているということを視察でお聞きしてまい

りました。非常に私はいい取り組みかなと思っ

ております。ぜひそれをですね、ほかの学校に

も波及していただくようにお願いします。 

○委員長（松永純一君） よかですか。 

○委員（橋本幸一君） はい、いいです。 

○委員（古嶋津義君） 先ほどの村川議員のつ

り天井の話でございますが、有馬課長にちょっ

とお尋ねをします。 

 実はですね、この前、陸上のちょっと記録会

がありまして、私も審判要請がありましたので

行きましたら、松高の陸上クラブの保護者の方

が私のところに来られてですね、地震のとき避

難もされぬごたる体育館ばって大分、私に言い

なったもんで。まだ新しかろうがって言われた

こともございましてですね、天井ですたいね、

照明器具も含めてですが、設計段階で耐震がで

きるという、そういうチェックはでけぬだった

でしょうか。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） このつ

り天井の技術的な指針と申しますか、建築基準
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法のですね、改定が平成２５年の８月にです

ね、その指針がございまして、いろんな、東日

本大震災とか、阪神震災等のですね、いろんな

事例を検証されまして、２５年の８月にその技

術指針が改定になったということで、さらに厳

しい指針が示されたということで、今までつり

天井のある部分につきましては我々のほうでも

調査いたしまして、その調査した結果により、

つり天井については新しい基準に合ってないと

いうことで、松高小学校の体育館については判

断したところで、今回、非構造部材の耐震改修

で改修するというところに至ったところでござ

います。 

 今回の熊本地震において、４月１４日の前震

のときにですね、余り意見としては出なかった

んですけども、一部の体育館で１６日の本震で

ですね、つり天井の部分から粉というか、少し

ごみ等がですね、落ちてきたということで、も

しかするとつり天井の落下の危険性があるとい

うことで、本震の後に、今回のつり天井がある

部分については避難所として避けさせていただ

いたという経緯がございます。 

 以上です。 

○委員（古嶋津義君） 今度、修理か何か、も

うでけたっかな、されるようでありますので、

そこは慎重にお願いをしたいと思う。 

 続けて、先ほどもちょっとお話が出ました博

物館の展覧会の事業についてであります。 

 よく議会では費用対効果とか、経済効果とか

いう、そういう議論もありますが、博物館ある

いは図書館等については心の豊かさを求める事

業であるというふうに私は認識をしておりま

す。特に博物館の４回の特別展覧会については

すばらしい事業を企画、運営をされているふう

に認識をいたしております。ただ、なかなか、

お邪魔をさせていただきますと、高齢の方が多

いように見受けるところであります。ぜひと

も、先ほども出ましたように、小学校、中学校

の生徒たちにですね、こういうすばらしい企画

に触れさせる機会をぜひ今後とも博物館のほう

で努力をして、そういう機会を与えていただく

ようお願いをしておきます。 

 以上でございます。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（増田一喜君） 学校の今、耐震化はほ

ぼ済んでしもうたんですかね、一応の。だけ

ど、それは熊本地震が来る前に耐震化ちゅうこ

とで始められてるけども、地震後に耐震化の数

値は何か、１回耐えればいいというような感じ

で何か国は言ったみたいなんですけど、実質的

に、地震を受けた、耐震の工事はしたけれど

も、今回地震があって、それに遭いましたっ

て、その後の、その建物自体は大丈夫なんです

かね、そういう点から見ると。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 一応、

地震後にですね、幾つかの学校の校舎をです

ね、被災度区分判定と申しまして、建築士によ

ります判定をしていただきまして、その判断の

結果ですね、鉄筋コンクリート等のですね、校

舎におきまして、ひび等も少し入ってるという

ようなところもございますけども、一応、その

診断の結果、補強した後、１００％という、建

物の強度としますと大体、地震の後、９８％か

９７％ぐらい、二、三％、強度的には落ちてい

るけども、それを補強するまではする必要はな

いという判断をいただいておりますので、部分

的にひびの補修だとか、そういうことは必要か

と思いますけども、さらに補強することは必要

ないというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（増田一喜君） 自然災害はですね、想

定してても想定外ちゅうのが非常に多いわけで

すよね。今のところそういう判断でまあまあど

うにか大丈夫だろうと言えば一安心はしており

ますけども、できるだけ注視していっていただ
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きたいと思います。 

○委員長（松永純一君） ほかにはありません

か。 

○委員（堀 徹男君） お待たせしました。主

要な施策の調書の１７７ページの小・中学生の

読書運動なんですけど、もう一回、達成率を。

小学校で何％、中学校で何％。 

○学校教育課長（渡邉裕一君） 失礼いたしま

す。 

 達成率でございますが、まず、２６年度と比

較をさせていただきます。２６年度が小学生が

２１％、それが２７年度が６１％、中学生が２

６年度は７％だったものが２７年度は２３％と

いうふうに変化をしております。 

 これには理由がございまして、小学校のほう

につきましては、１年生も６年生も全て１００

冊というような目標を立てておりました。これ

は非常に、高学年になるほど厳しいものがござ

いました。そこで、低、中、高に分けまして目

標を段階的に下げさせていただいて、達成率が

上がって、意欲の増加に今つながっているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） たった１年でですね、

達成率がすごく伸びているということで、成果

があったんじゃないかというふうに思います。

単にですね、数字として達成率が上がればいい

という問題でもないとは思うんですよね。どれ

だけ質の高い図書をそろえて、それを子供たち

が読んでいくことによって心の豊かさを育んで

いくかというのが大きな目標であろうとは思い

ますので、単に数字を上げるだけならですね、

ぜひ秘策を１つ。 

 図書室にエアコンの設置を優先していただき

たいと。はい。とても暑いので、図書室にエア

コンがあればですね、そこに行って本を読むこ

ともできるということが、単に数字を上げると

いうことが目標であればですよ、ということで

意見をさせていただいておきたいと思います。 

 続けていいですか、委員長。 

○委員長（松永純一君） はい。 

○委員（堀 徹男君） １７４ページのです

ね、社会教育センター等整備事業。アスベスト

の分析調査をされたということですが、今後の

方向性の理由としてのところにですね、多額と

なる解体費用等の裏づけが得られずという一文

があります。これは単にもう財政的に予算がつ

かないということでいいんでしょうか。 

○生涯学習課長（澤田宗順君） 社会教育セン

ターにつきましては、坂本校区と、それから泉

校区合わせて８つの施設を持っております。そ

れぞれの施設、旧学校を使ったところで位置づ

けておりまして、非常に老朽化という問題があ

っております。そういうことで、今後、この利

用のあり方についてですね、検討する必要があ

るということで、今、計画の策定を進めている

というところです。 

 その中で、この久多良木と藤本の２つの施設

について、アスベスト調査がされてなかったと

いうことで今回実施したということでありま

す。 

○委員（堀 徹男君） いやいや、今のは答え

じゃないと思います。解体費用等の裏づけがな

いと、得られないというのは、財政的に予算の

処置がとれないから解体ができないんでしょう

かという。 

○生涯学習課長（澤田宗順君） できるだけ有

効に使っていただきたいというのが前提にござ

います。ということで、できれば使うために、

どういう使い方ができるのか、それから、老朽

化した部分も、必要によっては解体もやむを得

ないのも出てくるのかなというふうに思ってお

ります。 

 ですので、財政的には今後、総合的に判断し

ていただいて、どういう施設にしていくかとい

うことで今後検討していく必要があろうかなと
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いうふうには考えております。 

○委員（堀 徹男君） 例えばですね、久多良

木は旧久多良木小学校だと思うんですけれど

も、ここは比較的新しい年度に建てられた建物

じゃないかなと思うんですよね。有効利用する

という観点ではですね、あの地域においては避

難所となれるようなですね、公共的施設がない

というふうに思っています。今、お答えにあっ

たようにですね、今後、避難所としての活用と

いう観点も含めればですね、耐震性の確認の有

無とかも含めて、社会教育センター等をです

ね、その施設に利用できるんじゃないかなとい

うふうに思いますが、そういう観点からも解体

費用等の裏づけがやれずという財政的な問題だ

けじゃないよということでよろしいでしょう

か。 

○生涯学習課長（澤田宗順君） この中であり

方を検討していく中で、当然、解体というもの

も出てまいるかと思います。今現在、これに対

する裏づけはございませんので、当然、必要に

応じて、この計画をつくっていく中でですね、

計画に乗せていって、有効な、市債ですとか、

それから補助はございませんが、そういうもの

をですね、活用していくための計画づくりが必

要というふうなことで進めているところです。 

○委員（堀 徹男君） 何かわかったよう、何

か、――まあいいです、はい。 

 じゃ、続けて。その前のページの１７３ペー

ジの青少年体験活動事業についてです。 

 現在、公民館に配置されている主事さん方で

すね、全てが社会教育主事の資格をお持ちじゃ

ないと思うんですけど、今、何人ぐらいいらっ

しゃるんですかね。 

○生涯学習課長（澤田宗順君） 今、社会教育

主事はたしか４名で、ことし１名、資格を取り

に行っております。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） 公民館もですね、地域

の公民館もコミュニティーセンターとなって、

公民館主事さんも中央公民館という形に集約さ

れるということで、今後ですね、いわゆる生涯

学習における主事さんの総数というのは減ると

いうふうに思うんですが、こういった青少年体

験活動事業等をですね、維持するのに適当な人

数かどうかというのも含めてですね、わからな

いところなんですけど、資料のですね、改善の

取り組み等の理由のところにですね、各事業と

もレクリエーション的要素が重視され、本来の

教育活動としての事業内容は精査する必要があ

り、というのがあるんですね。この文言が意味

するところをちょっとよく理解できないので、

この意味の説明をちょっとお願いしていいです

か。 

○生涯学習課長（澤田宗順君） この部分につ

きましては、青少年体験活動ということで、い

ろんな形で子どもたちが今、体験できないよう

な野外活動であったりとか、そういう、陶芸教

室をやったりとかしておりますけれども、遊

び、遊びと言うとおかしいですけれども、単に

楽しむだけということでなくて、あくまでも学

習に観点を置くというふうなところで、そうい

う要素をですね、入れていきたいということ

で、こういう部分については必要によって見直

したりとかしながら、学習関係に力を入れてい

きたいなというふうに考えておるところです。 

○委員（堀 徹男君） わかりました。社会教

育とかですね、生涯学習を通しての教育という

のは学校教育とはまた一線を画すものであっ

て、遊びとかですね、体験を通して学ぶという

別の意味の効果があると、期待できると思うん

ですね。 

 ２７年度の事業を見るとですね、どれをとっ

ても楽しそうで、子供たちに興味を持って取り

組んでいただけるような内容だと思うんです

ね。先ほども申しましたように、来年度からは

ですね、公民館の主事さんも、社会教育主事の



 

－23－

部分も減ってくるということであって、こうい

った事業をですね、さらに継続して、さらにも

っと充実した内容にですね、できるような方向

を期待しています。 

 今後の方向性としてですね、市による実施で

すけど、民間委託の拡大とか、市民との協働と

かというのをうたわれていますが、いろんな、

民間にもですね、例えば野外活動においてはボ

ーイスカウトの指導者であったりとかですね、

いろんなノウハウをお持ちの方がいらっしゃる

と思いますので、ぜひそういった観点もです

ね、含めて事業の計画を練っていただきたいと

思います。 

○委員（堀 徹男君） あ、いいですか、続け

て。 

○委員長（松永純一君） はい。 

○委員（堀 徹男君） 済いません。教育サポ

ート事業についてお尋ねをしたいと思います。

１６１ページのですね、教育サポート事業の前

に、決算書の１７８ページのほうにですね、教

育サポートセンター費ということで事業費が上

がっていますけど、補正予算が７１５万円とい

うことで上がっています。この内容について

は、補正の内容についてはですね、どこを見れ

ばわかるのかというのがちょっとわかりません

ので、補正は何を、どんな事業内容であったか

ちゅうのについて。 

○教育サポートセンター所長（髙嶋宏幸君） 

失礼します。 

 この補正予算ですけれども、これは職員の配

置に係るものでありまして、職員が２人から３

名ということで、その分の補正になります。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） 職員さんの補正という

ことは、いわば必要経費ということだと思うん

ですよね。単に事業内容としてのですね、ソフ

トの事業内容としてのですね、部分に関しては

主要な施策の調書の中からは読み取ることがで

きないので、決算書の備考欄の事業のほうでし

か見ることができないんですよね。そうします

と、何といいますか、先生方に対する本来の、

何ですかね、相談とかサポートに対するソフト

そのものの予算というのは余りないように見受

けられるんですよね。 

 この教育サポート事業というのは、施策の調

書を見る限りでは、学校経営等の相談とかです

ね、それから学習指導等の相談とかということ

で、いわば相談待ち受け型になっているのかな

というふうに感じ取れるんですね。 

 そこで、本来の教育サポートセンターの事業

としてですね、そういった相談待ち受け型の事

業なのか、それとも課題をたくさん抱えられた

先生方に対する、何というんですかね、こっち

から先取的、先進的な取り組みをサポートでき

るための事業が行えているのかなということに

ついて、ちょっとお尋ねをしたいと思います。 

○教育サポートセンター所長（髙嶋宏幸君） 

失礼します。 

 サポート事業につきましては、基本的には、

要請があって、派遣依頼があって活動するとい

うことが基本になっているというふうに思いま

す。ただし、その裏には、学校教育課等と連携

をして、あるいは校長等とのですね、情報網に

より情報を寄せて、そしてこちらからの働きか

け、どうですかというような部分も行いながら

しているところです。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） 今後の方向性と理由の

改善の欄にですね、記述がありますけど、確か

にもう相談件数もふえているということです

し、学校現場でですね、先生方が個々に抱えら

れている課題というのは、もう私たちが子供の

ころに比べたらですね、相当過大な負担になっ

ているというふうに思うんですね。個々の先生

方の、何ていうんですかね、仕事量では賄えな

い部分に関してはですね、やはり教育委員会と
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して、組織としてですね、サポートしていく体

制が大事なんだろうなというふうに考えます。

そこでますますこの教育サポート事業というの

がですね、重要になってくるというふうに思い

ますので、ぜひ今後はですね、要する人員も含

めて、予算、ソフト事業としてのですね、サポ

ートがどのようなものができるのかということ

も考えながら予算に反映させていただきたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○委員（矢本善彦君） １７５ページの厚生会

館と自主文化事業についてお尋ねします。 

 今回の地震でですね、――。 

○委員長（松永純一君） あ、ちょっと違う

な、これ。矢本委員、これは後の経済交流…

…。 

○委員（矢本善彦君） ああ、そうですか。 

○委員長（松永純一君） はい、経済文化交流

部の所管ですから、後でお願いします。 

○委員（矢本善彦君） はい、わかりました。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） もう一回、もう一回い

いですか。 

○委員長（松永純一君） はい。 

○委員（堀 徹男君） 今のサポート事業の続

きになるかどうかわからないんですけど、所管

がどこになるかわからないんですけど、小学校

５、６年生の英語が教科化されるということ

で、八代市の教育のですね、何ですか、戦略と

しては、単に提示されるであろう学習指導要領

に基づいて粛々と、淡々と進めていかれるとは

思うんですが、その事前にですね、小学校で教

科化されるということは、担任の先生が教えら

れるんだろうというふうに思うんですね。事前

に、何というんですかね、導入される前にそう

いった、先生方に対する英語教育のスキルアッ

プとかですね、子供の現状におけるニーズの把

握とかというのをしておくのが私は教育に対す

る戦略的な事業だというふうに思うんですね。 

 この２７年度の予算の中ではですね、戦略的

なものがなかなか見受けられないので、次年度

の予算、事業等を通してですね、今後、英語の

教科化を見据えたものに対してですね、どうい

った取り組みをされていくのかという方向性で

もですね、検討していただければと思うんです

が、何かいただけないでしょうかね。 

○学校教育課長（渡邉裕一君） ありがとうご

ざいます。学習指針、指導要領の改訂に伴いま

して、今おっしゃられたように、小学校での英

語導入ということで、現在、泉小学校におきま

しては、本市で唯一、英語の特例校ということ

で先進的に行っていただいております。その中

で、小学校１年から６年までやっておりますの

で、教材開発、そこにかなり期待をしていると

ころもございます。 

 さらには、来年度以降、研修の充実、これは

もう県教委も市教委もともにやっていきたいと

思っておりますけども、先生方が不安なくです

ね、まあ不安の中で始まるとは思いますが、少

しでも不安を軽減する、自信を持って指導に当

たっていただけるような体制はとっていきたい

と考えております。 

○委員（堀 徹男君） 中学生から始めたです

ね、英語教育でもすね、もうつまずいてしまう

ので、なおさら小学校５、６年生からというこ

とで始まると、一旦つまずくとですね、なかな

か取り戻すのは難しいと思うんですね。そうい

う先取的な教育への取り組みも含めてですね、

ぜひ先取・先進的な教育を八代市の教育委員会

として独自に開発して取り組んでいただきた

い、それを事業と予算として反映していただき

たいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにはありません

か。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） なければ、以上で、

第９款・教育費及び第１０款・災害復旧費中、

教育部関係分についての質疑を終わります。 

 小会します。 

（午前１１時５３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５３分 本会） 

○委員長（松永純一君） 本会に戻します。 

 しばらく休憩します。午後の部、１時から再

開いたします。 

（午前１１時５３分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後 １時００分 開議） 

○委員長（松永純一君） それでは、休憩前に

引き続き、決算審査特別委員会を再開いたしま

す。 

 第９款・教育費並びに第１０款・災害復旧費

中、経済文化交流部関係分について、一括して

説明を求めます。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 経済文化

交流部の宮村でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは、第９款・教育費のうち経済文化交

流部が所管いたします関係分について総括説明

させていただきます。座って説明させていただ

くことをお許しいただきたいと思います。 

 まず、厚生会館等の自主文化事業でございま

すが、厚生会館、鏡文化センター及び千丁文化

センターの３館におきまして、市民に対し、芸

術文化の鑑賞をしたりじかに接する機会の提

供、中学生及び高校生の学習や発表の場の提

供、ホワイエを活用した気軽な芸術鑑賞の提

供、市民みずからが運営・出演する市民参加型

の事業の提供を行ってまいりました。 

 厚生会館の９つの自主文化事業に合計５０７

５人の入場者があり、鏡文化センターの２つの

自主文化事業には１０７１人の入場者、千丁文

化センターの３つの自主文化事業に７４６人の

入場者があったところでございます。 

 また、施設整備事業といたしまして、厚生会

館西側の国有地の購入、厚生会館大ホールの内

側の改修工事を行ったところでございます。 

 次に、伝統文化財保存事業でございますが、

国指定文化財であります八代妙見祭に対する安

全対策等への支援や各保存団体への支援を行う

とともに、コミュニティー助成金を活用いたし

まして、上鏡獅子舞保存会と笠鉾蜜柑の中島町

町内会の衣装整備を行っております。 

 また、平成２６年に八代城跡群古麓城跡、麦

島城跡、八代城跡として国指定されております

が、そのうち古麓城跡の追加指定に向けた国と

の協議や八代城跡群の保存活用計画策定委員会

の開催、古麓城跡のレーザー測量調査等を実施

しております。地方創生交付金を活用いたしま

して、外国人向けの八代妙見祭の多言語パンフ

レットの作成、多言語の案内板等を設置してい

るところでございます。 

 次に、スポーツ振興事業でございますが、オ

リンピックを初め、国際大会等で活躍できる選

手を育成する八代市トップアスリート育成事業

の実施に当たっては、ＮＰＯ法人八代市体育協

会に補助金を支出し、強化指定選手２８名を指

定し、競技能力の向上を図ってまいりました。 

 また、スポーツ拠点づくりを推進するため、

平成１９年度より全国小学生ＡＢＣバドミント

ン大会を開催しております。参加者は全国から

３２７名、来場者は延べ４５００人に及んでお

ります。新市誕生１０周年記念事業といたしま

して、大相撲八代場所に入場者約３０００人を

得て開催しております。 

 施設整備事業といたしまして、スポーツ・コ

ミュニティ広場のテニスコートと駐車場の増設

工事を行っております。また、２５の体育施設

の今後の適正な配置や効果的、効率的な運用を

図るため、平成２７年度より３年間の予定で体
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育施設のあり方検討会を開催したところでござ

います。 

 最後に、文化財もスポーツ施設も熊本地震で

大きな被害を受けておりますので、１日も早い

復旧復興に努めるとともに、資源を活用し、大

会等の誘致を含む交流人口の増加を図ってまい

りたいと考えております。 

 以上、総括とさせていただき、詳細につきま

しては桑原次長より説明させていただきますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

○経済文化交流部次長（桑原真澄君） 皆さ

ん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは、教育費のうち経済文化交流部所管

分について説明をさせていただきます。お許し

をいただきまして座らせていただいて、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、主要な施策の成果に関する調書そ

の１の１７５ページをお開きいただきたいと思

います。事業内容と主な不用額等について説明

をさせていただきます。 

 まず、厚生会館等自主文化事業でございます

が、厚生会館、鏡文化センター、千丁文化セン

ターにおいて、市民の皆様に対し、芸術文化鑑

賞の機会を提供する鑑賞普及型や、中学・高校

生の学習や発表の場となる学習型、芸術文化に

じかに接する舞台芸術体験型などの事業を実施

するものでございます。 

 決算額は１２２６万９０００円でございま

す。財源のその他特定財源３９０万円は３施設

での自主文化事業の入場料収入で、８３６万９

０００円が一般財源でございます。 

 不用額の１３８万７０００円は、自主文化事

業委託料のほか、著作権の発生する事案が少な

かったことによる著作権使用料及び印刷製本費

の執行残が主なものでございます。 

 事業の内容でございますが、鑑賞普及型事業

として、石川綾子バイオリンコンサート、宝く

じ文化公演吉田正記念オーケストラ、オペラ椿

姫、木村多江一人芝居エンドロールなど、舞台

芸術体験型事業でございますが、演劇ワークシ

ョップ、また、学習型事業としては、中学生音

楽教室、高校演劇の技術講習会や演劇大会を実

施するとともに、参加者がみずから実演するこ

との楽しみを広く市民に感じてもらう、かがみ

ふるさと音楽祭を開催いたしております。 

 今後の方向性でございますが、各事業の継続

を図りつつ、公演内容の精査や付加価値の追加

など、観客や参加者の減少に対する改善に努

め、市民の意見がより反映されるような仕組み

づくりを念頭に、市民協働を拡大しながら、引

き続き市により実施してまいりたいと考えま

す。 

 次に、１８０ページをお願いいたします。上

段の伝統文化財保存事業でございます。 

 国指定重要無形民俗文化財である八代妙見祭

の神幸行事を初めとする市内の民俗文化財の保

存、継承及び活性化を図るための諸事業でござ

います。 

 決算額は１０９９万４０００円で、財源のそ

の他特定財源５１６万円は、自治総合センター

からのコミュニティ助成金５００万円が主なも

ので、一般財源が５８３万４０００円でござい

ます。 

 事業の内容でございますが、国指定文化財の

公開活用事業の補助金として４４３万円、これ

は国指定重要無形民俗文化財である八代妙見祭

奉納団体の維持管理費や、祭りの安全対策、観

覧者安全用防護柵設置などのための八代妙見祭

保存振興会に対する補助でございます。 

 八代妙見祭活性化事業補助金１５６万４００

０円は、八代妙見祭活性化協議会に対するもの

でございます。 

 また、コミュニティ助成金５００万円は、鏡

町の上鏡獅子舞保存会と笠鉾蜜柑の中島町町内

会に対する祭礼衣装整備の助成金でございま
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す。 

 今後の方向性でございますが、八代妙見祭の

神幸行事を含む日本の山・鉾・屋台行事がユネ

スコ無形文化遺産の候補として国連のユネスコ

に一括提案され、平成２８年度中に登録を目指

しております中、国指定文化財の価値を維持し

継承していくとともに、適切な管理、運営を実

施していくことが重要かつ必要なことでござい

ます。そのために、行政、市民、企業等が連携

を図りながら一体的、総合的な保存、継承、活

用を進め、神幸行事の持続的な活性化につなげ

ることが重要であり、引き続き市としても、市

民協働をさらに拡大させながら、全力で取り組

んでまいりたいと考えております。 

 次に、下段の市内城跡保存管理事業でござい

ます。 

 八代の歴史にとって重要な遺跡である古麓城

跡、麦島城跡、松江城跡、平山瓦窯跡が平成２

６年３月に国史跡に指定され、保存活用計画策

定委員会を設置し、この遺跡の適切な保存、管

理と活用を図るための事業でございます。 

 決算額は３５８万９０００円で、財源は下に

記載しております国庫補助金１７８万９０００

円を活用しております。不用額は３３万９００

０円で、保存活用計画策定委員会の委員の欠席

に伴う費用弁償及び報償費等でございます。 

 事業の内容でございますが、日本史、城郭考

古学、建築史、まちづくり等専門分野の６名の

委員と、城跡内に土地を所有する５名の方や文

化庁等をオブザーバーとして招聘し、八代城跡

群と松浜軒の調査と保存、活用、整備の基本と

なる計画書を策定するための指導等を受けるも

のでございます。 

 主なもので、古麓城跡の航空レーザー測量等

業務委託に２９６万円、これは古麓城跡内にど

のような遺構や地形があるのかをレーザーを照

射して測量するものでございます。 

 今後の方向性でございますが、平成２９年度

末までに保存活用計画を策定し、計画に基づく

事業等を市により継続して行っていきたいと考

えております。 

 次に、１８１ページでございます。上段のユ

ネスコ無形文化遺産登録事業でございます。 

 八代妙見祭の神幸行事を含む全国の山・鉾・

屋台行事のユネスコ無形文化遺産登録に向け、

市民意識の向上を図るため、ＰＲ事業を展開す

るものでございます。 

 決算額は４万５０００円で、不用額の２９万

７０００円は、九州内のユネスコ無形文化遺産

候補を有する５都市によるＰＲパンフレットの

刊行を予定いたしておりましたが、調整が進ま

ず、パンフレットの作成を見送ったことなどに

よるものでございます。 

 事業としましては、無形文化遺産登録に向け

て、本庁舎正面入り口東側に無形文化遺産登録

を推進するためのＰＲ懸垂幕を設置いたしてお

ります。 

 今後の方向性でございますが、ユネスコの無

形文化遺産登録後も八代市を代表する文化遺産

として市内外に積極的にＰＲすることで、八代

の歴史と文化に触れる機会をふやし、文化財を

生かした地域活性化と観光振興につながる取り

組みを市により継続して行ってまいりたいと考

えております。 

 次に、１８２ページをお願いいたします。上

段の多言語案内板整備事業でございます。 

 現在、本市で行っている大型クルーズ船の受

け入れや八代妙見祭のユネスコ無形文化遺産登

録以降に見込まれる外国人観光客の増加に対応

するため、多言語化に対応した環境整備を行

い、外国人観光客の受け入れ及び集客に寄与す

る事業を行うものでございます。 

 決算額は１４３万１０００円で、全額、国の

地方創生交付金でございます。不用額は６２万

１０００円でございまして、多言語案内板につ

いて、新設１５カ所の予定であったものの、う
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ち３カ所については所有者との調整がつかなか

ったため設置を行わず、また板面の張りかえの

みで対応可能であった箇所が比較的多かったこ

とによるものでございます。 

 内容でございますが、印刷製本費として７５

万６０００円。国指定重要無形民俗文化財であ

る八代妙見祭の英語、中国語、韓国語の３カ国

語に対応したパンフレット１万部を作成いたし

ております。 

 手数料の６７万５０００円でございますが、

国指定文化財について、英語、中国語、韓国語

の３カ国語に対応した案内板を設置し、外国人

観光客の受け入れに対応するもので、案内板を

新たに設置したものが２カ所、既存の文化財説

明板の張りかえを１０カ所行っておるところで

ございます。 

 今後につきましても、必要に応じて案内板の

更新やパンフレットの作成を行い、八代を訪れ

る外国人に八代の歴史や文化遺産を知ってもら

うことにより外国人観光客の満足度を高めると

ともに、文化財を生かした地域活性化、観光振

興につながる取り組みを継続してまいりたいと

考えております。 

 次に、下段のトップアスリート育成事業でご

ざいます。 

 トップアスリート育成事業は、オリンピック

を初めとする国際大会で活躍できる競技者の輩

出を目指すものでございます。この事業につき

ましては、平成２６年度から事業を開始いたし

ております。 

 内容でございますが、選考委員会で選考され

ました本市の指定選手２８名にフィジカル、メ

ンタル等各種トレーニングを実施するほか、選

手の競技特性やレベルの向上のために必要な大

会、強化合宿等への参加支援を行っておりま

す。 

 決算額は２８０万円、財源は一般財源で、Ｎ

ＰＯ法人八代市体育協会への補助金でございま

す。 

 なお、これまで指定した八代市指定選手の中

から、中央競技団体のナショナルチームなどに

選手が２名、国際大会に出場した選手が３名、

選出されております。 

 今後の方向性でございますが、引き続き選手

への支援を行うとともに、選手、指導者の要望

を取り入れながら事業の拡充を図ってまいりた

いと考えております。 

 次に、１８４ページをお願いいたします。上

段の新市誕生１０周年記念事業、大相撲八代場

所でございます。 

 本事業につきましては、市町村合併による新

八代市の誕生を記念いたしまして、新市誕生１

０周年記念事業として開催したところでござい

ます。八代市で開催される大相撲巡業は２１年

ぶりでございまして、当日は約３３００名の方

々が間近で見る力士の迫力に触れ、にぎわいの

あるイベントが開催できたところでございま

す。 

 決算額は４８２万４０００円で、不用額の５

２万４０００円は警備委託料、看板作成手数

料、会場使用料、テント等賃借料の執行残など

でございます。 

 内容としては、記載しておりますとおり、会

場使用料２０５万１０００円、警備委託料５２

万１０００円などでございます。 

 次に、下段のスポーツ・コミュニティ広場施

設整備事業でございます。 

 市民のテニススポーツ活動の基盤となる本施

設の機能充実を図り、利用者のニーズに合った

環境づくりのための施設整備を行うものでござ

います。 

 決算額は６３３０万２０００円でございま

す。財源は地方債の合併特例債６０１０万円、

一般財源３２０万２０００円でございます。不

用額は５９万８０００円で、設計業務委託の入

札残でございます。 
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 スポーツ・コミュニティ広場は平成１３年度

に供用を開始しておりますが、現在のテニスコ

ート１４面に２面を増設して１６面とすること

で全国大会等の大規模大会が誘致可能となるた

め、現在、臨時駐車場として利用していた場所

にコートの増設工事を実施しているところでご

ざいます。 

 事業の主な内容は、駐車場造成整備に伴う実

施設計と買収用地の購入及び造成工事に要した

経費でございます。これは、テニスコート北側

用地５筆を購入し、現在２６３台から６０台ふ

やし３２０台駐車可能となる駐車場の増設を行

うものでございます。 

 今後の方向性でございますが、本施設がスポ

ーツイベントや市民の日常的なスポーツ活動な

ど多くの市民が利用していることから、安全で

安心な施設を維持し、なおかつ交流人口の拡大

や経済活性化などのためにも大規模大会の誘致

が可能となるよう、引き続き市として計画的に

整備事業を実施してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、１８５ページでございます。体育施設

あり方検討会事業でございますが、当市体育施

設２５施設について見直しを行い、適正な配置

や効果的な運用を図るため、体育施設のあり方

について調査及び検討を行う事業でございま

す。 

 決算額は１８万１０００円でございます。 

 平成２７年度からの３カ年事業で、平成２７

年度は旧八代市の体育施設の個別検討を実施、

２８年度は旧町村施設の体育施設及び分野別の

検討を計画、最終平成２９年度に体育施設のエ

リア別の検討及び取りまとめを行う予定でござ

います。 

 今後の方向性でございますが、八代市体育施

設の適正な配置や効果的な運用を検討し、方針

を導き出し、運用や整備計画などに活用してま

いりたいと考えております。 

 次に、１９２ページをお願いいたします。社

会体育施設災害復旧事業でございます。これは

台風１５号に伴う災害復旧事業でございます。 

 決算額は１５６４万１０００円、財源は地方

債の社会体育施設災害復旧事業６４０万円、一

般財源９２４万１０００円でございます。 

 台風１５号の災害復旧につきましては、修繕

２５件、撤去委託３件でございました。主な修

繕箇所につきましては、北新地グラウンド防球

ネット取りかえ４６４万３０００円、千丁西グ

ラウンドベンチ屋根修繕１２５万１０００円、

スポーツ・コミュニティ広場駐輪場屋根修繕１

１３万７０００円、また、撤去委託といたしま

しては、体育施設風倒木撤去委託１９３万円、

東陽運動公園ダグアウトベンチ屋根及び椅子修

繕１４５万７０００円でございます。 

 今後の方向性でございますが、台風や地震、

大雨など災害の被災状況に応じて、体育施設の

早期復旧及び安全性を確保するために必要な整

備などを実施してまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、繰越明許費及び予算流用につい

て説明をさせていただきます。 

 歳入歳出決算書のほうをお願いできますでし

ょうか。１９５ページをよろしいでしょうか。 

 目６・文化財保護費でございます。翌年度繰

越額の欄をごらんいただければと思います。目

６・文化財保護費の３０１４万９０００円は、

八代妙見祭とユネスコ無形文化遺産登録ＰＲ事

業１２１９万３０００円、無形民俗文化財の保

存事業１０１５万６０００円、観光ガイド支援

事業２８０万円及び文化財保存整備事業５００

万円の総額でございます。本年３月議会で繰り

越しを承認いただいている案件で、平成２８年

度における執行となるところでございます。 

 次に、流用の説明をいたします。１９３ペー

ジに――。 

 目３・文化施設費の備考欄の一番下の行をご
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らんください。１３節より１９節への流用６７

万３０００円は、厚生会館自主文化事業のうち

新市誕生１０周年記念宝くじ文化公演吉田正記

念オーケストラに要する経費について、予算編

成時に、本来、負担金補助及び交付金に予算を

張りつけるべきだった項目を委託料の費目に割

り振っていたため、流用処理によって訂正した

ものでございます。 

 次に、１９７ページをお願いいたします。 

 １９７ページの一番上の枠の、１９４ページ

からの目６・文化財保護費の備考欄の一番下の

行でございますが、４節より３節へ流用１００

０円でございますが、職員の給与改定に伴い、

時間外手当の不足する分を共済費から職員手当

等へ流用したものでございます。 

 その下、目１・社会体育総務費の備考欄の下

から３行目をごらんいただければと思います。

３節へ９款、１項、２目、３節から流用５２万

４０００円でございますが、当初見込んでおり

ませんでした新市誕生１０周年記念事業開催に

伴う職員の時間外勤務手当支給のために流用し

たものでございます。 

 次の行、１８節より１１節に流用の６万２０

００円は、パフォーマンスチャージ料の増加に

伴い流用したものでございます。 

 次に、１９９ページをお願いいたします。 

 一番上のほうですが、目２・社会体育事業費

の備考欄の上から５行目でございますが、１９

節より１１節へ流用１８万８０００円でござい

ますが、スポーツ推進委員の改選に伴い、当初

予定していた人数より委員の交代が多かったた

め、これに伴い新任スポーツ推進委員のユニホ

ーム購入費増により流用したものでございま

す。 

 次に、２０５ページをお願いいたします。 

 項４・文教施設災害復旧費、目４・社会体育

施設災害復旧費の備考欄の一番下の行をごらん

ください。１１節より１０款、４項、１目、１

１節へ流用３１万４０００円でございますが、

公立学校施設災害復旧費に流用したものでござ

います。 

 以上で、繰越明許費及び流用の説明を終わり

ます。 

 これで、経済文化交流部が所管いたします事

業のうち教育費についての説明を終わります。

御審議方、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

○委員長（松永純一君） ただいま説明のあり

ました第９款・教育費並びに第１０款・災害復

旧費中、経済文化交流部関係分について質疑を

行います。質疑はありませんか。 

○委員（矢本善彦君） １７５ページでござい

ます。自主文化事業についてでございますが、

今、次長から説明がありましたように、多岐に

わたってイベントをされているようでございま

すが、本来、単に費用対効果を上げるものでは

なく、文化芸能を目的とした事業であります。 

 近年、市民からですね、自主文化事業が少し

地味になったような気がするという意見があり

ました。本来の目的であります、市民によりよ

い文化芸能をより多く、安く提供をし、普及さ

せるのが目的だと思っております。自主文化事

業の強化はできないものかお尋ねいたします。 

○文化振興課長（吉永 明君） 自主文化事業

につきましては、日ごろから来られたお客様に

アンケートをとりまして、どのような事業が望

まれるかと。お芝居を見に来られた方はお芝居

を見たいという傾向がありますし、コンサート

の場合はコンサートという傾向があるんですけ

ども、そういったアンケート、それから、館の

職員がそれぞれ日ごろから情報網を張りめぐら

しまして、今こういった公演がお客様を呼べる

とか、話題があるとか、あるいは、あと、プロ

モーター、あるいは興行主側からですね、働き

かけ、売り込み、そういったものをいろいろ勘

案しながら選定しております。 
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 かつては確かに全国クラスのオーケストラと

か、あるいは音楽だとか、あるいは歌舞伎、そ

れから、私が知っているだけでも、仲代達也の

無名塾とか、来られております。そういった非

常にネームバリューのある公演をやりたいのは

山々ですけれども、できるだけお客さんの意向

に沿うようにですね、例えば、単体で呼ぶと物

すごい費用がかかりますから、例えば鹿児島で

公演が終わった後、長崎とか福岡に行く途中に

八代に寄っていただくと。そうすると割と費用

をかけずできますので、そういった工夫をしな

がらですね、今後ともできるだけ質のよい公演

をお客様に提供できればいいかと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員（矢本善彦君） またですね、今回の熊

本地震で熊本市民会館や県文ホール等でつり天

井が落下しております。本市では３館全てのホ

ールがつり天井だと聞いております。もしイベ

ントの中で地震がですね、発生すると死傷者が

出ると想定されると思いますので、改修等はど

のようにお考えか、お尋ねいたします。 

○文化振興課厚生会館館長（林田安夫君） つ

り天井についてお答えいたします。 

 幸い厚生会館、千丁文化センター、鏡文化セ

ンターにおきましては、４月の１４日の前震と

１６日本震、それと１９日の震度５、八代市を

震源とする地震ではつり天井の崩落等はござい

ませんでした。しかしながら、東北のほうで大

震災がありましたけれども、そのときに九段会

館ですかね、死亡者が出ております。そういっ

た大災害になるおそれがありますので、つり天

井の改修につきましては、毎年、予算要求はし

ております。２９年度もですね、一応、設計の

要求、そして翌年度に工事の要求をしたいと考

えております。 

 財源につきましてはですね、社会資本整備総

合交付金というのが、工事費の３分の１ですか

ね、ありますので、そういうのが利用できれば

というふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（矢本善彦君） 今、課長から言われま

したとおり、設備についてもですね、各館とも

設備関係の老朽化や故障もあると思っておりま

す。対応についてはですね、空調関係とか照明

関係などの費用がかかると思いますが、市民に

よりよい環境でですね、文化芸能に触れ合うこ

とが大事だと思っております。昨年の予算も５

００万ほど減額されているようでございますの

で、きょうは財政部も来ていますから、その辺

をしっかり聞いていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（島田一已君） １８２ページのトップ

アスリート育成事業でございますけれども、こ

の事業は３１年度まで限定ということでござい

ますけれども、非常に保護者から見ますとあり

がたい事業だなというふうに思っております。 

 ここでわからない点ちゅうか、強化指定選手

になるための基準というのは何かあるんでしょ

うか。そこをちょっとお伺いします。 

○スポーツ振興課長（下村孝志君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）スポーツ

振興課長、下村といいます。 

 委員御質問のトップアスリートの指定選手に

ついてですけれども、まず、指定選手候補にな

るための競技種目でございますけれども、オリ

ンピックの正式競技種目、それとＮＰＯ法人の

八代市体育協会に加盟します競技団体を合わせ

たうちの国際大会がある競技種目、それを対象

の競技種目としております。そして、候補者に

なるための対象年齢ですけれども、八代市在住

の小学校高学年、５、６年生から高校生のう

ち、過去の２年間にさかのぼりましてですね、

その競技団体が主催します全国大会以上の競技
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大会に出場した者、あるいは過去２年において

当該年度に特に競技成績がすぐれている者、ま

た、熊本県の２０２０年の東京オリンピック育

成指定選手に指定された者というふうにいたし

ております。 

 これらの選手の推薦についてはですね、この

依頼を、八代市体育協会加盟競技団体並びに市

内の小学校、中学校、高校のほうに依頼をして

おります。 

 それで推薦されました、今回、２８名が指定

選手となっておりますけれども、今回は推薦さ

れた３４名のうちの指定選手候補者の中から指

定の証を交付しております。 

 以上です。 

○委員（島田一已君） これ、上限が８万円だ

ったと思いますけど、これ、個人に入るという

ことで考えていいんですかね。 

○スポーツ振興課長（下村孝志君） 選手並び

に指導者のほうに上限８万円ということになっ

ております。 

 以上でございます。 

○委員（島田一已君） 私もですね、非常にス

ポーツは大好きでですね、先ほども申しました

けれども、非常に保護者から見ればありがたい

なと思います。３１年度と言わずですね、ずっ

とあればいいかなというふうに思っておりま

す。今後とも頑張ってください。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） １８４ページのです

ね、スポーツ・コミュニティ広場のことなんで

すけど、事業内容はですね、新たに造成したり

とか、拡大したりということで、前向きな方向

でいいのかなと思いますけど、ここはスポーツ

・コミュニティ広場と言いつつもですね、あそ

こはテニスコートしかないんじゃないかなと思

うんですけど、今後の方向性の改善の取り組み

とかに市民の日常的なスポーツ活動とかって書

いてあるんですけど、テニス以外に何か具体的

に、スポーツ・コミュニティ広場という名前を

うたうにふさわしいような何かスポーツ活動っ

てあってるんですかね。 

○スポーツ振興課長（下村孝志君） 御指摘の

とおりですね、ここスポーツ・コミュニティ広

場につきましては、硬式テニス、ソフトテニス

のみの、現時点では、ございます。この名称に

つきましてはですね、前年度の委員会等でもち

ょっとわかりづらいような御発言がございまし

たので、今現在、課内におきまして、この名称

についてもちょっと考えていこうかというふう

に考えております。 

 ただ、スポーツ・コミュニティ広場という名

称もですね、ようやくここに来て定着してきた

という部分もございますので、その辺のところ

は一考させていただきたいと思います。 

○委員（堀 徹男君） うちの娘もテニスして

ましてね、中学、高校とここをよく御利用させ

ていただいたんですけど、会場の案内にです

よ、スポーツ・コミュニティ広場って書いてあ

ったって、初めて行く人にはですね、ここはテ

ニス場だろうということで、しかもですね、全

国大会も開催可能な規模に拡充されたというこ

とであればですよ、そういう大会誘致をする際

にですね、スポーツ・コミュニティ広場という

名称で会場を御案内するにしてもですね、もう

イメージとしては、それこそそこに行けばスポ

ーツの殿堂みたいなところがあるようなイメー

ジを抱きますけん、できれば八代市総合テニス

場とかですね、あそこはクレーもサンドもどっ

ちも使えたと思うんですよね。もう総合テニス

の名前を前面に打ち出してもいいんじゃないか

なと思います。ぜひ、検討されるということで

あればぜひ御検討いただきたいと思います。以

上ですけど、まだ、なければ……。 

○委員長（松永純一君） ほかに。ほかにあり
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ませんか。 

○委員（堀 徹男君） なければ、いいです

か。 

○委員長（松永純一君） はい。 

○委員（堀 徹男君） もう一個はですね、市

内城跡保存管理事業なんですけれどもね、執行

残がですね、３３万９０００円かな、出てるん

です。不用額がですね。単純な話なんですけ

ど、この不用額の行き先ってどこなんでしょ

う。 

○文化振興課長（吉永 明君） 市内の城跡の

保存活用計画の策定に昨年度から取りかかって

おりまして、それぞれの歴史とか、あるいは建

築等の専門の先生方をお呼びして会議を進めて

おりますけれども、その先生方のですね、日程

調整を図る上で、なかなか皆さん御一緒にとい

うことで難しくてですね、来られなかったり、

あるいは２日間、１泊で予定しておったものを

急用ができたから日帰りで帰られることの積み

重ねで、旅費とか謝礼が不用額となっておりま

す。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） いや、事情はですね、

それはわかるんですよ。何かがあって不用額が

出るんでしょうから。余った金額のお金って、

その後これ、どこに行くんですか。どこに、ど

こに行くんですか。 

○経済文化交流部次長（桑原真澄君） 基本的

に、不用額ということでですね、そのまま全体

合わせた繰越額になっていくということです。 

○委員（堀 徹男君） えーとですね、事業の

名称が市内の城跡保存管理事業とういことで、

大きな枠で捉えるとですよ、この策定委員会だ

けとして捉えるんじゃなくてですね、実際、こ

ういった予算を確保した後にこうやって３４万

近くのですね、不用額が出るんだったら、せめ

て城跡の草刈りぐらいしていただけないかな

と。不用額が出るんだったらですよ。もう出る

時期というのはもう年度末でしょうから、はっ

きりわかってる時期でしょうから、草刈りぐら

いの予算に回せないもんかなと思うんですけ

ど。 

○文化振興課長（吉永 明君） この事業その

ものが国の、文化庁からの補助事業ということ

でいただいておりまして、補助金をもらって使

える分と、あるいは市の単費でしなくてはいけ

ないことを分ける必要がありますので、そうい

った区分は必要ですけれども、そこを検討した

いと思います。 

○委員（堀 徹男君） 確かに、調書を見ると

ですね、補助事業だというのは書いてあります

からいろいろ制約があるんでしょうけど、同じ

額ぐらいの一般財源が出てるわけですよね。こ

こから草刈り予算を出してくれというのもちょ

っと難しいんでしょうけど、せめてですね、保

存管理事業の計画策定が２９年度以降でしたっ

け、完成が。それからまた計画を立ててという

ことでしょうから、その間のですね、せめて保

存管理という観点からの予算はどっかから出し

ていただきたいなというふうにお願いをしてお

きたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（増田一喜君） 今さっき不用額の行き

先はというたら何か、繰り越しみたいな答弁が

あったみたい――繰り越しするんですか。繰り

越しだったら繰越明許の手続とか、そういうの

あるでしょう。これ、財政にそのまま返るんで

すか。 

○委員長（松永純一君） いや、繰越金です

よ。繰越事業じゃなかです。繰越金となるとい

う説明ですので。繰越事業じゃなかです。 

○委員（増田一喜君） あ、繰越金。金という

のは……。（｢収支」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） 繰越事業は予算を翌
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年度に繰り越すわけですから。ただ、繰越金に

なっていくとね、全体まとまって。 

○委員（増田一喜君） 金になるんよね。 

○委員長（松永純一君） はい。 

○委員（増田一喜君） いや、繰り越しちゅっ

たけん、繰り越しのあれになるのかなと思っ

て。これはもうそのまんまでしょうね。 

○委員（橋本幸一君） スポーツ拠点づくり推

進事業で、第１６回やったですかね、ＡＢＣバ

ドミントン大会、小学生の。これ、非常に八代

市にとって、スポーツ振興の意味でも、それか

ら、いろんな集客の面でもですね、非常に私は

波及効果があってるということを今感じており

ますが、今回２８年度は地震の影響で中止とい

うことで。恐らくこれは１０年という１つの縛

りがあったみたいで、今後の流れというのはど

のような流れになるのか、今わかる範囲でよろ

しいですから。 

○スポーツ振興課長（下村孝志君） ＡＢＣ大

会については、実は本年度できれば１０年目、

１０回目のときでありました。（委員橋本幸一

君「ことし１０年やったですね」と呼ぶ）は

い。 

 この大会の貴重な財源となります日本振興セ

ンターのほうからの補助金が実はことしまでだ

ったところでございました。大体、金額にいた

しまして４００万ほどいただいておりましたけ

れども。一応、２９年度から３１年度までの３

カ年は延長して八代市のほうで行うという意思

表示をしておりまして、その間につきまして

は、日本振興センターのほうからの補助金はな

いということで、財源の確保が課題となってお

りました。 

 ただ、おっしゃられたとおり、今年度は埼玉

のほうで地震のために開催いたしまして、実は

来年度につきましてもですね、体育館のほうの

改修が間に合うかどうか、非常に微妙なところ

がございますもんですから、他の、これは北海

道のほうで開催する手はずとして今、段取りを

つけさせているところでございます。 

 あと、３０年度、３１年度につきましてはで

すね、また八代市のほうで開催することとなっ

ておりまして、３２年度以降につきましては今

のところは不明ということになっております。 

○委員（橋本幸一君） はい、結構です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） なければ、以上で第

９款・教育費並びに第１０款・災害復旧費中、

経済文化交流部関係分についての質疑を終わり

ます。 

 小会します。 

（午後１時４３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時４６分 本会） 

◎議案第１２２号・平成２７年度八代市国民健

康保険特別会計歳入歳出決算 

○委員長（松永純一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１２２号・平成２７年度八代市

国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、

歳入歳出一括して説明を求めます。 

○健康福祉部長（山田 忍君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 それでは、健康福祉部が所管いたします国民

健康保険、後期高齢者医療、介護保険、診療所

の４特別会計につきまして、総括いたします。

座らせていただきまして内容を申し上げます。 

 まず、国民健康保険特別会計についてです

が、平成２７年度決算においては３億円を超え

る大幅な赤字となり、２８年度予算からの繰り

上げ充用を行うこととなりました。その兆候は

２５年度から確実にあらわれておりましたもの

の、財政調整基金がありましたので、それを取

り崩しながらどうにか立て直しが図れればと思

っておりましたが、かないませんでした。国民
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健康保険財政を預かる立場としまして、申しわ

けありませんでした。 

 そこで、２８年度から所得割額の引き上げや

本市独自の０.５割の軽減上乗せを取りやめま

したものの、赤字の解消までには至りません。

また、健診内容を充実し、疾病の早期発見、予

防に努めることで医療費抑制につながるものと

考え、２８年度から特定健診の受診率向上を目

指し、心電図等３つの検査項目をふやした上

に、ワンコイン健診と銘打って、自己負担金を

８００円から５００円に引き下げました。今後

ともさらなる対策が必要と考えています。国保

税の収納率の向上は言うまでもなく、医療費の

適正化策も当然必要となってきますし、あらゆ

る対策を総動員して国民健康保険財政の立て直

しを図っていきます。 

 このような本市の状況ではありますが、医療

保険制度改革により、平成３０年度には国民健

康保険が都道府県化されます。あわせて、これ

に対する対策も必要となってきます。まさに待

ったなしの状況であると認識をしております。 

 次に、後期高齢者医療特別会計についてです

が、制度の根幹は熊本県後期高齢者医療広域連

合が運営しており、本市の役割は各種申請の受

け付けや保険料の徴収などでございます。７５

歳以上の後期高齢者は今後も増加傾向にあり、

医療給付に係る本市負担分も毎年増加しており

ますことから、保険料収入の安定的確保と高齢

者の健康保持、増進の一助として健診の受診率

向上にも力を入れてまいります。 

 次に、介護保険特別会計についてですが、平

成２７年度は３年間の介護保険事業計画の初年

度ということで一定の黒字幅を確保しましたも

のの、単年度収支から国県返還金を差し引いた

実質的なゆとりは４７００万円余りで、介護給

付費の約１.３日分にしかすぎないことから、

かろうじて赤字を免れたと思っています。今

後、７５歳以上の人口の増加に伴う介護サービ

ス費の増加傾向を考慮しますと、大変厳しい状

況にあると認識しています。 

 現在、本市では要介護認定申請者の増加及び

熊本地震による調査のおくれが続いており、要

介護度の決定に要する期間が基準より長いとい

う状況にあります。そこで、認定調査の外部委

託の拡大や熊本地震に伴う特例的な認定期間の

延長を行い、その期間の短縮に努めています。 

 また、介護保険法の改正による全国一律の予

防給付から市町村独自の新しい総合事業への移

行を２８年度から前倒しで実施することに伴う

制度設計に取り組みました。本市独自の事業内

容としては、エプロンケアサービスやお達者ク

ラブなどの事業メニューを設けました。さら

に、保険料の収納率向上の取り組みは言うまで

もありません。 

 最後に、診療所特別会計についてですが、本

市が運営します診療所は、泉町の下岳地区にあ

ります下岳診療所、五家荘地区にあります椎原

診療所、そして柿迫地区にあります泉歯科診療

所の３診療所です。過疎地域におきましては、

住民に必要な医療を確保するためには、効率性

の追求だけでははかれないことがあることも肝

に銘じておく必要があります。 

 以上、健康福祉部が所管します特別会計決算

の総括といたします。 

 詳細につきましては、国民健康保険及び後期

高齢者医療特別会計を国保ねんきん課の佐藤課

長から、また介護保険特別会計を長寿支援課秋

田課長から、そして診療所特別会計を健康福祉

政策課西田課長から説明させますので、よろし

く御審議をお願いいたします。 

○理事兼国保ねんきん課長（佐藤圭太君） 国

保ねんきん課の佐藤でございます。よろしくお

願いいたします。それでは、着座にて説明させ

ていただきます。 

 議案第１１２号・平成２７年度八代市国民健

康保険特別会計歳入歳出決算について御説明申



 

－36－

し上げます。 

 歳入につきましては、八代市特別会計歳入歳

出決算書、歳出につきましては、平成２７年度

における主要な施策の成果に関する調書及び土

地開発基金の運用状況に関する調書にて御説明

いたします。なお、説明は１０００円単位で申

し上げます。 

 まずは、平成２７年度における主要な施策の

成果に関する調書及び土地開発基金の運用状況

に関する調書その２の１９７ページをお願いい

たします。 

 歳入歳出科目の一覧表でございます。この表

の下段、合計の行の（Ａ）でございますが、歳

入決算額は２０９億６１１万２０００円で、予

算額に対し９７.９％、同じく右側の（Ｂ）で

ございますが、歳出決算額は２１２億４０７１

万７０００円で、予算額に対しまして９９.４

％の執行率となっております。 

 その下、歳入歳出差引額である形式収支は３

億３４６０万５０００円の赤字であり、翌年度

へ繰り越すべき財源はないため、実質収支も３

億３４６０万５０００円の赤字となりましたこ

とから、地方自治法施行令第１６６条の２の規

定により、当該不足額に対し、平成２８年度歳

入から繰り上げ充用を行ったところでございま

す。 

 まずは、歳出の主なものについて御説明いた

します。一覧表の右側、歳出欄の決算額で説明

いたします。 

 科目１・総務費で１億９８２２万２０００

円。内訳の主なものですが、（１）一般管理費

の１億９１６８万円は、職員１９名分の人件費

や、保険証及び納税通知書など発行に要する事

務費等でございます。（２）連合会負担金６３

３万６０００円は、国保連合会が行う保険者事

業の共同処理等、国保に係る事業の経費に対す

る負担金でございます。（３）運営協議会費２

０万６０００円は、国保事業の運営に関する重

要事項を御審議いただく国民健康保険運営協議

会に係る委員報酬などでございます。 

 続いて、科目２・保険給付費は、国保事業の

根幹をなすもので、決算額は１２５億４４９６

万７０００円です。前年度から約３億７０００

万円、率にして３.１％の増で、前々年の平成

２５年度の対前年比２.３％を上回る大幅な増

となっております。これは被保険者の高齢化や

医療の高度化が主な原因と考えられます。 

 内訳を申し上げますと、（１）療養諸費１０

８億６４３５万円は、被保険者の医療機関等で

の窓口負担を除いたいわゆる保険者負担分でご

ざいます。（２）高額療養費１６億４１８万３

０００円は、１カ月当たりの医療費が高額とな

った場合に、その世帯の収入に応じて定められ

た自己負担限度額を超えた分を申請により払い

戻すものでございます。（５）出産育児諸費７

０１６万７０００円は、加入者の出産に当たり

一時金として給付するものでございます。

（６）葬祭諸費５７９万円は、加入者がお亡く

なりのとき、葬祭を行う方に給付するものでご

ざいます。 

 なお、保険給付費に係る予算執行率は９９.

４％でございます。 

 続きまして、科目３・後期高齢者支援金の２

１億１１８２万８０００円は、後期高齢者医療

制度における本市国保保険者負担分でございま

す。 

 科目の４・前期高齢者納付金の１４２万６０

００円は、６５歳から７４歳までの前期高齢者

の医療費について、制度上発生します医療保険

制度間の財政的な不均衡を調整するために納付

するものでございます。 

 科目６・介護納付金の９億５８５万３０００

円は、４０歳から６４歳までの介護保険２号被

保険者分の納付金でございます。 

 科目７・共同事業拠出金の５０億８９６０万

７０００円は、国保連合会が事業主体となり、
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高額な医療費の急増など不安定要因の緩和や財

政の安定化を目的として、県内市町村保険者が

共同して行う事業への拠出金でございます。な

お、この共同事業は、制度改正により対象とな

る医療費の範囲が拡大されたことに伴い、拠出

金とともに、歳入の交付金もほぼ倍増となって

おります。 

 科目８・保健事業費は、１億３００３万９０

００円でございます。内訳としまして、（１）

特定健診８６６７万３０００円は、４０歳から

７４歳までの国保加入者を対象としてメタボリ

ックシンドロームに着目した健診を行う特定健

診事業と、健診の結果、生活習慣の改善が必要

な方への指導を行う特定保健指導事業の２つの

事業に要した費用でございます。（２）上記以

外の保健事業費４３３６万６０００円は、主に

レセプト点検や重複頻回受診者への訪問相談な

どの医療費適正化推進事業、脳ドック、はり・

きゅう助成などの疾病予防事業などでございま

す。 

 科目９・諸支出金２億５８６８万９０００円

の主なものは償還金で、平成２５年度に概算で

交付されました国からの負担金等につきまし

て、実績に基づき超過分を返還したものでござ

います。 

 以上、歳出合計は２１２億４０７１万７００

０円となっております。 

 右の１９８ページは医療費の状況でございま

す。 

 平成２７年度の本市国保における医療費総額

は、表の右側、療養諸費の合計１４８億５２４

４万５０００円でございます。プラス０.１４

％の微増だった前年度と比較しますと２.０３

％の急増となっており、現在の厳しい財政状況

のきっかけとなった平成２５年度の２.３６％

増に迫るものでございました。 

 ちなみに、近年の八代市国保に関する医療費

総額の動向を見ますと、平成２０年度１３６億

円だったものが平成２７年度には１４９億円と

なりまして、約１０％伸びております。一方、

被保険者数は徐々に減少しておりまして、平成

２０年度に４万４３４９人だったものが平成２

７年度には３万８８９９人となり、約１２％減

少しております。 

 このことから、１人当たりの医療費で見ます

と、平成２０年度の約３０万８０００円に対し

まして平成２７年度は約３８万２０００円で、

約２４％の大きな伸びを示しております。 

 歳出全般を見ますと、科目７の共同事業拠出

金の伸びが突出しておりますが、これは先ほど

申し上げましたとおり、共同事業の制度改正に

よるものでございます。 

 ほかに目立っているのが科目の２・保険給付

費でございます。被保険者数が減少し、本来な

らば歳出は減少してもおかしくない状況の中で

増加が続く要因といたしまして、やはり被保険

者の高齢化と医療の高度化が主な原因でござい

ます。 

 被保険者の高齢化につきましては、いわゆる

団塊の世代の方々が６５才以上の前期高齢者に

差しかかり、この年齢層の方が非常に多くなっ

ておりますが、年齢が高くなれば医療機関にか

かる頻度も高くなります。被保険者全体の約３

分の１が前期高齢者ですが、医療費全体の中で

前期高齢者が占める割合は約５割となっており

ます。このことから、被保険者の高齢化が医療

費の増加に大きな影響を及ぼしております。 

 また、医療の高度化につきましては、高額療

養費が医療費全体の中で占める割合が年々増加

しておりまして、平成２７年度で約１１％を占

めております。５年前の平成２２年度と比較し

ますと、医療費全体では約５億９０００万の増

加であるのに対し、高額療養費では約２億７０

００万の増加となり、医療費全体の増加分のう

ち約４６％は高額療養費が占める状況となって

おります。このことから、医療の高度化が医療
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費の増加に大きな影響を及ぼしていると言えま

すが、これにつきましても、前期高齢者の増加

が関係しております。 

 それでは、引き続き、個別の事業について御

説明いたします。１９９ページをお願いいたし

ます。 

 まず、上段、国民健康保険運営協議会事業で

ございます。 

 決算額は２０万６０００円で、主要な施策の

概要は、国保の重要事項を御審議いただく国保

運営協議会委員の皆様の報酬等でございます。

委員数は公募の２名を含む１４名で、平成２７

年度の実績としましては、８月と２月の２回の

協議会開催と、平成２７年１１月の研修会参加

でございます。 

 次に、下段の国民健康保険保険給付費でござ

います。 

 先ほどの１９７ページの説明と重複いたしま

すが、国保事業の根幹をなす療養給付費ほか各

種の保険給付でございます。 

 決算額は１２５億４４９７万１０００円で、

特定財源の国県支出金は、療養給付費負担金、

国の普通調整交付金、特別調整交付金、県の普

通調整交付金などで４９億９９４０万９０００

円でございます。その他特定財源は、保険基盤

安定、財政安定化支援等の繰入金などが主なも

のでございます。不用額は７０８３万１０００

円で、退職被保険者の減少が想定より大きかっ

たことによる退職被保険者の療養給付費の不用

額が主なものでございます。 

 主要な施策の概要欄の左側に示しました療養

給付費は、いずれも被保険者の医療機関での窓

口負担分を除いた、いわゆる保険者負担分でご

ざいます。一番多いケースが、窓口で３割を支

払い、保険者が７割を支払う、その７割分でご

ざいます。一般分で１０３億７１０６万３００

０円、退職分で３億５３３５万３０００円を支

出いたしております。 

 療養費は、治療用装具費用、医師の同意を得

たはり・きゅう施術、入院時一部負担金、食事

標準負担額差額など、一度全額を負担していた

だき、その後、保険者負担分を後から現金給付

するもので、一般分で１億１４９万円、退職分

３５３万２０００円を支出しております。 

 審査支払手数料は、各医療機関から請求があ

った診療報酬明細書、いわゆるレセプトを国保

連合会で審査する際に支払う手数料でございま

す。平成２７年度実績では審査件数約６７万３

０００件に対しまして３４９１万４０００円を

支出しております。 

 高額療養費は、１カ月当たりの医療費が高額

となった場合に、その世帯の収入に応じて定め

られた自己負担限度額を超えた分を申請により

払い戻すもので、一般分で１５億４５５１万４

０００円、退職分が５８６７万円です。 

 また、高額介護合算療養費は、１世帯の１年

間における医療費及び介護保険の自己負担の合

計額が自己負担限度額を超えた分を申請により

払い戻すもので、一般分で４２万８０００円で

ございます。 

 出産育児一時金と出産育児一時金支払手数料

を合わせた７０１６万７０００円は、加入者が

出産されたときに一時金として子ども１人当た

り４０万４０００円、産科医療補償制度加入の

医療機関で出産の場合は４２万円を給付するも

ので、１６７件分でございます。 

 葬祭諸費５７９万円は、加入者が亡くなられ

たときに、その葬祭を行った方に対して１人当

たり３万円を支給するもので、１９３件分でご

ざいます。 

 続きまして、２００ページをお願いいたしま

す。上段の後期高齢者医療支援金事業でござい

ます。 

 決算額は２１億１１６８万７０００円で、特

定財源の国県支出金９億３２１２万５０００円

は、国の療養給付費負担金のうち後期高齢者医
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療支援金負担金及び国、県の普通調整交付金の

うちその対象分でございます。その他特定財源

といたしまして、社会保険診療報酬支払基金か

らの療養給付費等交付金１億１５１９万９００

０円でございます。 

 次に、下段の前期高齢者納付金事業でござい

ます。 

 決算額は１２８万円で、高齢者の医療の確保

に関する法律による義務的な経費でございま

す。 

 続きまして、２０１ページをお願いいたしま

す。上段の老人保健事務費拠出金事業でござい

ます。 

 これは、平成２０年度に廃止された老人保健

医療費の精算に係るものでございます。現在、

医療費分はなく、事務費のみの支出で、決算額

８万６０００円でございます。 

 次に、下段の介護納付金事業でございます。 

 決算額は９億５８５万３０００円で、特定財

源は、国の療養給付費等負担金の介護納付金負

担分、普通調整交付金の介護納付金分、それか

ら県の調整交付金で、合計４億６７９１万３０

００円でございます。これは、４０歳から６４

歳までの介護保険２号被保険者分の納付金でご

ざいます。 

 続きまして、２０２ページをお願いいたしま

す。上段の共同事業拠出金でございます。 

 決算額は５０億８９６０万８０００円でござ

います。特定財源といたしまして、高額医療費

共同事業負担金として国、県それぞれ同額の１

億３５３万５０００円です。 

 主なものは、高額医療費共同事業拠出金４億

１０５３万１０００円と保険財政共同安定化事

業拠出金の４６億７８２８万円でございます。

これは、市町村の保険料の平準化や財政の安定

化を図るため、都道府県単位で国保連合会が事

業主体となり、市町村の拠出金を財源に県単位

で費用負担を調整する、いわば保険者の保険と

いった制度でございます。 

 対象となりますのは、高額医療費共同事業が

１件当たり８０万円を超える医療費で、保険財

政共同安定化事業が８０万までの医療費でござ

います。 

 なお、保険財政共同安定化事業につきまして

は、社会保障・税一体改革における制度改正に

よりまして、平成２７年度より対象とする医療

費が、１件当たり３０万円以上８０万円以下か

ら、８０万以下の全ての医療費に範囲が拡大さ

れたことにより倍増し、予算規模を２０億円ほ

ど押し上げる形となっております。 

 次に、下段の医療費適正化推進事業、国保ね

んきん課所管分でございます。 

 医療費縮減のためのレセプト点検体制の充実

・強化を図るとともに、国保被保険者に対する

適正受診の啓発等を目的として実施しておりま

す。 

 決算額は４３１万７０００円でございます。

特定財源として、国の特別調整交付金の２３１

万７０００円がございます。 

 主なものは、歯科レセプト点検、単月レセプ

ト点検、柔整レセプト点検などを民間事業者に

委託し、専門的知識を持った職員が算定方法に

誤りがないか、また疑義がないかを年間を通じ

て点検しているもので、委託費といたしまして

３５９万１０００円を支出しております。 

 次のジェネリック医薬品の使用希望シール

は、国民健康保険被保険者証の一斉更新時に、

国保全世帯に対し、ジェネリック医薬品の使用

希望を伝えるシールを同封して配布しておりま

して、シールの作成代として３０万６０００円

を支出しております。 

 ジェネリック医薬品の利用差額通知は、服用

している新薬からジェネリック医薬品に切りか

えた場合、薬代の自己負担額がどのくらい軽減

できるかを試算したジェネリック医薬品差額通

知書を年に２回、軽減額が１００円以上見込ま
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れる被保険者に送付しており、通知発送の郵便

料として４２万円を支出しております。 

 今後の方向性といたしまして、市による実施

とし、今後の取り組みは、国の作成した使用促

進のためのロードマップで示された目標達成に

向け、さらなる普及推進を図る所存でございま

す。 

 続きまして、２０３ページをお願いいたしま

す。 

 上段の医療費適正化推進事業、健康推進課所

管分でございます。これは、特定健診受診率向

上及び重症化予防事業へ重点的に取り組み、増

大する医療費抑制と医療費の適正化を目指すも

のでございます。 

 決算額は５６９万８０００円で、特定財源と

して国の特別調整交付金の３９８万４０００円

と県の特別調整交付金８５万６０００円がござ

います。 

 主要な施策の概要の主なものは、特定健診受

診率向上を図るための事業として、非常勤職員

を雇用し、特定健診未受診者を対象に、訪問等

による受診勧奨や、重症化予防事業として腎機

能のハイリスク者を対象に専門医による講演会

の開催のほか、特定健診のチラシ作成、それか

ら、生活習慣病予防通信の発行を行っておりま

す。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

要改善としており、今後の取り組みは、未受診

者対策を強化し、特定健診受診率向上を目指す

とともに、医療や介護などの関係分野と連携

し、重症化予防事業に取り組んでまいりたいと

考えております。 

 次に、下段の国保保健指導事業でございま

す。 

 生活習慣病の重症化、合併症の予防を図り、

さらに適正受診の啓発等により医療費抑制のた

め、日常生活指導を実施するものでございま

す。 

 決算額は２０１万６０００円で、非常勤職員

である保健師の賃金が主なものでございます。 

 内容は、１カ月に４カ所以上の異なる医療機

関、もしくは同じ診療科を２カ所以上受診して

おられる重複受診者や、一月に同じ医療機関を

１５回以上受診しておられる頻回受診者に対し

て、保健師が個別に訪問し、療養上の日常生活

指導及び適正受診に関する指導や服薬指導等を

行うとともに、自主的な健康づくりを支援して

おります。訪問いたしました件数は、重複受診

が１０７人、頻回受診者が４０人でございま

す。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

要改善としており、今後の取り組みは、さらな

る医療費の適正化につながるよう、対象者の抽

出方法の見直しや指導内容を工夫するなど、さ

らに事業効果を高めてまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、２０４ページをお願いいたしま

す。上段の疾病予防事業でございます。 

 医療費の適正化を図り、国保事業の健全運営

に資するために、疾病の早期発見及び症状の緩

和、医療費に係る啓発活動等に関する各種事業

を実施するものでございます。 

 決算額は３１３３万７０００円で、特定財源

の４７０万７０００円は県からの特別調整交付

金でございます。 

 不用額の７１９万１０００円は、健康優良家

庭の対象世帯抽出において、受診を控えること

につながらないように、また、健康維持・増進

により積極的な家庭を優良家庭として表彰する

ため、特定健診受診などの条件を追加したこと

により対象世帯数が減少したことや、脳ドック

の受診者が見込みよりも少なくなったことなど

によるものでございます。 

 主な施策の概要としましては、健康優良家庭

表彰記念品代として８４世帯、４７万６０００

円を支出しております。これは、１年間無受診
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の世帯を健康優良家庭として表彰するものでご

ざいます。なお、健康優良家庭表彰につきまし

ては、医療機関の受診を控えることにより、か

えって病気が重症化し、医療費の増大につなが

るため、平成２８年度より廃止いたしておりま

す。 

 次に、はり・きゅう、マッサージ等の助成

で、年１５回を上限に１回当たり１０００円を

助成し、７８９５件で７８９万５０００円の支

出をいたしております。 

 脳ドック助成では、１人１万５０００円を助

成して、５４８件、８２２万円を支出しており

ます。 

 医療費通知等郵便料４６６万１０００円は、

適正受診の推進等のため、受診日数や医療費の

額等の通知を年４回発送した郵便料でございま

す。 

 共同電算処理業務委託８５２万１０００円

は、レセプト疾病分類、統計作成、再審査等の

電算処理などを国保連合会に業務委託したもの

でございます。 

 国保だより等１４３万５０００円は、国保の

制度や事業内容の啓発を図るため、市報折り込

みで年４回発行しております国保だよりの印刷

製本費でございます。 

 人間ドック情報提供事業報奨金は４３件で１

２万９０００円を支出しておりますが、これ

は、人間ドックの検査結果を提供した被保険者

に３０００円を報奨金として交付しておりま

す。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

要改善としており、今後の取り組みは、必要な

予算を確保して、今まで以上に周知を図り、さ

らに事業の効果を高め、被保険者の健康増進、

医療費適正化につなげてまいりたいと考えてお

ります。 

 下段の特定健診事業は、４０歳から７４歳ま

での国保加入者を対象に、メタボリックシンド

ロームに着目した特定健康診査を行う事業でご

ざいます。 

 決算額は７５７２万５０００円で、特定財源

は国県支出金として特定健康診査等負担金の計

３４３９万６０００円と、県の特別調整交付金

の３３５万７０００円でございます。不用額１

６７３万７０００円は、健診受診者が予定を下

回ったことなどによるものでございます。 

 特定健診は、糖尿病等の生活習慣病、とりわ

けメタボッリクシンドロームの該当者、予備軍

を減少させることができるよう、保健指導が必

要な者を的確に抽出し、生活習慣の改善と生活

習慣病の予防のため、腹囲の測定及びＢＭＩの

算出等を行い、血糖、中性脂肪等の脂質、血圧

の健診結果や喫煙習慣の有無等により危険度ご

とに分類、それからクラス分けをし、クラスに

合った保健指導が受けられるようにするもので

ございます。なお、平成２４年度より、４０

歳、４５歳、５０歳、５５歳の方に対して、自

己負担無料といたしております。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

要改善としており、今後の取り組みは、自己負

担額や健診内容の見直し、受診者にとって効果

的な受診の機会を提供するとともに、健診の意

義、目的についての周知啓発を地域組織と連携

を図りながら、受診率の向上を目指してまいり

たいと考えております。 

 ２０５ページ、上段の特定保健指導事業は、

特定健診の結果、生活習慣の改善を行う必要の

ある方への保健指導に係る事業でございます。 

 決算額は１０９４万７０００円で、特定財源

は、国県支出金の４９７万２０００円で、国、

２４６万円、県、２５１万２０００円を収入し

ております。特定保健指導委託料４７３万２０

００円と非常勤職員２名分の賃金等が４３５万

７０００円、事務費等１８５万８０００円でご

ざいます。 

 特定保健指導は、対象者が健診結果より自身
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の体の状態を知っていただき、生活習慣を見直

し、改善のための目標設定や実践への支援を行

うものでございますので、生活習慣病の発症や

重症化予防に繋がり、医療費適正化の効果が期

待できます。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、要改善としており、今後の取り組みは、特

定保健指導の実施率の向上を目指すとともに、

医療機関との連携を図りながら、より効果的な

保健指導に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、主要施策についての説明を終わりまし

て、引き続き、歳入について御説明いたしま

す。 

 歳入は、八代市特別会計歳入歳出決算書に基

づき説明いたします。 

 決算書の１６ページをお願いいたします。 

 金額につきましては、１７ページの右から４

列目の収入済額で申し上げます。なお、歳出同

様、１０００円未満切り捨てで説明いたしま

す。 

 第１款、項１・国民健康保険税は３１億８６

９８万１０００円です。目１・一般被保険者国

民健康保険税の収入済額は３０億８１２８万円

でございます。節１から３までは現年課税分、

節４から６までは滞納繰越分でございます。こ

れらの一般被保険者に係る収納率につきまして

は、現年度分で９２.７５％、滞納分が１３.５

４％となっております。 

 次に、目２・退職被保険者等国民健康保険税

の収入済額は１億５７０万１０００円でござい

ます。目１と同様に、節１から３までは現年課

税分、節４から６までは滞納繰越分でございま

す。これらの退職被保険者に係る収納率につき

ましては、現年度分９６.２８％、滞納分１８.

６３％となっております。 

 なお、国保税収入済額は前年度に比べ４５８

８万８０００円、率にして１.４２％減少して

おりますが、一般と退職を合わせた現年課税分

の収納率は９２.８６％で、前年度の９２.７６

％からほぼ横ばいとなっております。 

 収納額減少の原因でございますけども、被保

険者数の減少や、制度改正に係る軽減拡大によ

り調定額自体が減少したことも大きく影響して

おります。調定額の推移を申し上げますと、平

成２６年度現年度課税分調定額が３３億７６７

５万３０００円に対して平成２７年度は３２億

９５４０万３０００円と、８１３５万円、率に

して２.４１％の減となっております。 

 これは、６５歳以上７５歳未満の前期高齢者

人口が増加傾向にある中、被保険者の全体数は

減少しておりまして、中でも１５歳以上６５歳

未満の生産年齢人口の減少が顕著であることが

原因で、今後はしばらくの間は現役世代の減少

が続き、現状のままでは健全な財政運営を行う

ための賦課総額の確保は厳しい状態が続くもの

と思われます。 

 次の１８、１９ページをお願いいたします。 

 第２款・使用料及び手数料、項１・手数料、

目１・督促手数料の収入済額は３００万７００

０円でございます。これは、滞納世帯への督促

状送付の手数料収入でございます。 

 第３款・国庫支出金は５７億１８１７万円で

ございます。 

 項１・国庫負担金、目１・療養給付費等負担

金３５億２９５７万４０００円は、一般被保険

者の療養給付費などの費用の３２％が国から概

算交付されたものでございます。 

 目２・高額医療費共同事業負担金の１億３５

３万５０００円は、高額医療費共同事業医療費

拠出金に係る国の負担金でございます。負担割

合は、対象となる拠出金の４分の１となってお

ります。 

 目３・特定健康診査等負担金の１９４７万８

０００円は、特定健診事業、特定保健指導事業

に係る国の負担金で、負担割合は、対象経費の



 

－43－

３分の１となっております。 

 後ほど出てまいりますが、県支出金にも同じ

負担割合での同様の負担金がございますが、平

成２７年度の国の負担金につきましては、国の

予算の都合などで一部カットされておりまし

て、県の負担金と金額が相違いたしておりま

す。 

 項２・国庫補助金、目１・財政調整交付金２

０億６５５８万３０００円で、節１・普通調整

交付金１４億６８７２万円と、節２・特別調整

交付金５億９６８６万３０００円となっており

ます。普通調整交付金は各市町村の財政力の不

均衡を調整するために、また特別調整交付金は

各市町村保険者の特別な事情や特別な事業の実

施に対して国から交付されるものでございま

す。 

 続きまして、第４款、項１、目１、節１・療

養給付費等交付金の５億４７９１万円は、退職

者医療被保険者の医療費に充てるために、社会

保険診療報酬支払基金から概算で交付されたも

のでございます。療養給付費等交付金につきま

しては、前年度と比較し約２億３０００万の減

少となっておりますが、これは退職者医療被保

険者の医療費が減少したことなどによるもので

ございます。 

 第５款、項１、目１・前期高齢者交付金３５

億４０５２万２０００円は、歳出で説明いたし

ました保険給付費のうち、６５歳から７４歳ま

で、いわゆる被保険者の医療費について、制度

上発生します医療保険制度間の不均衡を調整す

るための交付金でございます。 

 前期高齢者交付金につきましては、前年度と

の比較で約３億１０００万の増収となっており

ますが、これは前々年度であります平成２５年

度に生じた前期高齢者医療費の精算を平成２７

年度の交付金で行われたため生じたものでござ

います。 

 第６款・県支出金は、９億３００９万１００

０円です。 

 項１・県負担金、目１・高額医療費共同事業

負担金１億３５３万５０００円は、国庫負担金

同様、県の負担分で、負担割合は４分の１とな

っております。 

 目２・特定健康診査等負担金は１９８９万円

でございまして、国庫負担金と同様、県の負担

分でございます。特定保健事業、特定保健指導

事業ともに負担割合は３分の１となっておりま

す。先ほど国庫支出金の際申し上げましたとお

り、金額が相違しております。 

 引き続き、２０ページの項２・県補助金、目

１・県調整交付金は８億６６０万１０００円で

ございます。内訳は、節１・普通調整交付金７

億９７０３万３０００円、節２・特別調整交付

金９５６万８０００円となっております。 

 普通調整交付金は県内各市町村の国保の財政

を調整するために、特別調整交付金は収納率の

向上の場合や医療費の適正化対策や保健事業を

行った場合などに県から交付されるものでござ

います。 

 第７款、項１・共同事業交付金は５２億７４

６２万３０００円です。 

 目１・高額医療費共同事業交付金４億８６５

６万２０００円と目２・保険財政共同安定化事

業交付金４７億８８０６万円は、共同事業の対

象となった医療費の財源として国保連合会から

交付されたものでございます。 

 なお、歳出の際申し上げました拠出金と同様

に、保険財政共同安定化事業の制度改正により

大幅増となっております。 

 第８款・財産収入、項１・財産運用収入、目

１、節１・利子及び配当金は、国民健康保険財

政調整基金の預金利子２４１万５０００円でご

ざいます。 

 第９款・繰入金は１５億３２９７万９０００

円で、うち項１・一般会計繰入金は１３億５７

３７万７０００円でございます。これは全て法
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定繰入分、いわゆるルール分でございます。 

 内訳といたしまして、まず、節１・職員給与

費等の繰入金１億９４３７万３０００円は、国

保事業に要します人件費１９名分などが主なも

のでございます。節２・出産育児繰入金４６７

５万５０００円は、出産育児一時金の決算額の

３分の２に相当するものでございます。節３・

保険基盤安定繰入金９億１０６４万４０００円

は、一般被保険者の低所得世帯に係る保険税軽

減によって生じる財源不足に対するものでござ

います。前年度に比べ１億９０００万ほどの増

となっておりますが、国の改革に伴う制度改正

によるものでございます。節４・財政安定化支

援事業繰入金は２億５６０万４０００円でござ

いますが、病床数が多いなど、地域の特性によ

る国保財政の負担の増加に対する支援分でござ

います。 

 項２・基金繰入金、目１・財政調整基金繰入

金１億７５６０万１０００円でございます。 

 これは、医療費の急増と被保険者数減少に伴

う保険税の調定額の減等による税収減により歳

入不足となったため、やむを得ず基金を取り崩

し、繰り入れたものでございます。なお、同様

の繰り入れが医療費の急増のあった平成２５年

度より続いておりまして、平成２７年度末の基

金残高はゼロとなっております。 

 続きまして、２２、２３ページをお願いいた

します。 

 第１０款、項１、目１、節１の繰越金は、前

年度決算の剰余金８１２万８０００円でござい

ます。 

 第１１款・諸収入は１億６１２８万１０００

円でございます。 

 項１・延滞金加算金及び過料、目１、節１・

一般被保険者延滞金２３３万円は、保険税の滞

納に対する延滞金でございます。 

 項２、目１、節１・市預金利子は１０００円

でございます。 

 項３・雑入は１億５８９４万９０００円でご

ざいますが、その内訳は、目１、節１・一般被

保険者第三者納付金３１４４万４０００円でご

ざいますが、国保加入者が交通事故など第三者

行為の被害者となった場合に、治療のため一時

的に保険を使用した分を過失割合等に応じて加

害者に請求し、徴収したものでございます。 

 目３、節１・一般被保険者返納金９３万７０

００円は、一般被保険者が社会保険の資格を取

得した後に八代市国保の保険証を提示し医療機

関を受診したため、保険給付費を御返納いただ

いたものが主なものでございます。 

 目５、節１・雑入は１億２６０１万１０００

円でございますが、臨時職員雇用保険料の自己

負担分などのほか、今年度は熊本県国民健康保

健団体連合会の積立金処分に係る市町村への返

還金１億２５８８万２０００円があり、決算額

が大きくなっております。 

 次の２４、２５ページをお願いいたします。 

 目６、節１・特例措置療養費一部負担金は５

５万６０００円でございますが、平成２０年４

月１日から７０歳以上７４歳以下の被保険者の

負担割合が２割とされましたが、特例措置によ

りまして平成２６年３月３１日までは１割に据

え置かれておりました。平成２７年度以降も、

２６年度末までに７０歳に到達した被保険者に

つきましては引き続き据え置かれ、その差の１

割分を国が負担するものでございます。 

 以上、歳入の合計は２０９億６１１万２００

０円でございます。 

 最後に、３６ページをお願いいたします。実

質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額２０９億６１１万２０００円、歳出

総額２１２億４０７１万７０００円、歳入歳出

差引額マイナス３億３４６０万５０００円で、

実質収支額もマイナス３億３４６０万５０００

円でございました。 

 このように、冒頭申し上げましたとおり、合
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併以降初めての赤字決算となり、平成２８年度

の歳入より繰り上げ充用にて、対応したところ

でございます。 

 近年の厳しい財政状況のきっかけとなったの

が平成２５年度の医療費の急増でございます。

翌２６年度は前年度比では微増にとどまりまし

たが、いわば高どまりの状況で推移し、さらに

平成２７年度で２５年度の伸びに迫る勢いで急

増に転じました。一方で被保険者数の減少、特

に生産年齢人口の減少に伴う税収の減少も同時

に進行し、歳入不足に陥り、基金の取り崩しで

何とか収支をとってきたものの、平成２７年度

に基金が底をついた結果、赤字決算となった次

第でございます。 

 医療費の増加と税収の減少の傾向は、人口の

減少と高齢化という社会的要因を背景にしてお

りまして、さらに団塊の世代の方々が前期高齢

者、いわゆる６５歳から７４歳に差しかかって

おられ、しばらくは引き続くものと思われま

す。 

 そもそも、国保特別会計におきましては、歳

出のほとんどが義務的な経費でございます。本

市の場合、２１２億円の歳出のうち医療費の支

払いである保険給付費が５９％の１２５億円、

後期高齢者支援金、介護納付金、共同事業拠出

金等法令等に基づく義務的経費を含めると２０

６億円で、９７％を占めております。 

 対しまして、歳入においては自主財源である

税収は３２億円で、全体２０９億円の１５％ほ

どで、国、県等からの負担金、補助金等に頼っ

ているような状況でございます。 

 そうした状況の中、医療費の適正化や税収確

保のための賦課の適正化、収納努力を地道に続

けていかなければならないことは言うまでもご

ざいませんが、同時に、財政状況の健全化のた

めの根本的な対策として、平成２８年度におい

ては、議会の御承認をいただき税率等の改定を

実施し、被保険者の皆様方に御負担をお願いし

たところでございます。 

 しかしながら、御案内のとおり、国の改革に

伴う大きな変動の時期にありまして、平成３０

年度には都道府県化も控えております。まだま

だ不透明な部分も多く、情報収集に努めなが

ら、医療費、それから税収の状況を的確に把握

し、今後の安定した国保運営を確保するために

さらなる検討を重ねていかなければならないも

のと考えております。 

 以上で、議案第１１２号・平成２７年度八代

市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について

の説明を終わらせていただきます。御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（松永純一君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（古嶋津義君） ２０４ページの特定健

診事業でありますが、予定数を下回ったその原

因は何でございましょうか。 

○健康推進課長（豊田幸子君） 健康推進課、

豊田でございます。 

 ２７年度の受診率目標を４０％ということ

で、１万１４６６人の予定で予算を計上してお

りましたが、受診者が９２５８人の実績にとど

まったということです。この理由としまして

は、健診の必要性の周知が少なかったものと思

います。 

 以上です。 

○委員（古嶋津義君） 医療費適正化推進事業

とちょっとリンクしますが、特定健診の内容に

問題はなかっでしょうか。 

○健康推進課長（豊田幸子君） 特定健診の内

容につきましては、国の標準内容に合わせまし

て、空腹時血糖とか、腎機能検査など、クレア

チニン検査とかですね、尿酸などは国の内容よ

りも加えまして以前から実施しております。で

すけれども、２８年度からは新たに貧血や心電

図、尿検査をですね、またさらにプラスして、

健診内容を充実したものとして提供するという



 

－46－

ことにしております。２８年度もそれで実施し

ております。 

○委員（古嶋津義君） 特定健診だから国のメ

ニューに沿ってのあれだろうと思いますが、普

通、胃が調子の悪かったら胃カメラを飲むとか

ですね、便にちょっと潜血とか、黒かったりす

れば大腸ファイバーを飲むとか、いろいろあり

ますが、その辺のところが私はネックじゃない

かなというふうに思っております。これを、特

定健診を受けてもですね、あんまり効果がなか

っじゃなかっかなと、私は前からそういうふう

に思っております。その辺のところが健診率が

低いのの原因ではないのかなというふうに思っ

ておりますが、その辺の改善とか、そういうの

は、少しでも受診者がふえてですよ、ふえるよ

うな方向に行って、言うなれば、一番先には健

康保険税の赤字にならないような方策をとらな

ければいけないと思いますが、その辺の、少し

でもふやすように、健診内容を国のメニューだ

けじゃなくて、そういうことはできないのでし

ょうか。 

○健康推進課長（豊田幸子君） 特定健診は胃

カメラとかがん検診とは違いますので、特定健

診の中身は今年度さらに、先ほど言いました眼

底検査も含めまして充実しているところです。

がん検診等は特定健診と同時に実施できるよう

な複合健診あたりを取り入れて実施しておりま

すので、同時実施で受けていただければと思い

ます。 

 また、受けないという理由の大半というか、

多くにですね、通院中で治療をしているからと

いう方が多くいらっしゃいますので、通院中で

もほかの病気が、生活習慣病の病気が見つかり

ますし、内服してても自己で生活改善をして検

査結果がよくなるということが必要と思われま

すので、治療中の方でもそういう特定健診を受

けていただくようにお願いしているところで

す。あらゆる機会を通じて、受診していただく

ように強化してまいりたいと思います。 

○委員（古嶋津義君） 答弁される内容につい

ては十分理解をしますもののですね、私が言っ

ているのは、今、こういう健診を受けようとす

るときはですね、やっぱり高度な健診の、診療

の医療機器の中でやっぱり健診をしたいという

思いがありますので、こういう、このメニュー

じゃですね、なかなか受けに行こうという、私

もですが、気にはなりませんもんですから申し

上げたところでありますので、国のメニュー等

もあるとは思いますものの、この辺のところは

ですね、改善しなければ、やっぱりただ予算の

消化だけにつながっていくのではないかという

ふうに私自身は思っております。その辺のとこ

ろをもう一度検討をしていただければというふ

うに思っております。 

○委員長（松永純一君） いいですか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 今の関連なんですけ

ど、私は、――これ、ワンコインでしたっけ、

特定健診。（｢はい」と呼ぶ者あり）利用させ

ていただいてもう３年ぐらい、２年か、ことし

……、ことしから５００円だったのかな。前は

８００円だったと思いますが。私としては、特

定健診というのがですね、送ってきて、受けさ

せていただくのはありがたいと思ってます。 

 今、古嶋先生がおっしゃったのにプラスして

ですね、オプションで、例えば、自分の健診し

たい部分をですね、プラスアルファしていくよ

うなセットがですね、メニューとしてあれば、

より受診の機会も上がるんじゃないかなという

のは思ってます。 

 それと、その後にですね、すぐ特定健診の結

果を送ってきていただいて保健指導をしていた

だくんですけれども、その内容もですね、なか

なか、１時間程度詳しく指導していただいてで
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すね、本当にいい制度だなと、仕組みだなとい

うふうに思ってます。ただ、自分が指導に従わ

ないのがですね、非常に申しわけなく思ってま

すけど。この保健指導のですね、何ですか、時

間帯というのがやっぱりどうしても働いている

人にとってはですね、庁舎があいている時間帯

に限られているんじゃないかなと思うんですよ

ね。 

 そこで、週に１回とは言いませんけど、働い

て日中に保健指導を受けられないような方がい

らっしゃるとすればですね、月に２回でもいい

でしょうし、夜間もですね、７時ぐらいまでの

間にでもですね、できればなと思いますけど、

その辺の可能性というのはどうでしょうか。 

○健康推進課長（豊田幸子君） 保健指導で日

中、受診者が都合が悪いときには、夜間とか休

日でも、本人さんの希望によってですね、合わ

せて指導を行うようにしております。 

○委員（堀 徹男君） あ、そうですか。じ

ゃ、もう既にやられてるということで、安心し

ました。 

○委員（古嶋津義君） もう一点。ちょっとお

尋ねがありましたのでお尋ねさせていただきま

すが、国民健康保険給付の中で高額医療費があ

りますですたいね。これは、高額医療の場合は

自分から申請をしなければならないんですか。

そっちから、レセプトあたりで１カ月か２カ月

おくれで担当課のほうから高額医療ですからと

いうふうにして何か送ってくるわけですか。 

○国民ねんきん課副主幹兼医療給付係長（秋永

誠一君） 医療給付係の秋永と申します。よろ

しくお願いします。 

 ただいま高額療養費の申請につきまして御質

問がありましたが、病院のほうで受診をされま

して、領収書を持ってきていただければその場

で高額医療費の手続はできますし、また、なか

なか高額医療費ということでですね、わかりに

くいことがあると思いますので、一応、高額の

申請の勧奨をですね、大体、５カ月後ぐらいに

ですね、診療を受けられて、今、発送をしてい

るところでございます。診療を受けられて２カ

月後にレセプトが市役所のほうに届きまして、

それからこちらで確認をしてから、約５カ月後

に送るような形で申請勧奨を行っているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員（古嶋津義君） じゃあ、行ってもいい

し、行かなくても５カ月後はそっちから来ると

いうことですね。 

○国民ねんきん課副主幹兼医療給付係長（秋永

誠一君） ５カ月後に申請勧奨いたしますの

は、各世帯、５０００円以上勧奨がある方につ

いて勧奨をしているというところでございま

す。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（島田一已君） １９９ページ下段ので

すね、国民健康保険保険給付費でございますけ

れども、国県支出金が４９億ぐらいありますよ

ね。これは毎年このような状況なのか、いろい

ろ増減するのか、それをちょっと私、知らない

もんですから、教えていただきたいと思いま

す。 

○国民ねんきん課副主幹兼保険税係長（園部慎

治君） 保険税係の園部でございます。よろし

くお願いいたします。 

 御質問にございました国県支出金でございま

す。主要な施策の概要で、右側にございます財

源内訳で療養給付費負担金、普通調整交付金、

特別調整交付金、普通調整交付金とございま

す。これらのものについては、ほかに充てるべ

きところもございまして、全額ではございませ

んが、一定程度充てるような形になって、ほぼ

例年、おおよそ同じようなところで財源充当さ

れているような形になります。 

 以上でございます。 
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○委員（島田一已君） わかりました。ありが

とうございます。 

 もう一ついいでしょうか。 

○委員長（松永純一君） はい、どうぞ。 

○委員（島田一已君） ２０４ページ、特定健

診事業でございますけれども、国県支出金と一

般財源が大体同じぐらいの額ですけども、これ

は何か意味があるんでしょうか、同じような額

であるのは。これ、よくわからないんですけど

も。 

○健康推進課長（豊田幸子君） 総事業費の３

分の１ずつでございます。特別調整交付金のこ

とですか。 

○委員（島田一已君） あのですね、国県支出

金の額と一般財源の額が同じぐらいなんですけ

どもという、何か意味があるんですかというこ

とですけれども。 

○委員長（松永純一君） 佐藤課長が答えたほ

うがよかっじゃなか。 

○理事兼国保ねんきん課長（佐藤圭太君） 特

別に意味は――、たまたま県支出金のほうが３

７７５万３０００円、差し引きました一般財源

が３７９７万２０００円ということで、差し引

きがたまたま同じ金額、近かったということで

ございます。 

○委員（島田一已君） あ、そうですか。あり

がとうございます。 

○委員（矢本善彦君） ２０３ページの国保保

健指導事業ですけれども、この重複受診者とか

頻回受診者の指導はどのような指導をされてい

るのか、ちょっとお聞かせください。 

○理事兼国保ねんきん課長（佐藤圭太君） 重

複頻回、この指導事業についてということでご

ざいますけども、１カ月に４カ所以上の異なる

医療機関もしくは同じ診療科で２カ所以上受診

している重複受診者や１カ月に同じ医療機関を

１５回以上受診している頻回受診者に対しまし

て、保健師による個別指導を実施しておりまし

て、個別の状況を把握した上で、適正受診をお

願いしているところでございます。 

 平成２６年度につきましては、１５４名を訪

問し、１人当たりで大体、月３７００円ぐらい

の削減効果があっております。平成２７年度に

つきましては、１４７名を訪問し、１人当たり

の費用額で言いますと９１３４円ぐらいの削減

効果があっております。今後もこの事業につい

ては引き続き続けていきたいと考えておりま

す。 

○委員（矢本善彦君） ありがとうございまし

た。それからですね、２０２ページの医療費適

正化推進事業でですね、ジェネリックの薬を、

ジェネリックにされている、保険証に張ってお

られる方は何％ぐらいあるんですかね。生活保

護で聞きましたときは７５％と聞きましたけど

も、国保の場合はどのくらいあるのかなと思っ

てから。わかりますかね。 

○理事兼国保ねんきん課長（佐藤圭太君） シ

ールのことですよね。（委員矢本善彦君「う

ん、張ってる人」と呼ぶ）一応、ジェネリック

医薬品につきましては、国においてですね、２

５年の４月に示された、使用促進のためのさら

なるロードマップというのを示されまして、平

成３０年度末までに６０％以上という目標を掲

げておりまして、そのため、国においては、保

険者に対しまして、ジェネリック医薬品の差額

通知の推進、それから、希望カードを市民に配

布による普及促進を図るよう、市町村に依頼が

あっております。 

 ただ、その数字といいますか、そこまでは把

握してないんですけども、（委員矢本善彦君

「ああ、そうですか｣と呼ぶ）ジェネリック医

薬品の差額通知というのを配布しておりまし

て、これが年２回、ジェネリック医薬品の差額

通知を発送しております。昨年８月に３８０８

通、それからことしの２月に３６５９通、合計

で７４６７通の発送をいたしておりまして、こ
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の差額通知のですね、医療費の削減効果といた

しましては、ことし１月に発送した被保険者の

動向を追跡調査しました国保連合会の資料を見

ますと、発送後の３カ月間で新薬をジェネリッ

ク医薬品に切りかえた人の数が２７０人で、発

送した方の約７.３％の方が切りかえておられ

ます。削減効果はですね、１人当たり約４２万

５０００円となっておりますので、これを１年

間に換算しますと大体、年間５１０万ほどの削

減効果につながっているというところでござい

ます。 

○委員（矢本善彦君） 私もですね、保険証が

送ってきてから張っておるんですけども、テレ

ビでも放映をしてますけどね、なかなか、関心

がなかんば張らぬとですよ。それ、ちっちゃい

でしょう。だから、もう張ってやったらどうで

すかなと思って。それはそういうわけにはいか

ぬでしょうな、やっぱり。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） いろんなですね、手だ

て、予防だったりとか、出ていく側の歳出を抑

える手だてはいろいろとられてると思うんです

けど、やっぱり根本的な問題はその入りの部分

であって、収入未済額が８億８０００万です

か、これがですよ、やっぱりそもそもの資金不

足の大きな原因じゃないかなというふうに単純

に思うわけですよね。不納欠損だけでも１億３

５００万円ですか。回収そのものにはですね、

大変な御苦労を伴うもんだろうとは思うんです

けれども、実質、被保険者ですか、数が先ほど

三万八千八百何十人とかってありましたけど、

そのうちの、さっきの率からいくと１２.何％

というのがですね、滞納ということであって、

それ相応の人数の方がいらっしゃると思うんで

すけど、もう本当に単純なお話なんですけど、

回収って難しいんですかね。 

○納税課長（機 智三郎君） 納税課の機でご

ざいます。 

 収入未済額につきましては、監査委員意見書

の８０ページの収入状況の表にもございますよ

うに、滞納繰越分が約６億４８００万円、２７

年度の現年度分につきましてが約２億３３００

万円で、合計の８億８１６５万４０００円とな

っております。 

 前年度に比べますと３４００万円ほど減少し

ている状況でございますが、平成２３年度の収

入未済額約１１億５０００万円と比べますと約

２億７０００万円の減少となっておりまして、

５年間で２３％ほど減少している状況でござい

ます。 

 収入未済額の削減に向けましては、市税と同

様に、現年度分を優先的に繰り返しの催告と早

期の滞納処分を実施することによりまして推進

しておるところでございます。また、一括の納

付が困難な方に対しましては、納税相談員を通

じまして分納を推進するなど、できる限りの納

付をお願いしているところでございます。 

 しかしながら、国保税の場合は、所得がない

方や、低所得者の方でも課税が発生しますこと

から、これらの方々が滞納となるケースが多く

なっております。当然、財産処分、調査等も行

いますが、その結果、納付能力がなく、差し押

さえ可能な財産もない方の場合は執行停止を行

い、３年間は納付能力の回復を見守ることとな

り、この間は収入未済額として計上されること

となります。その後、３年経過しても納付能力

の回復が見られない場合は、最終的に不納欠損

をしている状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） 制度自体がですね、そ

もそも国の制度であってという、何ていうんで

すかね、自治体で単純に解決できるようなもの

じゃないというのもわかってるんですけどね、

国民健康保険の被保険者そのものがですね、今
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おっしゃったような状況下にあるということ

で、なかなか回収が難しいという方がですね、

そもそも被保険者であるということも考えると

ですね、大変なことだなというふうには思って

ます。 

 ただ、２７年度も３億何ぼの赤字が出て、今

後も見込まれるということであればですね、一

般会計からの繰り入れということになると、ど

うしてもやっぱり財源を圧迫してるということ

には変わりはないのでですね、少しでも赤字削

減、単純に言うと赤字削減ですよね、向けての

努力はですね、本当、厳しいとは思いますけ

ど、頑張っていただかぬとしようがないかなと

いうふうに思います。 

 ある自治体のですね、首長さんとお話をした

ときに、八代もいよいよもう赤字ですよって言

ったらですね、ああ、今ごろですか、うちはも

う何年も前からもう赤字ですよということで、

よく頑張っておられましたねという言葉をいた

だきましたのでですね、八代はよかったほうな

のか、頑張っておられたほうなのかなというの

は思いましたけど、同じような額がですね、今

後も続くようであれば、ぜひ努力をですね、厳

しいでしょうけど、重ねていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） ２０２ページの共同事

業拠出金の件、ちょっと教えていただきたいん

ですが、結局、その費用の中に非常に、５０億

以上の拠出金があるわけですが、これに対して

の入りの部分というのはどうなの。八代の場

合、これを出すことによってメリットがあるの

かないのか、その辺の部分をちょっと教えてい

ただきたいんですが。 

○理事兼国保ねんきん課長（佐藤圭太君） 先

ほど主要施策のほうで説明いたしました……、

済いません、先ほどの主要施策の１９７ページ

を見ていただきますと、共同事業、そして右

側、歳出のほうの７項目目に共同事業拠出金５

０億８９００万という歳出がございます。それ

に対しまして、歳入の共同事業交付金という形

で、（委員橋本幸一君「共同事業交付金、あ、

これ、５２億」と呼ぶ）５２、はい、７４００

万ということで、若干、歳入のほうが多くもら

っているという状況、（委員橋本幸一君「この

分がこれにつながるわけですね」と呼ぶ）はい

はい。 

○委員（橋本幸一君） わかりました。ありが

とうございます。 

 もう一つです。先ほど健診のことをいろいろ

あったんですが、やはりこれからはもう、本

当、先ほどの滞納分ももちろんですが、予防医

療ということに努めていくとき、そこはどうし

ても避けて通れぬ部分、ここをやっぱりどうし

ても重点的にしていかなければならないという

ことも私も考えるわけですが、先ほどの健診の

中で、オプションですね、オプションの部分を

もうちょっとですね、層を厚く、例えば、この

前、一般質問でもあったんですが、男の場合は

前立腺の検診とか、いろんな、今、一番重要

な、やっぱり医療費のかかるような部分の検診

というのをですね、その辺の層を厚くしていく

考えはないのかどうか、その辺について、どう

お考えでしょう。 

○健康推進課長（豊田幸子君） 国保健診の中

でさまざまな健診内容を選べるように、１日ミ

ニドックのような形でやっておりますし、前立

腺がんにつきましても、各地を回る巡回健診や

医療機関健診の中にも入れておりますので、今

後は国保健診の中にも前立腺がんを入れたりと

かですね、そういうことは今後必要かなとは思

います。 

○委員（橋本幸一君） 私も複合健診のあると

き、どうしてもやっぱり何か、もうちょっと物
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足りないなという思いが今しているわけで、１

年交代でですね、私はもう、人間ドックに入っ

たり、地元の健診にしたり、１年交代でしてる

んですが、ぜひですね、もうちょっと層を厚く

すれば、地元での健診で続けてもいいかなとい

う思いもするわけですから、その辺をもうちょ

っと考えていただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） ちょっとお尋ねします

けども、納税相談員さんが１４名かな、おられ

ますね。年間どのぐらいの徴収額なんですか。 

○納税課長（機 智三郎君） 納税相談員さん

につきましては、平成２７年度は１２名でござ

います。（委員矢本善彦君「１２名」と呼ぶ）

はい。徴収の実績としましては、国保税につき

ましてが１億１３９１万５０００円程度でござ

いまして、市税も合わせますと２億１７７２万

６０００円程度の収納実績となっております。 

 以上です。 

○委員（矢本善彦君） はい、わかりました。

ありがとうございます。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） なければ、以上で、

議案第１１２号・平成２７年度八代市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算についての質疑を終

わります。 

                              

◎議案第１１３号・平成２７年度八代市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算 

○委員長（松永純一君） 次に、議案第１１３

号・平成２７年度八代市後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算について、歳入歳出一括して説

明を求めます。 

○理事兼国保ねんきん課長（佐藤圭太君） 引

き続きよろしくお願いいたします。座って説明

させていただきます。 

 議案第１１３号・平成２７年度八代市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算について御説明

いたします。 

 後期高齢者医療制度は、７５歳以上の方と６

５歳から７４歳までの方で一定の障害を持つ方

を対象とした医療制度で、県内全ての市町村が

加入します熊本県後期高齢者医療広域連合、以

下、広域連合と申し上げます、この広域連合が

運営主体となり、被保険者の認定や保険料の決

定、医療の給付などの制度の運営を行っており

ます。 

 一方、市町村におきましては、住所変更や給

付申請などの届け出窓口となり、保険証の引き

渡しや保険料の徴収などを行っております。 

 なお、後期高齢者医療制度の財政運営は、原

則として、国や県、市町村が負担する公費約５

割、それから、国民健康保険や被用者保険など

現役世代からの支援金約４割、被保険者の方か

ら納めていただく保険料約１割で運営されてお

ります。 

 それではまず、平成２７年度における主要な

施策の成果に関する調書及び土地開発基金の運

用状況に関する調書その２の２０８ページをお

願いいたします。 

 まず、左側の歳入でございますが、表の下

段、合計の行（Ａ）の決算額は、１６億３８７

６万５０００円で、予算現額に対する割合は９

８.１％でございます。また、前年度と比較し

ますと、保険料収入の減少により８４７万６０

００円、率にして０.５％の減となっておりま

す。 

 次に、右側、（Ｂ）の歳出決算額は１６億７

６４万１０００円で、予算現額に対し９６.２

％の執行率となっております。なお、前年度と

比較いたしますと、６５１万８０００円の減

額、率にして０.４％の減となっております。 
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 その下、歳出歳入差引額は３１１２万４００

０円でございますが、こちらは出納整理期間中

に収納した保険料収入分でございまして、２８

年度に広域連合へ支払うこととなります。 

 それでは、歳出について御説明いたします。 

 科目１・総務費で６９３１万１０００円。そ

のうち（１）一般管理費の６２９０万８０００

円は、広域連合への派遣職員を含む職員８名分

の人件費や、保険証の交付等に要する事務費で

ございます。なお、不用額３２２万９０００円

につきましては、人件費の不用額２３７万８０

００円が主なものでございます。 

 次の（２）徴収費の６４０万３０００円は、

保険料決定通知書や納付書の郵便料など、保険

料の徴収業務に要する経費でございます。 

 次に、科目２・後期高齢者医療広域連合納付

金は１５億１４９２万９０００円で、そのうち

（１）の被保険者保険料納付金につきまして

は、後ほど主要施策の中でも御説明いたします

が、広域連合において賦課しました保険料を被

保険者から徴収し、広域連合へ納付するもの

で、１０億２６８９万１０００円でございま

す。 

 次の（２）保険基盤安定分担金は、低所得者

に係る保険料の均等割額を軽減することにより

生じます財源不足を公費で補うもので、４億８

８０３万８０００円を支出いたしております。 

 次に、科目３・保健事業費につきましては、

こちらも主要施策の中でも御説明いたします

が、健康保持増進事業といたしまして２１６３

万１０００円を支出しております。 

 次の科目４・諸支出金は、過誤納付に係る過

年度分の保険料を還付したもので、還付加算金

を含めた決算額は１７７万円でございます。 

 それでは、個別の主要施策について御説明い

たします。主要施策、２０９ページをお願いい

たします。 

 まず、被保険者保険料納付金事業ですが、先

ほど歳出のところでも御説明いたしましたが、

被保険者から徴収した保険料や延滞金を広域連

合へ納付するもので、決算額は１０億２６８９

万円でございます。なお、保険料収入額が当初

見込み額に比べ少なかったため、４６０２万１

０００円の不用が生じております。また、今後

の方向性といたしましては、関係法令に基づく

義務的事業であることから、現行どおり、市に

よる実施といたしております。 

 次に、健康保持増進事業のはり・きゅう助成

ですが、高齢者の健康増進に寄与することを目

的に、はり・きゅう等の施術料の一部を助成す

るもので、国民健康保険と同様、指定の施術機

関において、はり・きゅう等の施術を受けられ

る方へ１回につき１０００円、年間１５回を上

限とした施設利用券を交付し、助成するという

ものでございます。施設利用助成金として施術

所に対し７２３万２０００円、また、利用者に

対し年２回、利用状況をお知らせする郵便料な

どの事務費８万６０００円を支出しており、財

源といたしましては、全額、一般会計からの繰

入金でございます。なお、不用額１８０万１０

００円は、はり・きゅう助成に係る補助金１７

６万８０００円が主なものでございます。 

 また、今後の方向性といたしましては、高齢

者の健康保持増進事業として長期にわたり継続

されており、また将来的な医療費抑制につなが

る施策であることから、現行どおり、市による

実施といたしております。 

 次に、２１０ページをお願いいたします。 

 健康保持増進事業の高齢者健診ですが、高齢

者の医療の確保に関する法律第１２５条の規定

に基づき、生活習慣病の早期発見と健康保持増

進を目的に、広域連合からの受託事業として実

施するものでございます。 

 決算額１０４２万５０００円は、受診者数１

２９５名分の健診委託料９３３万３０００円や

データ管理手数料３４万円が主なものでござい



 

－53－

ます。 

 なお、不用額３８２万６０００円につきまし

ては、健診受診者が予定を下回ったことなどに

よるものでございます。 

 また、今後の方向性としましては、高齢者の

生活習慣病等の早期発見と健康保持増進を目指

すため、市による実施、要改善としております

が、本健診の受診率６.２７％は県内平均と比

較しても低く、また目標受診率に達していない

ことから、前年度受診歴がある方には同様の受

診券を送付し、申し込みの簡素化を図るなど、

受診率向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、健康保持増進事業の後期高齢者モデル

事業ですが、こちらは広域連合を実施主体とし

た新規事業として、本市がモデル地区となり、

在宅等の後期高齢者に対しまして専門職による

相談会や個別指導を実施したものでございま

す。 

 具体的には、服薬にお困りの方への相談窓口

の開設や薬局での立ち寄り相談の実施、薬剤師

による訪問服薬指導、また、口腔ケアを要する

ものの歯科医院に通院困難な在宅療養患者に対

して、歯科衛生士による個別訪問指導を行って

おります。 

 決算額は３８８万９０００円、八代薬剤師会

及び熊本県歯科衛生士会への委託料３７３万４

０００円が主なもので、財源は全額、広域連合

からの補助金でございます。 

 なお、不用額１４２万６０００円につきまし

ては、薬剤師による訪問服薬指導事業におい

て、訪問指導対象者の抽出が当初予定したとお

りに行えず、訪問指導実績につながらなかった

ことによるものでございます。これは、多職種

連携を重視し、ケアマネジャーを介して相談を

申し込む方法にしたことが原因で、ケアマネジ

ャーの服薬管理に対する認識不足に加え、医師

や薬剤師に対する垣根の高さがあり、気軽に相

談できない状況にあったためと考えられます。 

 また、今後の方向性としましては、地域包括

ケアシステムの構築に向け、多職種による医療

と介護の連携体制づくりを推進するための事業

であることから、現行どおり、市による実施と

いたしております。 

 引き続き、歳入の説明をいたします。八代市

特別会計歳入歳出決算書の４６ページをお願い

いたします。なお、説明は１０００円未満を切

り捨てて説明させていただきます。 

 金額につきましては、４７ページの右から４

列目の収入済額をごらんください。 

 まず、款１、項１・後期高齢者医療保険料で

すが、収入済額は１０億２４７６万８０００円

でございます。 

 目１・特別徴収保険料の６億８７８０万４０

００円は、年金からの天引きにより収納したも

のでございます。 

 目２・普通徴収保険料は納付書や口座振替に

より収納しましたもので、節１・現年度分が３

億３１７７万６０００円、節２・滞納繰越分が

５１８万８０００円でございます。 

 なお、徴収率は、滞納繰越分で前年比１４.

５ポイント増の４９.８％、全体では０.１ポイ

ント増の９９.２％となっており、今後も引き

続き、被保険者間の負担の公平性及び財源確保

のため、収入未済額の解消に努めてまいりま

す。 

 次に、款２・使用料及び手数料、項１・手数

料、目１・督促手数料は２０万５０００円でご

ざいます。 

 次に、款３・繰入金、項１・一般会計繰入金

の収入済額５億６１９８万８０００円のうち目

１・事務費繰入金の７３９５万円は、広域連合

への派遣職員２名を含む職員８名分の人件費

や、各業務に必要な事務経費分を一般会計から

繰り入れたものでございます。 

 また、目２・保険基盤安定繰入金４億８８０
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３万８０００円でございますが、こちらは、歳

出のほうで御説明いたしました低所得者の負担

軽減を図るため、保険基盤安定分担金の財源と

して県が４分の３、市が４分の１をそれぞれ負

担するもので、県の負担分３億６６０２万８０

００円と市の負担分１億２２０１万円を合わせ

まして繰り入れたものでございます。 

 続きまして、款４・繰越金で、収入済額は３

３０８万２０００円でございます。この繰越金

につきましては、出納整理期間中に収納した２

６年度分の保険料で、保険料納付金として２７

年度に広域連合へ支出しております。 

 次に、款５・諸収入ですが、まず、項１・延

滞金及び過料の目１・延滞金は、保険料に係る

もので、１６万２０００円でございます。 

 次に、項２・償還金及び還付加算金の目１・

保険料還付金と目２・還付加算金は、前年度以

前に徴収した保険料の還付分について広域連合

に請求を行ったものでございまして、それぞれ

１７０万８０００円と６万円でございます。 

 ４８、４９ページをお願いいたします。 

 項４・受託事業収入の目１・後期高齢者医療

広域連合受託事業収入ですが、当市で実施しま

した高齢者健診費用や健診データの管理手数料

のほか、健診に係る人件費、通信運搬費等の事

務費に対して広域連合が負担したもので、１２

８０万８０００円でございます。 

 最後に、款６・広域連合支出金でございます

が、先ほど主要施策の中で説明いたしました健

康保持増進事業の後期高齢者モデル事業に対す

る広域連合からの補助金３８８万８０００円で

ございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 最後に、５４ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入

総額は１６億３８７６万５０００円、歳出総額

は１６億７６４万１０００円で、歳入歳出差引

額は３１１２万４０００円でございます。翌年

度へ繰り越すべき財源はございませんので、実

質収支額も同額の３１１２万４０００円となり

ます。 

 この歳入歳出差引額につきましては、平成２

８年度に繰り越し、平成２８年度の保険料納付

金として広域連合へ支出するものでございま

す。 

 以上で、議案第１１３号・平成２７年度八代

市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につい

ての説明を終わらせていただきます。御審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（松永純一君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（古嶋津義君） ２０８ページでござい

ます。後期高齢者広域連合、この一般管理費、

人件費が、８名おられるということで、この広

域連合は、会長は熊本市長さんだったですか

ね。これ、職員の８名の中にうちからの出向は

何名おっとですかね。 

○理事兼国保ねんきん課長（佐藤圭太君） 広

域連合に出向しておりますのは２名です。（委

員古嶋津義君「２名ですか」と呼ぶ）はい。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） なければ、以上で、

議案第１１３号・平成２７年度八代市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算についての質疑を

終わります。 

 小会します。 

（午後３時２４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３０分 本会） 

◎議案第１１４号・平成２７年度八代市介護保

険特別会計歳入歳出決算 

○委員長（松永純一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１４号・平成２７年度八代市

介護保険特別会計歳入歳出決算について、歳入
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歳出一括して説明を求めます。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） お疲れ

のところ、恐れ入ります。 

 議案第１１４号・平成２７年度八代市介護保

険特別会計歳入歳出決算について御説明申し上

げます。失礼して座らせていただきます。 

 それでは、平成２７年度における主要な施策

の成果に関する調書及び土地開発基金の運用状

況に関する調書その２の２１１ページをお願い

します。 

 最初に、表の右側、歳出の決算について御説

明いたします。 

 款１・総務費は、３億３１６６万１０００円

を支出しております。内訳ですが、（１）一般

管理費１億８９３０万８０００円は、人件費及

び事務費などでございます。 

 （２）賦課徴収費の８４３万３０００円は、

介護保険料の賦課、徴収に要する経費です。 

 （３）介護認定審査会費２４０４万８０００

円は、八代市介護認定審査会の運営経費でござ

います。 

 （４）認定調査費の１億９８７万２０００円

は、要介護認定に必要な訪問調査や主治医意見

書作成依頼、結果通知などの経費でございま

す。 

 款１・総務費は前年度よりも１１０２万６０

００円の増となっております。主なものは、

（１）一般管理費で７４３万６０００円、

（４）認定調査費で３９８万１０００円の増と

なっております。 

 次に、款の２・保険給付費は、１３０億９７

７９万４０００円を支出しております。その財

源は、国庫支出金が２５％、県支出金が１２.

５％、市の一般会計繰入金で１２.５％、４０

歳から６４歳までの第２号被保険者保険料が２

８％、６５歳以上の第１号被保険者保険料で２

２％があります。 

 歳出の内訳は、（１）介護サービス給付費１

１５億３９９３万８０００円、これは要介護１

から５の認定を受けた方の介護給付費でござい

ます。 

 （２）介護予防サービス給付費７億８９７万

６０００円は、要支援１、２の認定を受けた方

の介護予防給付でございます。 

 （３）高額介護サービス費２億６４４９万１

０００円と（４）高額介護予防サービス費２９

万６０００円は、１カ月間の利用者負担が上限

を超えた場合、超過分を払い戻すものでござい

ます。 

 （５）高額医療合算介護サービス費３７１５

万円と（６）高額医療合算介護予防サービス費

２８万１０００円は、１年間の医療保険自己負

担と介護保険自己負担の合計額が上限を超えた

場合に、超過分を払い戻すものでございます。 

 （７）審査支払手数料１４１４万９０００円

は、介護報酬請求の審査及び支払いを行います

熊本県国民健康保険団体連合会に対する手数料

でございます。 

 （８）特定入所者介護サービス費５億３２０

８万円と（９）特定入所者介護予防サービス費

４３万３０００円は、特別養護老人ホームなど

の施設を利用した際の食費や居住費について、

低所得者の負担軽減のために負担の上限を設

け、実費と自己負担の差額を施設へ給付するも

のです。 

 款２・保険給付費は前年度よりも２億３５３

６万円、率にして約１.８％の増となっていま

す。伸び率が抑えられた理由は、介護報酬の減

額改定があったためでございます。 

 増加の主な理由としましては、（１）介護サ

ービス給付費２億８１８４万９０００円の増。

これは利用者の増加によるものです。（２）介

護予防サービス給付費８１８８万３０００円の

減。これは介護報酬の減額改定の影響でござい

ます。（３）高額介護サービス費１２５３万７

０００円の増。これは、平成２７年８月から一
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定所得以上の方の利用者負担が２割に引き上げ

られたことによるものです。（８）特定入所者

介護サービス費１９２２万円の増。これは主に

特養などの相部屋の食費の設定金額が上がった

ことによるものです。 

 次に、款３・地域支援事業費は、要支援、要

介護状態になることを予防するとともに、要介

護状態になった場合でも可能な限り地域で自立

した日常生活を営むことができるよう支援する

もので、１億９４４７万６０００円を支出して

おります。 

 内訳として、（１）二次予防事業費の１０２

万７０００円は、将来的に介護リスクの高い高

齢者対象の予防事業に要する経費です。 

 （２）一次予防事業費の３６５３万円は、二

次予防事業に該当しない比較的元気な一般高齢

者対象の予防事業に要する経費です。 

 （３）包括的支援事業費１億２３５３万６０

００円は、地域包括支援センター業務委託が主

なものです。 

 （４）任意事業費３３３８万３０００円は、

配食サービスや成年後見申し立ての支援、緊急

通報装置の貸与などを行うものです。 

 款３・地域支援事業費は前年度より２８１２

万９０００円の増となっています。主な理由

は、（２）一次予防事業費９０８万円の増。こ

れは介護保険法の改正による新しい総合事業の

準備のため、体制整備に向けモデル事業を実施

したことによるものです。（３）包括的支援事

業費１８５５万６０００円の増。これは地域包

括支援センターの圏域ごとの相談業務の増加や

高齢者人口の状況に応じて加算を行ったことに

よるものです。 

 財源につきましては、予防事業は保険給付費

と同様ですが、包括的支援事業と任意事業の財

源は国が３９％、県１９.５％、市１９.５％、

第１号被保険者保険料が２２％となっておりま

す。 

 次に、款４・基金積立金の１７万７０００円

は、介護給付費準備基金の運用益であります定

期預金利子を積み立てたものでございます。 

 款５・諸支出金の４０１３万円は、前年度に

国、県などから概算交付された負担金などにつ

いて、実績に基づいた精算に伴う返還金や、被

保険者の死亡など資格喪失に伴う介護保険料の

還付金などでございます。 

 以上、歳出総額は１３６億６４２３万８００

０円でございます。 

 続きまして、介護保険特別会計の事業につき

まして、その主なものを御説明します。２１３

ページをお願いいたします。 

 まず、上の表、介護保険料賦課徴収事業は、

介護保険法及び八代市介護保険条例に基づい

て、６５歳以上の第１号被保険者の資格管理や

介護保険料の賦課、徴収等を行うものです。 

 決算額８４３万３０００円は、６５歳以上の

第１号被保険者約４万１０００人を対象に、納

付書や督促状等の印刷及び郵送に要する経費が

主なものでございます。 

 不用額１６０万４０００円は、コンビニ対応

納付書の発注方法見直しによる委託料８９万円

の減、及び仮算定通知書について、特別徴収継

続者に対する送付を省略したことによる需用費

３４万５０００円の減が主なものです。 

 特定財源は全額、一般会計繰入金です。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、現行どおりとしており、今後も法令に基づ

いて適正に処理をするといたしております。 

 次に、２１４ページをお願いします。 

 上の表、介護保険認定調査事業の１億９８７

万２０００円は、主治医意見書の作成手数料４

６２７万円、訪問調査を行う介護認定調査員な

ど２３人分の賃金４１３８万６０００円が主な

ものでございます。 

 不用額７６９万８０００円は、番号制度に対

応する電算システムの改修が不要になったこと
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による委託料３８８万８０００円や、主治医意

見書作成数が見込みを下回ったことによる通信

費８９万円、非常勤職員の介護認定調査員に対

する時間外勤務が見込みを下回ったことなどに

よる賃金８４万８０００円、共済費５３万９０

００円が不用になったことが主な理由です。 

 特定財源は全額、一般会計繰入金です。 

 今後の方向性につきましては、３、市による

実施（民間委託の拡大）としております。これ

は、７５歳以上人口の増加に伴い要介護認定申

請も年々増加しておりますので、訪問調査の民

間委託など、申請件数の増加に対応する体制を

整えてまいるものでございます。 

 次に、下の表、居宅介護サービス給付事業の

５４億６２４０万２０００円。これは、居宅の

要介護１から５の方が訪問介護や通所介護等の

サービスを受けたときに、介護報酬基本額の９

割または８割をサービス提供事業者に給付する

ものです。内訳は、訪問サービスが２万８４５

７件、１７億７７５２万６０００円、通所サー

ビスが３万６５３４件、２９億７４３７万１０

００円などでございます。 

 特定財源は、県支出金２２億４１８８万７０

００円、一般会計繰入金６億８２８０万円があ

ります。 

 今後の方向性につきましては、５、市による

実施、現行どおりといたしております。 

 次に、２１５ページの上の表、施設介護サー

ビス給付事業の４０億２１１８万４０００円。

これは、要介護認定１から５の方が介護保険施

設に入所し、施設サービスを受けたときに、介

護報酬基本額の９割または８割を介護保険施設

等に給付するもので、内訳は、特養が７１６８

件、１７億８９７６万１０００円、老健が６５

３０件、１６億７１２８万５０００円などでご

ざいます。 

 特定財源は、国県支出金１６億４０６９万３

０００円、一般会計繰入金５億２６４万８００

０円があります。 

 今後の方向性については、法令に基づく義務

的事業でございますので、５、市による実施、

現行どおりといたしております。 

 次に、下の表、居宅介護サービス計画給付事

業の５億９５５２万１０００円は、要介護者が

契約いたします居宅介護支援事業者の介護支援

専門員、いわゆるケアマネジャーが作成した介

護サービス計画に基づき介護サービス提供事業

者からサービスを受けるに際し、介護報酬基本

額の全額を居宅介護支援事業者等へ給付するも

ので、４万２８０５件分でございます。 

 特定財源は、国県支出金２億４３８０万６０

００円、一般会計繰入金７４４０万円がありま

す。 

 今後の方向性については、５、市による実

施、現行どおりといたしております。 

 ２１６ページをお願いします。 

 上の表、地域密着型サービス給付事業は、増

加が見込まれる認知症高齢者や中度から重度の

要介護高齢者が住み慣れた地域で継続して生活

できるようサービスを給付するもので、原則と

して本市の住民のみが利用可能であり、事業者

については本市が指定及び監督を行うものでご

ざいます。 

 決算額１４億６０８３万円は、要介護認定１

から５の方が地域密着型サービス提供事業者か

ら認知デイやグループホーム等のサービスを受

けた際に、介護報酬基本額の９割または８割を

当該事業者等に給付するものです。 

 内訳は、認知デイが１５０２件、グループホ

ームが２２３０件、小規模特養が１１４５件な

どでございます。 

 特定財源は、国県支出金５億９８０６万３０

００円、一般会計繰入金１億８２６０万３００

０円があります。 

 今後の方向性につきましては、５、市による

実施、現行どおりといたしております。 
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 なお、不用額は予算額の２.５％に当たる３

６７２万７０００円ありますが、これは小規模

多機能型居宅介護で３０４７万２０００円、認

知症対応型共同生活介護で１４５４万８０００

円の不用額が生じたのが主な理由でございま

す。 

 次に、下の表、介護予防サービス給付事業の

６億４００万８０００円は、要支援認定１、２

の方が要介護状態にならないように、また地域

で自立した生活ができるよう、介護予防サービ

ス提供事業者からサービスを受けた際、介護報

酬基本額の９割または８割を当該事業者等へ給

付するもので、内訳は、訪問サービスが６３３

２件、通所サービスが１万４５９６件などでご

ざいます。 

 特定財源は、国県支出金２億４７２８万円、

一般会計繰入金７５５０万円があります。 

 不用額の２６０２万円は、介護報酬改定の影

響によるものです。 

 今後の方向性につきましては、５、市による

実施、現行どおりといたしております。 

 次に、２１８ページをお願いします。 

 上の表、高額介護サービス給付事業の２億６

４４９万１０００円は、要介護者が支払った１

カ月間の利用者負担額が世帯合算等で一定の上

限を超えた場合に、超過分について、申請に応

じ利用者に給付するもので、２万４４４５件分

でございます。 

 特定財源は、国県支出金１億８２８万２００

０円、一般会計繰入金３３０６万１０００円が

あります。 

 今後の方向性につきましては、５、市による

実施、現行どおりといたしております。 

 次に、２１９ページの上の表、特定入所者介

護サービス給付事業は、要介護認定１から５の

方について、特別養護老人ホームなどの介護保

険施設を利用した場合、原則として食費と居住

費は全額自己負担となりますが、低所得者につ

いては上限を設けて負担軽減を図っており、差

額を施設へ補足給付しております。決算額５億

３２０８万円は、食費の補足給付１万４６２２

件、居住費の補足給付８６２９件分でございま

す。 

 特定財源は、国県支出金２億１７８３万３０

００円、一般会計繰入金６６５１万円がありま

す。 

 今後の方向性については、５、市による実

施、現行どおりといたしております。 

 次に、２２１ページをお願いします。 

 ２２１ページの上の表、老人社会参加事業

は、高齢者にレクリエーションや交流の機会提

供、あるいは筋力向上トレーニングなどを通じ

て健康で生き生きと暮らし、社会参加を促す事

業です。 

 決算額３４０２万１０００円は、いきいきサ

ロン２２１カ所の運営委託１８１５万５０００

円、やつしろ元気づくり事業６３５回分、１０

５５万９０００円が主なものです。 

 特定財源として、国県支出金１２７５万７０

００円、一般会計繰入金４２５万２０００円が

あります。 

 不用額の６７７万９０００円は、短期集中型

予防教室２カ所の予定を１カ所に変更したこ

と、及び新しい総合事業準備のためのモデル事

業の実施期間を６カ月の予定から３カ月に短縮

したためです。 

 今後の方向性といたしまして、４、市による

実施、要改善としております。平成２８年度以

降、地域介護予防活動支援事業に再編されるこ

とに合わせて見直しを図るとしております。 

 次に、２２２ページをお願いします。 

 ２２２ページ、下の表、地域包括支援センタ

ー運営委託事業は、地域住民の心身の健康保持

や生活の安定、虐待対応等さまざまな課題につ

いて総合的なマネジメントを担い、課題解決に

取り組むために、地域包括支援センターを市内
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６カ所設置しているものです。 

 決算額１億２１２２万円は、地域包括支援セ

ンターに保健師や社会福祉士、主任介護支援専

門員の専門３資格職の配置に加え、相談の増加

や高齢者人口の状況を考慮し、さらに専門３資

格職のいずれか１人を常勤または非常勤で加配

するための経費で、高齢者の介護や生活に関す

る総合相談、高齢者の権利擁護や虐待の相談、

支援、要支援者の介護予防プランの作成、地域

のケアマネジャーからの相談や助言を行いま

す。 

 特定財源は、国県支出金７０９１万２０００

円、一般会計繰入金２３６３万７０００円があ

ります。 

 今後の方向性については、４、市による実

施、要改善としており、一層の機能強化を図る

といたしております。 

 次に、２２３ページをお願いします。 

 上の表、包括的支援事業でございます。これ

は、地域ケア会議や高齢者虐待防止に関する検

討会、認知症サポーター養成講座などを行うも

のです。 

 決算額２３１万６０００円は、認知症サポー

ター養成講座４４回分、１４万５０００円と高

齢者虐待対応支援チーム委託１カ所、１３万円

のほか、地域ケア会議や地域ケア推進会議の開

催に伴う専門委員謝礼、認知症啓発講演会の講

師謝礼など３２万９０００円、包括支援センタ

ー広報パンフレット印刷４３万７０００円など

です。 

 特定財源として、国県支出金１３５万４００

０円、一般会計繰入金４５万１０００円があり

ます。 

 なお、不用額の２５８万６０００円は、認知

症高齢者について医療機関や介護サービス事業

所等のコーディネートを行う認知症地域支援推

進員を設置する予定でしたが、人材を確保でき

ず雇用できなかったことによる賃金１１７万７

０００円と共済費３１万円、研修旅費１０万３

０００円が不用になったこと、また、認知症ケ

アパス・パンフレット作成予定でございました

が、これを見送ったことによる３１万１０００

円が主な理由でございます。 

 以上が歳出の主な事業でございます。 

 続きまして、流用の主なものについて、別冊

となっております八代市特別会計歳入歳出決算

書で御説明します。７４、７５ページをお願い

します。 

 款の２・保険給付費、項の１・保険給付費、

目の２・介護予防サービス給付費の節１９・負

担金補助及び交付金から４件流用いたしており

ます。 

 その主なものは、目３・高額介護サービス費

の節１９へ１９４９万１０００円、目５・高額

医療合算介護サービス費の節１９へ５１５万

円、目８・特定入所者介護サービス費の節１９

へ４２０８万円をそれぞれ流用しております

が、いずれも実績が当初の見込みを上回ったた

め、不足分を補うためでございます。 

 以上が流用の主なものでございます。 

 次に、歳入について、同じく特別会計歳入歳

出決算書で御説明いたします。６４、６５ペー

ジをお願いします。 

 右のページの中ほどに収入済額がございます

が、収入済額の列について、１０００円未満を

切り捨てて御説明させていただきます。 

 款１・保険料、項１・介護保険料、目１・第

１号被保険者保険料は６５歳以上の保険料で、

収入済額２５億６５１２万２０００円でござい

ます。 

 介護保険法は、保険料の徴収方法について、

特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴

収の方法によらなければならないと規定いたし

ております。これは、年金天引きによる特別徴

収を基本としつつ、特別徴収できない方につい

ては納付書払いや口座振替による普通徴収を認
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めているものでございます。ただし、被保険者

自身がこの徴収方法を選択することはできない

というところでございます。 

 節１・現年度分特別徴収保険料の収入済額２

３億５０６８万８０００円は、年金の年額が１

８万円以上の方について、年金天引きにより徴

収したもので、収納率は１００％でございま

す。 

 節の２・現年度分普通徴収保険料の２億４４

１万５０００円は、年金の年額が１８万円未満

の方について、納付書や口座振替で納付された

もので、収納率は８４.２％でございます。収

入未済額は３８３４万７０００円あります。特

別徴収と普通徴収を合わせた現年度分の収納率

は９８.６％で、ほぼ前年度並みという状況で

ございます。 

 節３・滞納繰越分保険料の収入済額は１００

１万８０００円です。なお、介護保険法第２０

０条において保険料徴収の消滅時効は２年と規

定されており、これによる不納欠損処分は２６

４２万２０００円あります。 

 次に、款２・使用料及び手数料は、滞納者に

対する督促手数料で、５０万５０００円でござ

います。 

 款の３の項１・支払基金交付金の目１・介護

給付費交付金は、社会保険診療報酬支払基金を

通じて交付を受ける第２号被保険者保険料で

す。節１・現年度分は２７年度の概算交付分で

して、介護給付費の２８％に当たる３６億５０

４２万７０００円でございます。 

 また、目２・地域支援事業支援交付金の節１

・現年度分は平成２７年度の概算交付分でし

て、地域支援事業費の２８％に当たる１１４５

万５０００円です。節の２・過年度分の３４万

２０００円は、平成２６年度の概算交付につい

て、実績に基づく精算の結果、不足分について

追加の交付を受けたものでございます。 

 次に、款４・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目１・介護給付費負担金は、施設介護給付

費の１５％と居宅などその他の介護給付費の２

０％の合計で、２４億８３３１万９０００円で

す。 

 項の２・国庫補助金、目１・調整交付金の１

０億６６６８万３０００円は、高齢化や所得の

状況など、市町村格差による介護保険財政の不

均衡を是正するための交付金でございます。 

 目２・地域支援事業交付金の介護予防事業

は、事業費の２５％分、１０７９万５０００円

です。 

 ６６、６７ページをお願いします。 

 目３・地域支援事業交付金の包括的支援事業

・任意事業の節１・現年度分は、事業費の３９

％分、６０４５万４０００円です。節２・過年

度分３０３万５０００円は、平成２６年度実績

に基づく精算の結果、追加交付を受けたもので

す。 

 目の４・社会保障・税番号制度システム整備

費補助金は、執行がありません。 

 目の５・介護保険特別補助金の１９７万９０

００円は、平成２７年４月及び８月に施行され

ました介護保険制度改正に伴う電算システムの

改修に対する補助金で、補助率は２分の１で

す。 

 次に、款５・県支出金、項１・県負担金、目

１・介護給付費負担金の節１・現年度分は、施

設介護給付費の１７.５％分と居宅などその他

の介護給付費の１２.５％分の合計で、１８億

５７７７万２０００円です。節の２・過年度分

１６１９万２０００円は、平成２６年度実績に

基づく精算の結果、追加交付を受けたもので

す。 

 項２・県補助金、目１・地域支援事業交付金

の介護予防事業、節１・現年度分は、事業費の

１２.５％、５３９万７０００円です。節２・

過年度分１４万７０００円は、平成２６年度実

績に基づく精算の結果、追加交付を受けたもの
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です。 

 ６８、６９ページをお願いします。 

 目２・地域支援事業交付金の包括的支援事業

・任意事業、節１・現年度分は、事業費の１

９.５％分、３０２２万７０００円でございま

す。節２・過年度分１５１万７０００円は、追

加交付を受けたものでございます。 

 次に、款６・財産収入の１７万６０００円

は、介護保険給付費準備基金の定期預金利子で

す。なお、介護保険給付費準備基金の平成２７

年度末現在高は１億４２０万３０００円ござい

ます。 

 次に、款７・繰入金、項１の目１・一般会計

繰入金２０億３６８１万１０００円は、全て法

律によって一般会計が負担するとされている法

定内繰入金でございます。 

 節１・介護給付費繰入金１６億３７１２万８

０００円は、介護保険法に基づく介護給付費に

対する市の負担割合１２.５％分です。節２・

地域支援事業繰入金の介護予防事業４６９万４

０００円は、地域支援事業に対する市の負担割

合１２.５％分です。節３・地域支援事業繰入

金の包括的支援事業・任意事業３０５８万円

は、同じく当該事業に対する市の負担割合１

９.５％分です。節４・低所得者保険料軽減繰

入金の３３６９万４０００円は、平成２７年度

の制度改正により介護保険料の第１段階の料率

を０.５から０.４５へ０.０５軽減する措置に

伴うもので、一般会計に対し国庫負担金２分の

１、県負担金４分の１の歳入があっておりま

す。節５・その他一般会計繰入金３億３０７１

万２０００円は、介護保険特別会計の事務費分

１億５１２１万５０００円と人件費分１億７９

４９万６０００円でございます。 

 次の、款８・繰越金５１１５万円は、平成２

６年度からの繰越金でございます。 

 款９・諸収入、項１・延滞金加算金及び過料

は、発生いたしておりません。 

 ７０、７１ページをお願いします。 

 款９、項２の目１・市預金利子は１５９円で

ございます。 

 項３・雑入、目１・第三者納付金５２万２０

００円は、交通事故等による加害者からの損害

賠償金です。本来は加害者が被害者に対して直

接賠償すべきですが、申し出を行った上で介護

サービスを利用した場合、保険者である八代市

が介護サービス費を一時立てかえまして、その

後、過失割合に応じた額を加害者に請求するも

のでございます。 

 目３・雑入７３万８０００円の主なものは、

認定情報提供料１２万２０００円、介護報酬返

還金１７万１０００円、介護報酬返還金に係る

加算金６万８０００円などでございます。 

 雑入の収入未済額１８０７万９０００円の内

訳は、備考欄の下のほうになりますが、介護報

酬返還金１２８５万８０００円とその加算金５

２２万円があります。 

 これは、八代市と宇城市の介護保険事業者が

国の運営基準に基づかない事業を行い、介護報

酬を不正に受領したため、市が返還請求をして

いるもので、その残額になります。 

 なお、八代市の事業者は、月々の返済計画に

基づいて分割で返済中ですが、宇城市の事業者

は返還に応じないことから、現在、関係自治体

と共同で介護給付費報酬返還等請求訴訟を行っ

ているところでございます。 

 最後に８２ページをお願いします。実質収支

に関する調書でございます。 

 歳入総額１３８億５５１０万８０００円、歳

出総額１３６億６４２３万８０００円、歳入歳

出差引額１億９０８７万円、翌年度へ繰り越す

べき財源はありませんので、実質収支も同額の

１億９０８７万円でございます。 

 以上で、議案第１１４号・平成２７年度八代

市介護保険特別会計歳入歳出決算の説明とさせ

ていただきます。御審議のほど、よろしくお願
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いします。 

○委員長（松永純一君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（古嶋津義君） ２１４ページ、介護保

険認定調査事業でありますが、この介護認定の

調査員のことについて少しお尋ねをします。２

０名の方、それぞれ専門的な知識をお持ちにな

っている方でしょうか。例えば看護師とか、そ

ういう、制度上の何か免許とか、そういうのを

お持ちの方でございましょうか、お尋ねしま

す。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 現在の

調査員は、看護師の資格を持った上で、県が指

定しております調査員の研修を修了した方々で

ございます。その後、八代市のほうでもインタ

ーネットを使った通信講座のテストがございま

して、このテストでの点数も確認した上で、８

０点以上の点数をとった方々だけが現在、調査

員として従事していただいております。 

 以上です。 

○委員（古嶋津義君） 続いて、わからないか

ら少し教えてください。 

 ２１５ページ、施設介護サービス給付事業の

中で、一番下の段でありますが、介護療養型医

療施設、この医療とついていますから、医療保

険じゃないわけですか、これは。療養型。介護

保険から出るということですか。（｢療養型、

療養型です」と呼ぶ者あり） 

○長寿支援課副主幹兼介護給付係長（久保祝子

君） こんにちは。介護給付係の久保と申しま

す。よろしくお願いします。 

 介護療養型施設と申しますのは、医療病院の

中に介護病棟としてある施設のことでございま

して、介護療養型病棟といいまして、八代市の

ほうには４カ所ございます。 

 以上です。（委員古嶋津義君「金額はどこか

ら来ると。お金。介護保険の中から出ると、こ

れは」と呼ぶ） 

○委員長（松永純一君） 費用はどこから出ま

すかって。介護保険事業――。 

○長寿支援課副主幹兼介護給付係長（久保祝子

君） 長寿支援課給付係、久保です。 

 済いません、介護保険のほうから出ておりま

す。 

○委員長（松永純一君） 医療保険じゃなかち

ゅうことです。 

○委員（古嶋津義君） 最後にもう一点です

が、地域包括支援センター運営委託事業につい

て、よくケアマネによる囲い込みが言われてお

りますが、その辺の事案はございませんでしょ

うか。 

○長寿支援課副主幹兼地域支援係長（吉田 浩

君） ただいま委員さんが言われましたとお

り、マスコミ等で包括による抱え込みが以前、

取り上げられておりますが、各包括の予防給付

実績を確認した経緯がございます。何％以上が

囲い込みといった具体的数値は国においても示

されておりませんが、特段、検証するには至ら

ないものであったと認識しております。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。いいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） なければ、以上で、

議案第１１４号・平成２７年度八代市介護保険

特別会計歳入歳出決算についての質疑を終わり

ます。 

 小会します。 

（午後４時０９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時１０分 本会） 

◎議案第１１９号・平成２７年度八代市診療所

特別会計歳入歳出決算 

○委員長（松永純一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１９号・平成２７年度八代市

診療所特別会計歳入歳出決算について、歳入歳
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出一括して説明を求めます。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）健康福祉

政策課、西田でございます。よろしくお願いい

たします。それでは、着座にて説明させていた

だきます。 

 議案第１１９号・平成２７年度八代市診療所

特別会計歳入歳出決算につきまして御説明を申

し上げます。 

 これは、泉地域に開設いたしております椎原

診療所、下岳診療所、そして泉歯科診療所の管

理、運営に係る決算でございます。 

 それでは、平成２７年度における主要な施策

の成果に関する調書その２の２４０ページをお

願いいたします。表の下のほうの合計欄をごら

んください。 

 まず、左側の歳入でございますが、決算額は

７７５１万２０００円で、予算額８０６９万５

０００円に対する割合は９６.１％となってお

ります。 

 次に、右側の歳出ですが、決算額、予算額と

も歳入と同額で、予算額に対する執行率は９

６.１％となっております。 

 次に、内容について説明させていただきます

が、歳入につきましては八代市特別会計歳入歳

出決算書で、歳出につきましては平成２７年度

における主要な施策の成果に関する調書にて、

１０００円単位でそれぞれ御説明いたします。 

 まず、歳出から御説明いたします。主要施策

調書の２４１ページをお願いいたします。 

 上段の椎原診療所一般管理事業は、五家荘地

域住民の健康保持や健康の増進並びに地域医療

の確保を図ることを目的とする事業でございま

して、決算額は１４１４万８０００円でござい

ます。 

 その主なものは、看護師２名及び患者送迎運

転手１名に係る臨時職員賃金６２０万３０００

円、レセプト点検及び請求事務の医療事務業務

委託経費８７万８０００円、医療事務電算シス

テムリース経費５６万円、患者送迎車両の燃料

費１９万７０００円、電気料６１万５０００円

でございます。 

 なお、備品購入心電図検査装置２１６万円と

記載いたしておりますが、申しわけございませ

ん、支出額は２１０万６０００円でございまし

た。訂正をさせていただきます。まことに申し

わけございませんでした。 

 心電図につきましては、平成１５年度に購入

し、使用してまいりましたが、ノイズが生じた

ことや、基盤及びプリントモーターの劣化が激

しく、修理しても長くもつ保証がないことか

ら、新たに購入したものでございます。 

 今後の方向性といたしましては、広域的な搬

送体制等も視野に入れまして、市による実施を

続けるといたしています。 

 不用額２４４万５０００円は、医療事務職員

の不在に伴う共済費、賃金の未執行額等による

ものでございます。なお、医師１名が常駐いた

しております。 

 次に、下段の下岳診療所一般管理事業は、医

療の質を維持し、安心安全な医療を提供できる

よう、診療所の良好な運営に努めることを目的

とする事業でございまして、決算額は１８３１

万円でございます。 

 その主なものは、兼任管理委託に１６１５万

円を支出いたしております。これは、医師１名

及び看護師２名、放射線技師１名を含めた業務

を八代郡医師会へ委託している経費でございま

して、診療業務につきましては、横田診療所が

毎週、火曜日と金曜日に実施いたしておりま

す。 

 次の医療事務システム経費につきましては、

レセプトコンピューターリース及び保守料とし

まして５６万円、光熱水費２７万２０００円、

台風被害による屋根修繕料５万９０００円、通

信運搬費９万４０００円をそれぞれ支出いたし
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ております。 

 今後の方向性といたしましては、国庫補助金

等を活用しながら、現行どおり、市による実施

を続けるとしております。 

 次に、２４２ページの上段の歯科診療所一般

管理事業は、泉町地域住民の歯の健康回復に努

めることを目的とする事業でございまして、決

算額は２３５万３０００円でございます。 

 その主なものは兼任管理委託２３４万６００

０円でございますが、これは、振興センターい

ずみ内に設置いたしております泉歯科診療所の

管理運営を八代歯科医師会へ業務委託し、毎週

土曜日の午前中、氷川町のまつがえ歯科が診療

しているものでございます。 

 今後の方向性といたしましては、歯科診療所

は受診者数は少ないものの、ほかに歯科医院が

ない泉地域といたしましては必要不可欠な事業

でございますので、引き続き安全で安心できる

医療サービスの充実に努めるとともに、耐用年

数を超過しております医療機器類につきまして

は、施設整備の検討を行うなど、現行どおり、

市による実施を続けるといたしております。 

 次に、その下段の椎原診療所医療事業は、症

状把握のために診療時に行う血液検査及び病

院、患者側へ安全な医療品等を提供することで

五家荘地域住民の健康の増進を目的とする事業

でございまして、決算額は１６３７万４０００

円でございます。 

 その主なものは、患者へ提供する救急医薬品

購入費１５３２万７０００円、診療、診察時に

使用する医薬材料費１５万３０００円、患者の

症状の早期発見に必要な血液検査等委託費８９

万４０００円でございます。 

 今後の方向性といたしましては、適切な医薬

品の提供を行うなど、現行どおり、市による実

施を続けるとしております。 

 次に、２４３ページの上段の下岳診療所医療

事業は、診療時に使用する医薬品の購入及び診

察時に発生する血液検査の実施により、地域住

民の疾病の早期発見、治療を行うことを目的と

する事業でございまして、決算額は８０３万９

０００円でございます。 

 その主なものは、救急医薬品購入費７９３万

５０００円、医薬材料費購入３万円、患者の症

状の早期発見に必要な血液検査等委託費７万４

０００円でございます。 

 今後の方向性といたしましては、必要な医薬

材料費を確保するなど、現行どおり、市による

実施を続けるとしております。 

 次に、その下段の歯科診療所医療事業は、診

療時に使用する医薬品及び患者に合わせた歯の

製作、加工等の提供を目的とする事業でござい

まして、決算額は６万９０００円でございま

す。 

 その内容は、医薬材料費購入費１万９０００

円、歯科技工委託料５万円でございます。 

 今後の方向性といたしましては、診療に必要

な経費を維持するなど、現行どおり、市による

実施を続けるとしております。 

 次に、予算流用について御説明いたします。

特別会計歳入歳出決算書をお願いいたします。

ページは１６５ページでございます。備考欄を

ごらんください。 

 節１２・役務費から節１８・備品購入費へ４

万３０００円を流用いたしております。これ

は、椎原、下岳診療所において水銀レス血圧計

を購入したことによるものでございます。 

 その下の３万３０００円は、同じく役務費か

ら節２７・公課費へ流用しております。これ

は、椎原診療所にて自動車重量税の支払いが必

要でございましたが、当初予算に計上していな

かったためでございます。こちらのほうもまこ

とに申しわけございません。 

 その下の１３万９０００円は、節２３・償還

金利子及び割引料から目３・医療費、節１１・

需用費へ流用しております。これは、椎原、下
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岳診療所において医薬材料費に不足が生じたこ

とによるものでございます。 

 その下の３６万６０００円も、同じく償還金

利子及び割引料から目３・医療費、節１３・委

託料へ流用しております。これは、椎原診療所

において血液検査委託料に不足が生じたことに

よるものでございます。 

 次に、主な不用額を御説明いたします。ペー

ジはそのまま、１６５ページになります。不用

額欄をごらんください。 

 節７・賃金の１２２万９０００円は、椎原診

療所医療事務職員不在による未執行額でござい

ます。 

 その下、節９・旅費の２０万４０００円は、

新たに医師が赴任される場合に必要な赴任旅費

が１２万１０００円の支出で済んだためでござ

います。 

 その３つ下、節１３・委託料の５２万２００

０円の主な理由は、椎原診療所におけるレセプ

ト点検及び請求業務における件数が予定より少

なかったことや、入札による契約単価の抑制、

また、突発的な椎原診療所の医師不在による代

診医派遣費が不要であったためでございます。 

 次に、その下の目３・医療費、節１３・委託

料の２２万円は、椎原診療所特定検査分の血液

検査委託料の未執行額等でございます。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 続きまして、歳入の御説明をいたします。 

 歳入につきましては、八代市特別会計歳入歳

出決算書に基づき御説明いたします。決算書の

１６１ページをお願いいたします。中ほどの収

入済額欄をごらんください。 

 上から４行目、款１・診療所事業収入、項１

・診療収入、目１・保険収入、節１・保険診療

報酬３６９５万３０００円でございます。その

内訳は、右の備考欄にありますとおり、保険収

入としまして椎原診療所２２９７万９０００

円、下岳診療所１３６４万円４０００円、歯科

診療所３３万円となっております。 

 保険収入につきましては、椎原診療所と歯科

診療所では前年に比べ増加しておりますもの

の、泉地域全体では、人口減少等に伴い、収入

額につきましては年々、減少傾向にございま

す。 

 また、診療所ごとの延べ患者数につきまして

申し上げますと、椎原診療所は２１８２人、下

岳診療所は２６３７人、泉歯科診療所は５４人

でございました。 

 その２つ下の目２、節１・一部負担金収入６

４５万円は、利用者が窓口で支払われる自己負

担金でございます。その内訳は、椎原診療所が

３８１万５０００円、下岳診療所が２５８万９

０００円、歯科診療所が３万９０００円でござ

います。 

 その４つ下、款２・使用料及び手数料、項１

・使用料、目１、節１・診療所使用料１２万９

０００円は、下岳診療所医師住宅の使用料でご

ざいます。 

 その３つ下、項２・手数料、目１、節１・診

療所手数料１３３万５０００円は、予防接種手

数料及び診断書、意見書作成料などでございま

す。 

 その４つ下、款３・県支出金、項１・県補助

金、目１・へき地診療所県補助金、節１・へき

地診療所運営費補助金５５３万２０００円は、

椎原診療所運営費補助金でございます。 

 その下、節２・医療施設等整備費補助金１０

８万円は、椎原診療所における心電図検査装置

２１６万円に対する補助率２分の１の補助金で

ございます。 

 その４つ下、款４・繰入金、項１、目１、節

１・一般会計繰入金２４６９万４０００円は、

一般会計からの財源補塡のための繰入金でござ

います。 

 ページをおめくりいただきまして、１６３ペ

ージの中ほどの収入済額欄をごらんください。 
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 上から５行目、款６・諸収入、項１、目１・

雑入、節１・売上収入１７万９０００円は、椎

原診療所設置の太陽光発電による余剰電気売上

収入でございます。 

 その下、節２・雑入１５万６０００円の主な

ものは、振興自治宝くじの収益金を財源とし、

研修等を受けるために要する旅費等に対する長

寿社会づくりソフト支援事業費交付金１２万５

０００円でございます。 

 一番下の款７、項１・市債、目１、節１・診

療所事業債１００万円でございますが、これ

は、先ほど県補助金のところで申し上げました

医療機器等整備事業に係る起債借入額でござい

ます。 

 以上、歳入合計、収入済額は７７５１万２０

００円でございます。 

 最後に、１６８ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額、歳出総額ともに７７５１万２００

０円で、歳入歳出差引額はゼロ円でございま

す。また、翌年度へ繰り越すべき財源はござい

ませんので、実質収支額もゼロ円でございま

す。 

 以上で、平成２７年度八代市診療所特別会計

歳入歳出決算についての説明とさせていただき

ます。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（松永純一君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 診療所の医療事業の分

で、下岳と、それから椎原、救急医薬品の購入

というのは、どんなものをお買いに、買ってお

られるんですかね。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） 通常、患

者様に提供する医薬品ということでございます

が。 

○委員（堀 徹男君） 救急と書くほどの医薬

品なんですか。何か特別な意図があって救急の

医薬品と書かれているのかなと。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） 確かに救

急医薬品購入とは記載しておりますが、特段、

通常、患者様のほうに提供する医薬品というこ

とで御理解いただければと思います。 

○委員（堀 徹男君） やはりほら、何です

か、お医者さんが診断を下されて、処方されて

出される薬だと思うんですけど、直接、何です

か、薬剤師等を通さずに出てる医薬品というこ

とで救急と書かれてるのかなと思ったんですけ

どね。例えば、風邪だったら風邪薬とか、おな

かが痛かったらおなかの痛い薬、そういった通

常処方されるお薬ってことですか。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） はい、そ

うでございます。（委員堀徹男君「よくわから

ないですけど、いいです」と呼ぶ） 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） 椎原診療所で、医師の

場合は住宅の使用料が上がっとったですが、看

護師さんというのは地元の方ですか、看護師さ

んは。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） 椎原診療

所につきましては、医師１名、看護師２名、そ

れと患者送迎用の運転手１名で運営いたしてお

りますけれども、看護師２名につきましては、

地元の方を採用させていただいております。 

○委員長（松永純一君） 一人は五木だろう。

一人は五木ばってん、通勤可能ですけん。（発

言する者あり） 

○委員（橋本幸一君） もう一つよろしいです

か。医療事務の方が不在ということで、もう不

用額も出ているわけですが、今後ずっとこの状

態が続くということですか。それとももう、ま

た見つけられるという。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） ２７年度

につきましては、大分募集のほうを広くです

ね、お願いをしたところでございますが、１年
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間、結果的には不在となりましたけれども、幸

いにしまして、２８年度当初からですね、医療

事務に従事している方が見つかりまして、２８

年度からは従事していただいている状況でござ

います。（委員橋本幸一君「はい、結構です」

と呼ぶ） 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（島田一已君） ちょっと簡単なことで

すけども、２４２ページの上段の歯科診療所一

般管理事業ですけども、年間診療日が４８日と

いうことでですね、地元の方に何か、不満ちゅ

うか、ちょっと便利が悪いなとか、そういうこ

とはございませんでしょうか。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） 泉歯科診

療所につきましては、毎週土曜日、診療時間は

午前９時から午後１時までということでござい

ますが、現時点では特段、地域住民の皆様のほ

うからですね、開設時間の延長であるとか、開

設日数の延長等につきましては、現時点では聞

いてないところでございますので、現状では、

その部分に関しましては特段、支障等はないの

ではないかというふうには考えております。 

○委員（島田一已君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） ちょっと教えてくださ

い。こんなして、泉の人たちの特定健診はどぎ

ゃんしよんなっとですか。バスの来っとです

か。下さんおりてきなっと。 

○委員長（松永純一君） 特定健診ですか。 

○委員（矢本善彦君） うん。（｢松永さん答

えたら、向こうが」と呼ぶ者あり）（笑声） 

○委員長（松永純一君） 特定健診はですね、

いわゆる健診する場所でするのと、医療機関健

診です。 

○委員（矢本善彦君） ああ、そげんですか。 

○委員長（松永純一君） ここでももちろんし

ますけど。 

 ほかに。 

○委員（堀 徹男君） その歯科診療所はどこ

っておっしゃいましたっけ。どこに。場所。

（｢振興センター」「泉支所のそばね」と呼ぶ

者あり） 

○健康福祉政策課長（西田修一君） 振興セン

ターいずみ内に設置いたしております。 

○委員（堀 徹男君） 事業費といいますか、

この２３５万円ですか、これだけですかね。ち

ょっと済いません、さっきの決算書の数字、ち

ょっと見損ねたんですけど、ほかにも何かかか

ってるのかな。どこだったっけ。何ページだっ

たっけ。（｢２４３」と呼ぶ者あり）いや、歳

入歳出決算書の。（｢決算書の１６５ページに

あります」と呼ぶ者あり）１６５。済いませ

ん。 

 あ、済いません、ちょっと質問の仕方が悪か

ったです。２３５万３０００円だけで運営がで

きているのかなということをちょっとお尋ねし

たかったんですけど。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） この決算

額で運営いたしております。 

○委員（堀 徹男君） 施設も何か老朽化して

るとかですね、というような記述があって、例

えばですけど、この額で診療日数が４８日と、

受診者の方は５４人ということからいけばです

ね、例えば、市内、直近の、一番近い歯医者さ

んまで行けるようなタクシー代とかですね、そ

ういう代替手段ですよね、同じ予算で、何てい

うんですか、かわりの手段がとれるような方策

というのを検討されたことはありますかね。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） 代替手段

等の検討をされたのかという御質問でございま

すが、私が把握している範囲では、そういった

検討はなされていないというふうに考えており

ます。 
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○委員長（松永純一君） いや、あのですね、

私が言っていいですかね、検討されたんです

よ、十分これは。ただですね、これは財政課長

が詳しいと思うんですけども、地方交付税の算

入がですね、これ、１カ所当たり６５０万ぐら

いあるんですよ。ですから廃止しなくて続けと

るわけです。内容はそうです。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） ありがと

うございます。 

○委員（堀 徹男君） いや、そういう財政的

なメリットもあるということでわかればいいん

ですけど、単純に考えますとですよ、今後、施

設の維持とかですね、というのに新たな経費を

支出するよりも、オンデマンドでニーズのある

方にですね、例えばタクシー券なりバスなりと

いう手段をとるっていうこともですね、一つの

策かなと思ったもんですからちょっと聞いたん

ですけれども、今の交付税算定の中に入れられ

るという額がですね、六百何十万あるというこ

とであれば、まあ一定の理解をしたいと思いま

す。 

○委員長（松永純一君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） なければ、以上で、

議案第１１９号・平成２７年度八代市診療所特

別会計歳入歳出決算についての質疑を終わりま

す。 

 小会します。 

（午後４時３３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時３４分 本会） 

◎議案第１１５号・平成２７年度八代市簡易水

道事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（松永純一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１５号・平成２７年度八代市

簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について、

歳入歳出一括して説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 水道局の宮本で

す。よろしくお願いいたします。座らせて説明

させていただきます。 

 議案第１１５号・平成２７年度八代市簡易水

道事業特別会計歳入歳出決算について御説明い

たします。 

 まず、事業の概要でございますが、本市の簡

易水道事業は、主に山間部に点在する集落ごと

の水道施設で、八代地区１カ所、坂本地区２０

カ所、東陽地区２カ所、泉地区１１カ所、合計

で３４カ所ございます。 

 平成２７年度末の給水戸数、給水人口は、八

代地区４０戸の１０７人、坂本地区１６１９戸

の３１９０人、東陽地区２４７戸の５７４人、

泉地区３０７戸の６９２人で、合計の２２１３

戸、４５６３人でございました。年間の総配水

量が４６万３３２立方メートル、総有収水量が

４５万１６３８立方メートルで、有収率は９

８.１％となりました。 

 本年度の建設改良事業でございますが、坂本

地域では、西部地区統合簡易水道整備事業とい

たしまして、配水池の築造、送水管及び配水管

の整備並びに古田地区におきまして浄水場整備

工事を行うとともに、中津道地区統合簡易水道

整備事業といたしまして、浄水場整備及び送水

管や配水管の改良、配水池の築造並びに鎌瀬工

区の配水管整備工事を行いました。 

 また、荒瀬地区におきましては、国土交通省

の河川改修工事に伴いまして水源井戸の移設が

必要となり、取水施設の移設工事を行いまし

た。 

 泉地域では、南川内簡易水道整備事業といた

しまして実施設計業務の委託を行うとともに、

野添簡易水道におきまして消火栓設置工事を行

いました。 

 また、昨年８月２５日の台風１５号で被災し
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た簡易水道施設の災害復旧に伴い、１００万円

の予算を執行いたしております。 

 以上が平成２７年度の総括でございます。 

 続きまして、平成２７年度八代市簡易水道事

業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成２

７年度における主要な施策の成果に関する調書

（その２）及び平成２７年度八代市特別会計歳

入歳出決算書を用いまして御説明いたします。 

 お手元の主要な施策の成果に関する調書の２

２６ページをお願いいたします。 

 まず、簡易水道事業特別会計歳入歳出の決算

額でございます。歳入決算額合計３億４１３８

万１０００円、歳出決算額合計３億４１３５万

円でありますが、工事費の繰り越しによる翌年

度へ繰り越すべき財源３万１０００円を含めま

すと実質収支額はゼロ円でございます。 

 次に２２７ページの上段をお願いいたしま

す。事務事業名、坂本地区一般事務事業でござ

います。 

 この事業は、簡易水道事業の料金など水道事

業の重要な事項等について協議、意見をいただ

くため必要に応じ審議会を開催するための経費

と、水道に関する情報収集、事業者間の意見交

換や国への要望活動などを目的とする熊本県簡

易水道協会の会費でございます。 

 平成２７年度の決算額は２万円であります。

決算の内容といたしましては、熊本県簡易水道

協会通常会費２万円でございます。 

 なお、財源として、一般財源、使用料２万円

でございます。 

 なお、不用額２３万７０００円を生じており

ますが、今年度、審議会を開催しなかったため

でございます。 

 今後の方向性として、水道事業審議会の開催

及び熊本県簡易水道協会の正会員になることで

水道事業に関する多くの有益な情報を取得する

とともに、水道事業の円滑な運営に役立つた

め、本事業を継続していくとしておりますこと

から、現行どおり、市による実施としておりま

す。 

 次に、下段をお願いいたします。事務事業

名、坂本地区維持管理事業でございます。 

 この事業は、坂本地区の２４の簡易水道施設

の水道使用者に対し、毎月適正な料金の賦課及

び徴収を行うとともに、簡易水道施設の機能を

常に良好な状態に保つための維持管理を行い、

安全で安定した飲料水を供給するための業務を

行うものでございます。 

 平成２７年度の決算額は２７７６万５０００

円でございます。決算の主な内容は、動力費と

しての電気料５５４万２０００円、修繕費３５

８万１０００円、委託料が検針業務１６０万７

０００円、水質検査業務１６２万２０００円、

水道施設監視業務１９１万８０００円、水道設

備等点検業務１０７万４０００円、水道施設清

掃業務２３４万１０００円、簡易水道料金シス

テム更新関係業務３１３万４０００円でござい

ます。また、公用車、薬液注入ポンプなどの備

品購入に２８１万２０００円を支出いたしまし

た。 

 なお、財源として、一般財源、使用料２７７

６万５０００円でございます。 

 不用額９５７万８０００円が生じております

が、委託料や備品購入費の入札残などでござい

ます。 

 今後の方向性として、水道事業は公営事業で

あり、経済性とともに住民福祉の増進に努めな

ければならないことから、今後も工事コストの

縮減、維持管理の簡素化、効率化を図りながら

適正に水質を管理するためみずから行う必要が

あることから、現行どおり、市による実施とし

ております。 

 次に２２８ページの上段をお願いいたしま

す。事務事業名、坂本地区建設事業でございま

す。 

 １カ所訂正がございます。主要な施策の概要
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の欄、左上から２行目、現年分８４７３万８０

００円の下の行でございますが、西部道地区統

合簡易水道整備事業５８１８万９０００円とご

ざいますが、道の字を削除していただき、西部

地区統合簡易水道整備事業５８１８万９０００

円に訂正をお願いいたします。申しわけござい

ません。 

 この事業は、坂本地区内の水道未普及地域解

消のため、新たな施設整備や簡易水道の統合、

老朽施設の更新、改良などでございます。 

 平成２７年度の決算額は１億４４７５万９０

００円でございます。決算の主な内容は、西部

地区統合簡易水道整備事業５８１８万９０００

円、中津道地区統合簡易水道整備事業２６５４

万９０００円、同じく中津道地区の繰越分とい

たしまして４５６３万円、灯油混入事故による

田上地区補償工事の繰越分８９６万４０００

円、荒瀬地区取水施設移設工事の繰越分５４２

万７０００円でございます。 

 なお、財源として、地方債１億３０４０万

円、その他特定財源、一般会計繰入金２９２万

３０００円、一般財源、補償費１１４３万６０

００円でございます。 

 また、不用額が６６８万６０００円生じてお

りますが、主なものは工事請負費の入札残でご

ざいます。 

 今後の方向性として、水質事故等がないよう

維持管理を行っていくが、施設の老朽化も進ん

でおり、今後計画的な改良を進めていく予定で

あることから、現行どおり、市による実施とし

ております。 

 次に、２２８ページの下段をお願いいたしま

す。事務事業名、泉地区建設事業でございま

す。 

 この事業は、泉地区内の水道未普及地域解消

のため、新たな簡易水道施設整備や老朽施設の

更新、改良などでございます。 

 平成２７年度の決算額は７３３万３０００円

であります。決算の内容といたしましては、南

川内簡易水道整備事業６２１万円、野添簡易水

道消火栓設置工事１１２万３０００円でござい

ます。 

 なお、財源として、地方債６２０万円、その

他特定財源、一般会計繰入金１１２万３０００

円、一般財源、使用料１万円でございます。 

 また、不用額が７８万７０００円生じており

ますが、主なものは設計業務委託費の入札残で

ございます。 

 今後の方向性として、水質事故等がないよう

維持管理を行っているが、施設整備を行うに当

たっては、地元と協議を行いながら計画的に事

業を進めていく予定であることから、現行どお

り、市による実施といたしております。 

 次に、２２９ページの上段をお願いいたしま

す。事務事業名、施設復旧事業でございます。 

 こちらも１カ所訂正がございます。主要な施

策の成果（決算審査特別委員会における主要施

策）欄の左の財源で、一般財源（特別会計→事

業収入）１００万円とございますが、金額をゼ

ロ円にし、その他特定財源（特別会計→繰入

金）０円を１００万円に訂正をお願いいたしま

す。まことに申しわけございません。 

 この事業は、豪雨、地震等の災害で被災した

水道施設等の復旧を図り、断水や濁水等の早期

解消に努めるものでございます。 

 平成２７年度の決算額は１００万円でありま

す。決算の内容といたしましては、久多良木地

区簡易水道電柱災害復旧工事２０万円、木々子

地区簡易水道災害復旧工事１６万５０００円、

停電による発電機設置等電気関係１０カ所５４

万８０００円、被災地への応急給水を行うため

臨時ウオータータンクの購入８万７０００円で

ございます。 

 なお、財源として、その他特定財源（一般会

計繰入金）１００万円でございます。 

 不用額の４万４０００円は工事請負費の残で
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ございます。 

 今後の方向性として、水道は市民生活に必要

不可欠なインフラであり、安全で安価な水を安

定して供給するためには、現行どおり、市によ

る実施としております。 

 続きまして、歳入及び歳出の流用額につきま

して、平成２７年度八代市特別会計歳入歳出決

算書を用いまして御説明いたします。 

 決算書の９２ページ、９３ページをお願いい

たします。金額につきましては、１０００円未

満を切り捨てて御説明させていただきます。 

 まず、款１・分担金及び負担金、項１・負担

金、目１・簡易水道事業費負担金、収入済額２

６７万６０００円。これは消火栓設置に係る一

般会計の工事負担金でございまして、坂本地区

に繰越分も含め８基、泉地区に３基設置いたし

ております。 

 次に、款２・使用料及び手数料、項１・使用

料、目１・簡易水道使用料、収入済額７１３０

万円、これは水道料金収入でございます。地区

別では、八代地区が１２６万７０００円、坂本

地区が５４２１万７０００円、東陽地区が８４

９万１０００円、泉地区が７３２万３０００円

でございます。収納率は９５.７％で、前年度

と比べ０.５ポイント下がりました。今後と

も、訪問徴収の強化など収納率アップに努めて

まいります。 

 次に、項２・手数料、目１・簡易水道手数

料、収入済額が１６万１０００円でございま

す。内訳といたしまして、節１・督促手数料５

万３０００円は、簡易水道使用料に未払い等が

生じた際の督促手数料５３３件分でございま

す。節２・設計手数料３万６０００円は、家庭

への引き込み工事であります給水工事設計書の

審査手数料７３件分でございます。節３・検査

手数料７万２０００円は、給水工事の竣工検査

手数料３６件分でございます。 

 ９４、９５ページをお願いいたします。 

 款３・繰入金、項１、目１・一般会計繰入

金、収入済額は１億１６３５万５０００円でご

ざいます。そのうち交付税の対象となる基準内

繰入金は５３１９万９０００円、基準外繰入金

は６３１５万６０００円でございます。前年と

比較しますと７１５万５０００円の減となって

おります。 

 款４、項１、目１・繰越金、収入済額２００

０円でございます。坂本地区工事負担金の繰越

分でございます。 

 款５・諸収入、項１、目１・雑入、収入済額

１４２８万４０００円。内訳といたしまして、

消費税還付金２８４万８０００円、田上地区簡

易水道復旧工事補償金８９６万４０００円、荒

瀬地区簡易水道水源移設に伴う国交省からの移

設補償金２４７万１０００円でございます。 

 款６、項１・市債、目１・簡易水道事業債、

収入済額１億３６６０万円。これは坂本地区の

改良工事に係る簡易水道事業債現年度分８２８

０万円、繰越分４７６０万円と、泉地区の実施

設計に係る簡易水道事業債６２０万円でござい

ます。なお、収入未済額の３８２０万円は平成

２８年度へ繰り越しております。 

 次に、平成２７年度末の債務残高でございま

すが、市債、いわゆる平成２７年度の借入額１

億３６６０万円に対しまして、９６、９７ペー

ジの款２、項１・公債費の目１・元金の支出済

額が８６４８万円でございます。差し引き５０

１２万円、前年度より債務が増えまして、現

在、１３億３８９３万９０００円となっており

ます。 

 以上、歳入合計が収入済額３億４１３８万円

となっております。 

 次に、歳出の流用額につきまして、平成２７

年度八代市特別会計歳入歳出決算書を用いまし

て御説明いたします。 

 ９６、９７ページをお願いいたします。 

 款１、項１・簡易水道事業費、目１・簡易水
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道総務費、備考欄の０３節より０２節へ流用９

万１０００円は、人事異動及び人事院勧告に伴

い給料に不足が生じましたため、手当の残より

流用したものでございます。 

 款１、項１・簡易水道事業費、目２・簡易水

道維持管理費、備考欄の１３節より１２節へ流

用１７万３０００円は、量水器取りかえ個数の

増加に伴い手数料に不足が生じましたため、委

託料の残より流用したものでございます。 

 款３、項１・災害復旧費、目１・簡易水道施

設災害復旧費、９９ページでございますが、備

考欄の１３節より１１節へ流用１０００円は、

修繕費に不足が生じたため、委託料の残より流

用したものでございます。 

 以上、議案第１１５号・平成２７年度八代市

簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の説明とさ

せていただきます。御審議方、よろしくお願い

いたします。 

○委員長（松永純一君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。質疑はありませんか。あ

りませんか。 

○委員（古嶋津義君） ２２８ページ、泉地区

建設事業、下に書いてありますが、一部の施設

では浄水ろ過設備が整備してないため、雨天時

に濁り水が発生すると書いてありますが、この

辺のところは早急にせんでもいいんでしょう

か。 

○水道局長（宮本誠司君） 実は、泉地区につ

きましては、ろ過施設がない施設がございま

す。こちらのほうは量水器等を設置いたしませ

んで、使い放題の月額５００円余りの料金にな

っております。委員さん御指摘のとおり、早急

に改良のほうを進めたいところではございます

が、地区の同意、それから建設計画等もござい

ますので、それに沿ったところで、住民の同意

がとれ次第、改良を行っていきたいというふう

に考えております。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） なければ、以上で、

議案第１１５号・平成２７年度八代市簡易水道

事業特別会計歳入歳出決算についての質疑を終

わります。 

 小会します。 

（午後４時５２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時５３分 本会） 

◎議案第１１６号・平成２７年度八代市農業集

落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（松永純一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１６号・平成２７年度八代市

農業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決

算について、歳入歳出一括して説明を求めま

す。 

○建設部総括審議員兼次長（湯野 孝君） こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建

設部の湯野でございます。着座にて説明させて

いただきます。 

 平成２７年度決算審査に当たりまして、建設

部所管分の２つの特別会計、農業集落排水処理

施設事業と浄化槽市町村整備推進事業の総括を

述べさせていただきます。 

 資料につきましては、決算書及び主要施策調

書その２でございます。 

 建設部所管では、衛生的で快適な暮らしを確

保し、川や水の水質を保全していくため、引き

続き面的整備と処理場の老朽化した施設の改築

並びに水洗化の普及促進や経営の安定化、効率

化を図る目的で、公共下水道事業、農業集落排

水処理施設事業、浄化槽市町村整備推進事業を

推進しております。 

 このうち公共下水道事業につきましては、平

成２７年度より特別会計から公営企業会計に移

行し、決算につきましては、平成２７年度八代
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市下水道事業会計、利益の処分及び決算の認定

について、さきの９月議会に上程し、御承認を

いただいております。 

 したがいまして、本委員会では残る農業集落

排水処理施設事業、浄化槽市町村整備推進事業

の２つの特別会計の決算について御説明させて

いただきます。 

 まず、農業集落排水処理施設事業であります

が、東陽町、泉町の農業集落排水処理施設の適

切な維持管理を行うことにより、施設の故障な

どを未然に防止し、生活環境の向上を図ること

を目的としております。 

 整備率は１００％でございますが、平成２７

年度末、対象戸数７２７戸に対しまして接続戸

数は５９２戸、水洗化率は８１.４％でありま

して、まだ未接続の世帯がありますことから、

さらなる水洗化の普及促進に努めているところ

でございます。 

 次に、浄化槽市町村整備推進事業では、東陽

町、泉町の浄化槽市町村整備推進事業の区域に

おいて、市が主体となって合併処理浄化槽を設

置し、生活排水処理を行うことにより、当該地

区の生活環境の向上を図るとともに、公共用水

域の水質を保全することを目的としておりま

す。 

 平成２７年度末の設置基数４２１基、整備率

は６０.１％でありまして、未設置の世帯があ

りますことから、今後も引き続き水洗化の普及

促進に努めてまいります。 

 なお、平成２７年度末の債務残高につきまし

ては、２つの特別会計を合わせまして前年度か

ら５３４０万７０００円の減額で、５億５９８

１万７０００円でございます。 

 今後も、冒頭申し上げました事業目的の達成

のため、公共下水道事業ともども、さらなる経

営の安定化と効率化に努めてまいる所存でござ

います。 

 以上、平成２７年度決算における建設部所管

分の２つの特別会計の総括といたします。 

 なお、詳細につきましては、古田下水道総務

課長が説明しますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○下水道総務課長（古田洋二君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）下水道総

務課の古田でございます。よろしくお願いしま

す。座らせて説明させていただきます。 

 それでは、議案第１１６号・平成２７年度八

代市農業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳

出決算につきまして、平成２７年度における主

要な施策の成果に関する調書その２及び決算書

を用いまして御説明いたします。 

 お手元の主要な施策の成果に関する調書の２

３１ページをお願いいたします。 

 まず、農業集落排水処理施設事業の決算額で

ございます。歳入決算額、歳出決算額合計とも

に１億１２１６万１０００円で、実質収支額は

ゼロ円でございます。 

 次に２３２ページの上段をお願いします。事

務事業名、農業集落排水処理施設事業でござい

ます。 

 この事業は、先ほど次長よりも説明がござい

ましたが、東陽町、泉町の農業集落排水処理施

設の適切な維持管理を行うことにより、施設の

故障などを未然に防止し、生活環境の向上を図

ることを目的としております。 

 平成２７年度の決算額は３１９４万８０００

円で、決算の主な内容といたしましては、施設

電気料３６８万円、マンホールポンプ電気料４

７カ所で２８０万１０００円、施設関係修繕料

９件の２７９万４０００円、マンホール関係修

繕料３件、９９万７０００円、処理施設管理委

託１１５２万４０００円などでございます。 

 なお、財源といたしましては、その他特定財

源、一般会計繰入金として２５８万９０００

円、使用料２９３５万９０００円となっており

ます。 
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 また、不用額が３１９万１０００円生じてお

りますが、主なものは、ます設置申請がなかっ

たことによる工事請負費の残及び処理施設管理

委託料の残などでございます。 

 今後の方向性といたしましては、東陽地区及

び泉地区の中心部で実施しており、有効な生活

排水処理であるため、本事業を継続していくと

しておりますことから、市による実施、現行ど

おりとしております。 

 次に、歳入について、平成２７年度八代市特

別会計歳入歳出決算書を用いまして御説明いた

します。 

 決算書の１１０、１１１ページをお開きくだ

さい。決算額につきましては、１０００円未満

を切り捨てて御説明いたします。 

 まず、款１・分担金及び負担金の項１・分担

金、目１・農業集落排水事業費分担金でござい

ますが、市の条例に基づき使用者にます設置工

事費の一部を負担していただくこととしており

まして、１世帯につき１０万円の負担金を徴収

しております。 

 ２７年度収入済額は、ます設置工事がなかっ

たためゼロ円となっております。 

 次に、款２・使用料及び手数料でございます

が、項１・使用料、目１・農業集落排水処理施

設使用料では収入済額が３５７９万円で、２６

年度より２５３万８０００円の増収となってお

ります。これは使用料改定によるものでござい

ます。 

 現年度分の収納率では９７.５％、率といた

しまして２６年度より０.２ポイント増加して

おります。今後とも収納率アップのため粘り強

く使用料徴収に努めてまいりたいと思っており

ます。 

 項２・手数料、目１・農業集落排水手数料は

使用料に係る督促手数料で、収入済額２万５０

００円、延べ２５２件分でございます。 

 次に、款３・繰入金の項１、目１・一般会計

繰入金についてですが、予算額７００６万９０

００円に対しまして収入済額が６５６４万５０

００円でございます。前年度と比較いたしまし

て１１５万１０００円の減となっております

が、主に元利償還金の減によるものでございま

す。 

 続きまして、１１２、１１３ページをお願い

いたします。 

 款６・市債の項１・市債、目１・農業集落排

水事業債は予算額１０７０万で、収入済額も同

額でございます。これは、備考欄に記載してお

ります農業集落排水事業の資本費平準化債でご

ざいます。 

 資本費平準化債とは、施設の耐用年数は長年

にわたることで、借金返済の負担を後年度の使

用者に繰り延べし、資本費の負担を平準化する

ための起債のことでございます。 

 次に、平成２７年度末の債務残高でございま

すが、平成２７年度借入金１０７０万円に対し

まして、１１４、１１５ページの款２・公債費

の項１・公債費、目１・元金の支出済額が５３

０８万１０００円でございますので、差し引き

４２３８万１０００円、前年度より債務が減

り、現在、４億５７４５万７０００円となって

おります。この債務残高は、監査意見書の７７

ページ、市債の現在高の農業集落排水処理施設

事業債の年度末現在高にも記載してあります。 

 以上が、議案第１１６号・平成２７年度八代

市農業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出

決算の説明でございます。御審議方、よろしく

お願いいたします。 

○委員長（松永純一君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 冒頭の説明で、６１.

６だったかな、設置率が――済いません、数字

はちょっと聞きそびれたんですが、設置率はそ

れぐらいだということで、今の御説明だと、分

担金のますの設置がなかったということ、ゼロ
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ということは、昨年度の実績から言えば、新し

い、何というんですかね、加入というのはゼロ

だったということになりますかね。（下水道総

務課長古田洋二君「そうです、はい」と呼ぶ） 

 ということを踏まえて、新たなですね、設置

に向けての周知広報といいますか、一般で言え

ば営業努力といいますか、そういう手だてはど

のような方策をとられていらっしゃいますか。 

○下水道総務課長（古田洋二君） 確かに、運

営上ですね、加入されることがもう本当に大事

なことでございますので、広報紙ですね、ある

いは市のホームページ、それと、地区に参りま

して、各区長さんの集会とか、そういう中でい

ろいろ、お願いとか説明はしてまいっておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） 今後とも努力はお願い

したいんですけど、もう一回聞くと、設置して

ないところはいわゆるくみ取りということにな

るんですかね。 

○下水道総務課長（古田洋二君） くみ取りも

しくは簡易の浄化槽になろうかと思います。 

○委員（堀 徹男君） 済いません、簡易の浄

化槽ってどんなの。（下水道総務課長古田洋二

君「要するに、トイレだけです」と呼ぶ）あ

あ、なるほど、ああ、単独、単独ですか。（下

水道総務課長古田洋二君「ああ、単独。失礼し

ました、単独ですね。単独浄化槽です」と呼

ぶ） 

 泉にしろ東陽にしろですよ、上流付近になり

ますもんですからね、少しでも設置の努力をし

ていただきたいと思います。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（増田一喜君） ７２７世帯あるのに対

して５９２世帯が接続してない、――してるの

か。で、残りのところ、これは何か、接続しな

いという理由はもう把握されてるんですか。 

○下水道総務課長（古田洋二君） これにつき

ましては、公共下水道事業もですね、未設置が

あるわけなんですけれども、いろいろ、設置へ

のですね、回る中で、やはり費用負担とかもあ

りますし、家庭の事情、主に高齢化が進みまし

て、高齢者の単独世帯とか、そういった家庭の

事情等もですね、若干、最近はあろうかなとい

うふうに思っております。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（古嶋津義君） 決算書の１０５ページ

ですが、不納欠損が１１８万２０００円、５６

件１０人ということでありますが、おらっさん

ごつなったとか、いろいろあると思いますが、

その辺の要因を。 

 それと、収入未済額が２６９万８０００円、

使用料でありますが、前年度より１１万４００

０円増加しているということ、その要因につい

て。 

○下水道総務課長（古田洋二君） まず、不納

欠損につきましてですが、やはり収納につきま

しても、未納者世帯のですね、納付につきまし

て、職員も含めて待ってるわけですけども、や

はり各家庭の経済の事情とか、そういうござい

まして、なかなか納付に至らなかったという分

もございます。 

 それと、もう一つが、（委員古嶋津義君「不

納欠損」と呼ぶ）不納欠損。（委員古嶋津義君

「おらっさんごつなったともあっとですか、山

だいけん」と呼ぶ）不納欠損がふえたと。（委

員古嶋津義君「んね。不納欠損、まあ１０人

か、５６件だけん、その中で、例えば、山村だ

いけん、高齢化でもうおらっさんごつなったと

か、そげんともあっとかなと思って」と呼ぶ） 

 先ほど申しましたとおり、地域でですね、か

なり高齢者の方が、未納の増といいますか、そ

ういうふうに至っているようでございます。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません
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か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） なければ、以上で、

議案第１１６号・平成２７年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算につい

ての質疑を終わります。 

                              

◎議案第１１７号・平成２７年度八代市浄化槽

市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（松永純一君） 次に、議案第１１７

号・平成２７年度八代市浄化槽市町村整備推進

事業特別会計歳入歳出決算について、歳入歳出

一括して説明を求めます。 

○下水道総務課長（古田洋二君） それでは、

引き続きまして、平成２７年度浄化槽市町村整

備推進事業特別会計歳入歳出決算について御説

明いたします。平成２７年度における主要な施

策の成果に関する調書その２及び決算書を用い

まして説明いたします。 

 調書の２３３ページをお願いいたします。 

 まず、浄化槽市町村整備推進事業の決算額で

ございます。歳入決算額合計、歳出決算額合計

ともに５５２４万９０００円で、実質収支額は

ゼロ円でございます。 

 次に、２３４ページの上段をお願いいたしま

す。事務事業名、市町村設置浄化槽維持管理費

でございます。 

 この事業は、東陽町、泉町の浄化槽市町村整

備推進事業区域において、市が主体となって合

併処理浄化槽を設置し生活排水処理を行うこと

により、当該地区の生活環境の向上を図るとと

もに、公共用水域の水質を保全するための維持

管理に係るものでございます。 

 平成２７年度の決算額は２７０２万２０００

円で、決算の主な内容といたしましては、浄化

槽設置基数４２１基のうち実際に維持管理を行

っている４１０基に係る法定検査手数料１５７

万７０００円、浄化槽保守点検清掃業務委託２

４７８万７０００円などでございます。 

 なお、財源といたしましては、その他特定財

源、一般会計繰入金３６９万５０００円、一般

財源、使用料２３３２万７０００円となってお

ります。 

 また、不用額が２０４万９０００円生じてお

りますが、主なものは、保守点検、清掃委託料

の残などでございます。 

 今後の方向性といたしましては、東陽地区及

び泉地区の農業集落排水処理区域外で実施して

おり、有効な生活排水処理であるため、本事業

を継続していくといたしておりますことから、

市による実施、現行どおりとしております。 

 次に、下段をお願いいたします。事務事業

名、市町村設置浄化槽整備費でございます。 

 この事業は、東陽町、泉町の浄化槽市町村整

備推進事業区域において合併浄化槽を設置し、

生活環境の向上を図るものです。 

 平成２７年度の決算額は１０万円でありま

す。決算の内容といたしましては、消耗品費５

万２０００円、燃料費４万８０００円などでご

ざいます。 

 なお、財源は、その他特定財源、一般会計繰

入金１０万円でございます。 

 また、不用額が４８８万６０００円生じてお

りますが、４基設置予定といたしておりました

合併浄化槽の設置申請がなかったことによる工

事請負費の残がその主なものでございます。 

 今後の方向性といたしましては、東陽地区及

び泉地区の農業集落排水処理区域外で実施して

おり、有効な生活排水処理であるため、市によ

る実施、現行どおりとしております。 

 次に、歳入及び歳出の流用額について、平成

２７年度八代市特別会計歳入歳出決算書を用い

まして御説明いたします。 

 決算書の１２６、１２７ページをお願いいた

します。決算額につきましては、１０００円未

満を切り捨て、御説明いたします。 
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 款１・分担金及び負担金の項１・分担金、目

１・浄化槽整備推進事業費分担金でございます

が、合併浄化槽を市で設置します際、条例に基

づき、１基当たり１０万円の分担金を徴収して

おります。 

 当初予算額は、先ほど申し上げました浄化槽

４基分の分担金４０万円です。平成２７年度は

浄化槽設置工事がありませんでしたので、収入

済額はゼロとなっております。 

 次に、款２・使用料及び手数料でございます

が、項１・使用料、目１・浄化槽整備推進事業

使用料は収入済額２５１８万８０００円、２６

年度より１０３万３０００円の増収でございま

して、これにつきましても使用料改定によるも

のでございます。 

 現年度分の収納率は９７.７％で、２６年度

より０.２ポイントの増加となっております。

先ほどの農業集落排水処理施設事業とあわせま

して、収納率アップのため努力してまいりたい

と考えております。 

 項２・手数料、目１・浄化槽整備推進事業手

数料は使用料に係る督促手数料で、収入済額１

万７０００円は延べ１７０件分でございます。 

 次に、款３・県支出金の項１・県補助金、目

１・浄化槽整備推進事業費県補助金。当年度設

置した浄化槽に対する補助金及び前年度に設置

した浄化槽に対する交付金、予算額６１万２０

００円に対し収入済額５万２０００円でござい

ます。 

 款４・財産収入の項１・財産運用収入、目１

・利子及び配当金。八代市浄化槽市町村整備推

進事業減債基金条例に基づく基金の利子受け入

れ分でございます。予算額３０００円に対しま

して受入額２０００円となっております。 

 減債基金ですが、これは将来の起債償還の償

還財源とすることを目的といたしまして、旧東

陽村及び泉村が積み立てていたものを合併によ

り継承したもので、平成２７年度末の基金残高

は１１６３万２０００円でございます。 

 款５・繰入金の項１、目１・一般会計繰入金

ですが、予算額３３８３万６０００円に対しま

して収入済額が２９９８万８０００円でござい

ます。２７年度の繰入金は、２６年度との比較

で４２２万６０００円減額となっております。 

 続きまして、１２８、１２９ページをお願い

いたします。 

 款８・市債の項１・市債、目１・浄化槽整備

推進事業債は、予算額３８０万円に対しまし

て、平成２７年度は浄化槽設置工事がありませ

んでしたので、収入済額はゼロでございます。 

 なお、既に平成１９年度に債務残高のピーク

は過ぎておりまして、２７年度の債務残高は１

億２３６万円となっております。この残高につ

きましても、監査意見書の７７ページの年度末

現在高にも記載してございます。 

 以上、歳入分の説明とさせていただきます。 

 次に、流用額につきまして、決算書を用いま

して説明いたします。 

 １３０、１３１ページをお願いいたします。 

 款１、項１・浄化槽市町村整備推進事業費、

目１・浄化槽総務費、備考欄の２節より３節へ

流用６万８０００円は、人事異動に伴う職員手

当が不足したため、給料の残より流用したもの

でございます。 

 以上が議案第１１７号・平成２７年度八代市

浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決

算の説明でございます。御審議方、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（松永純一君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 済いません、先ほどの

農排水と一緒で、２７年度もなかったというこ

とで、いわゆる一般の企業で言います営業体制

というようなものはどんななってるんですか

ね。職員さんが訪問されて、設置を働きかけて

いくというような手だてはとられているんでし
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ょうか。 

○下水道総務課長（古田洋二君） 先ほどの農

集と一緒でですね、加入の促進といいますか、

広報及び、こちらからも出かけてですね、いっ

ておるわけですけども、やはり、まあじゃあ、

この事業をしていないところはどうやっている

のかといったときに、くみ取りとか、もう一

つ、何ですかね、浄化槽ですね、要するに便槽

だけの浄化槽もございまして、まだ急々に、要

するに必要ないという世帯もございますもんで

すから、やはりこの地域につきましては、生活

雑排水を含めたところのですね、処理の必要性

を含めて、やはり今後も地域にですね、粘り強

く説明及び協力の要請はしていきたいというふ

うに考えております。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（古嶋津義君） もうよかっですか。

（｢うん」と呼ぶ者あり） 

 先ほどと同じですが、お答えは要りません

が、不納欠損が、決算書で載っておりますが、

不納欠損が４万３１４０円、それから収入未済

額、使用料のですね、１７１万５９０円ござい

ます。この辺のところは収納率のアップにかね

て努めていただきたいと思います。 

 それから、一般会計からの繰入金が２９９８

万８０００円程度ありますが、本来ならば、先

ほども少しお話が出ましたが、加入率を促進を

していただいて、本来の、特別会計であります

から、自主運営ができるように、将来的に努力

していただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） これまでもですね、設

置の努力はされてきたとは思うんですが、今の

数字で頭打ちというような感が否めないと思う

んですね。今までされてきた努力の結果が数字

となってピークになってるとは思うんですが、

今までの手だてと同じことをしてたって伸ばな

いと思うんですよね。これまでの振り返りをし

て、じゃ、どんな手だてをとれば今の数字が伸

ばせるのかというのをですね、ぜひ考えていた

だきたいと思います。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） ないようですので、

議案第１１７号・平成２７年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算につい

ての質疑を終わります。 

 本日の予定は、議案第１１８号・平成２７年

度八代市ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出

決算までという予定でありましたけれども、時

間も既に長時間にわたっておりますので、今後

の日程に繰り越すことにしたいと思いますが、

御協議願いたいと思います。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） 議案第１１８号・平

成２７年度八代市ケーブルテレビ事業特別会計

歳入歳出決算については、今後の日程に繰り越

すことに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 それでは、以上で本日の日程は全て終了いた

しました。 

 次回の委員会は、１０月１２日水曜日、午前

１０時開会となっております。よろしくお願い

いたします。 

 それでは、これをもちまして、本日の決算審

査特別委員会を散会いたします。 

（午後５時２３分 散会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 



 

－79－

    平成２８年１０月６日 

決算審査特別委員会 

委  員  長 
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